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は じ め に

(財日本情報 処理開発協 会 産業情報 化推進 セ ンター(以 下、 当セ ンター と略す)で は、昭和

60年 以来 、ビジネ スプロ トコルの標準化 な どを通 じて、産業界 へのEDIの 普及推進 を行 って き

た。昭和62年 に は、社 日本電 子機 械工業会(EIAJ)と 共 同でEIAJシ ンタ ックスルール を開発

し、さらに平成3年 には、これ を改良 したCIIシ ンタ ックスルールを開発 した。 これをベース と

す るCII標 準 は、平成4年 に実用化 したが、現在(平 成10年3月)18業 界で業界標 準 として採用

され てお り、CII標 準 は我 が国 の主要 なEDI標 準 となって い る。平成11年 には、国際EDIへ の

応用実験 を実施 され 、CII標準 は既 に国内標準か ら国際的標 準 にな りつつ ある。 この ような発展

が で きたのは、産業界 の協 力 と支援 が あったか らで、心か ら感謝す る。

さて当セ ンターで は、CII標 準 の充実 を足掛か りに、さらに高度 な新 しいEDIの 確立 を目標 に、

各種 の調査研 究開発 を行 って い る。平成4年 か らは、受発注か ら決済 までの一貫 したEDIの 構

築 に関す る研究 開発 を開始 し、現在、取引の最終段 階で ある請求支払EDIの 運用実験 を行 って

い る。平成5年 か らは、中小企業 へのEDI導 入 を促進 す るた めに、 中小企 業向 けの安価 なEDI

システムの確 立 に関す る研 究開発 も行 ってい る。 さらに、増大す るEDIへ の新機 能要 求 に対応

したCIIシ ンタ ックスルールの拡張応用 につ いて も検討 してい る。

本報 告書で は、21世 紀 に向けて整備 と拡張が進 むCII標 準 ににっ いて、最近 の主 な動 向 につ

いて報 告す る。 この 中での特記事項 は、海外 とのEDI(国 際EDIの 一種 であ る)へCII標 準 を導

入す る試みが、実施 された こ とであ る。 これが成功すれば、CII標 準 をアジア地域 のEDIへ 応用

す る足 掛か りとなる と考 え られ、期待 され る試 みであ る。

CII標 準の実用化 によ り、わが国のEDI標 準化 のベースは確 立 された と考 える。 しか し、現段

階で は、 まだ まだ プライベ ー ト ・フォーマ ッ トによるEDIが 主流 を 占めてお り、すべて の業界

で、標 準EDIへ の移 行努力が さらに活発 に行われ なければな らない。標 準EDIへ の移行 には、

少な くな い手間 と費用が必要 にな るため、短期 間で実現す ることはなかなか困難 であ るが、将

来 の産 業界 の発展 のために、1日 も早 くな し遂 げ られ るこ とを願 うもので あ る。本報 告書 が そ

れ に寄 与で きれ ば幸 いであ る。

最後 に、CII標 準の確 立 に多大 なるご協 力 とご支援 をいただ いた関係 各位 に対 し、感謝 の意 を

表 す る。

平 成11年3月

産 業情報 化推進セ ンター
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第1章 目 的

1.121世 紀初 頭 のEDl

1980年 代初頭 に産 声 をあげたEDIは 、僅 か20年 の間に急速 に発展普及 し、今 日で は ビジ

ネ スに必須 のツールになった。21世 紀 になって も、この ままEDIが ビジネス に必須 のツー

ルで あ り続 け ることは間違 いないが、技 術的構築手法 はかな りの変化 が予想 され る。 そ こ

で、あ くまで も予想 で あるが、21世 紀初頭 のEDIに ついて業務面 のイメー ジお よび技術 的

構 築手法 を述べ る。

(1)業 務面 のイ メージ

中小企業 も含 めた多 くの企業 が、取引 に伴 う事務処理 をEDIに よ り行 な うよ うにな る。

その量 は、全取 引件 数(取 引金額 ではない)の80%に 達 す るであ ろう。 しか し、 それで

も20%程 度 は、書類(フ ァックス を含 む)他 による取 引 も残 る。

受発注 は当然 として、物流、決済 な どあ るゆる分野 にEDIが 使われ る。現在 ので電話

や ファ ックス による処理がEDI化 す る と思 えば よい。

もっ ともEDIと 言 って も、 その外観的イメージはかな り多様化 す る。 ほ とん ど人手 が

介 入 しない 自動処 理のEDIシ ステム もあれば、 ディス プレイ画面 を見 なが らデ ータ入 力

を その都度 行 な うEDIシ ス テム(テ レ ックス と大差 ないEDI)、 そ して、 その 中間的 な

EDIシ ステ ム もあ るだ ろ う。

しか し商談 は、現在 と同 じ く営業員の体面で行なわれ る。電子 メールや テ レビ会議 シ

ステムな どが補助 的に使用 され る と思 うが、基本契約 の締結 な どは従 来 どお りの方法が

踏襲 され る。勿論、生産計画 や営業計画 な どの規格立案 お よび決定 は、支援 ツール とし

て コン ピュータを用 い ることはあって も、人が行な う。

継続取 引のほ とん どはEDI化 の対象で ある。緊急注文 な どが電話 で行 なわれ るこ とは

あって も、EDI処 理 の例外 として扱 われ、最終的 にはEDIで 処理 した形 に ま とめ られ る。

しか し、ス ポ ッ ト取引 はEDI化 の対象 にな らないだ ろ う。 そのために、 スポ ッ ト取引

のかな りの部分 を吸収で きるEDI化 対応の市場(マ ーケ ッ ト)の 設置が予想 され る。 い

わゆ るECマ ー ッケ ッ トで あ る。実態 は、会員制の フリーマーケ ッ トであ る。具体 的イメー

ジ として、証券取 引場や シカ ゴの穀物市場 を思 い浮かべて もらえば よい。勿論 、ECマ ー ッ

ケ ッ トであ るか ら物理 的な立会場 な どは存在せず、ネ ッ トワー ク上 に仮想的 な立会場 が

っ くられ る。 この立会場 に参加 した い企業 は、主催者 と参加 に関す る契約 を結 ぶ必要 が
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ある。主催者 と参加契約(継 続取 引契約 に相 当す る)す ることで、 その主催者 と参加契

約 してい る他 のすべての企業 と自動的 に継続契約 した こ とにな るので、EDI取 引が可能

にな るのであ る。現在、金融 関係 、貴金属 関係、穀物 な どの市場 しか ないが、 いつれ、

電子部品、 自動車部 品な どの市場 もで きるであろ う。

(2)適 用技術(ツ ール)

EDIシ ステムの土台で あ る通信 回線 お よび通信 システムは、 ほぼ現在 と同 じ ものが使

用 され続 け られ ると予想 され る。 コネ クシ ョン型 の通信 系か らノ ン ・コネ クシ ョン型通

信 系(TCPAP)へ のシ フ トは予 想 され るが、ベ ーシ ックベ ース全銀手順 も引 き続 き使用

され る と思われ る。

現在 の最新技術で あ るWebベ ースのEDIは 、思 った程普及 しない と考 え られ る。 なぜ

な らEDIの ニ ーズ に適合 して いないか らで、拡 張Z手 順(TCPAPベ ースの全銀 手順)の

ようなシステムの方が有望 と思 われ る。

拡張Z手 順 はバ ッチ系のシステ ムなので、新 たに リアル タイ ム系のシステ ムが必要 に

な り開発 され る と思われ る。現在で もSNA-LU62が あ るが、 この よ うな重装備 なシステ

ムで はな く、機能 も単純で軽 装備 なシステムが必要 とな ろう。 かってOSI通 信 システム

開発の ときに、重装備 なシステムで もハ ー ドウェアの高度化 に よって吸収 され る と言わ

れたが、実際にはハ ー ドウェアが高機能化 したのに もかかわ らず吸収 され なか った。単

純 な量の大 きさや ス ピー ドの問題 はハー ドウェアの高機能化 で吸収 され るが 、 ロジ ック

の複 雑性 は吸収 され ない ようであ る。

今後 の新システム開発 では、 この ことを考慮 し、可能 なか ぎ り単純 な ロジ ックの シス

テムを開発すべ きで あろ う。

次 に、EDIの フォーマ ッ トにつ いて予測 して見 る。21世 紀前 半 に使用 され るシ ンタ ッ

クスルールは、現行 のANSIX12、UN/EDIFACT及 びCII標 準 に、XML/EDIが 加 わ る程度

と考 え られ る。標準 メ ッセージは、既存 の ものが引 き続 き使用 され、必要 に応 じて、現

行の延長 上で新規 の ものが開発 され るだ ろう。 そのた め、XML/EDIは 既存規 格 と互換が

とれ るように、規格 が決定 され る と予想 され る。

次世代EDIの 検討 も活発化 してい るが、その実用化 は21世 紀中頃 にな るだ ろ う。 それ

までの間、現行 の規格 は以下 の ような動 きにな るだ ろ う。

①ANSIX12

既 に広範 に普及 して いるX12は 、米国 内だけでな く、国際的 にも使用 され るであろ
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う。但 し、1980年 代 の開発 である この規格 は、 あ るゆる面 で行 き詰 ま りが表面化 し、

次の新 しい規格 が要望 され るようにな るであろう。

X12の 普及分 野 は極 めて広 く、 それ に併せて標準 メ ッセージの開発 が進 め られ、既

に膨大 になってい る。その結果 、標準維持のための コス トが無視 で きな くな ると とも

に、実 際の適用現場 での標準使用 の乱れ も表面化 す るので とないか と考 え られ る。

X12ベ ースのEDI標 準 は、以前 か ら標 準 メッセ ージの作成 が難 し く、標 準が複雑化

す るのが大 きな欠 点であったが、それが益々大 き くな ると予想 され る。 この こ とは、

トランス レーターの処理効率 に も影響 し、ユーザー側 での標準使用 にお け る負荷 が大

き くな り、結果 的に標準離れ を加速 させ る方向に作用す る。

元々、米 国で、X12か らUN/EDIFACTへ の切 り換 えが提案 され たのは、X12の 持つ

標 準の乱れ を、UN/EDIFACTへ の移行 で解決 しよう とい う狙 いか らであ ったが、1999

年 現在、米 国でのUN/EDIFACTへ の移行 は中断 した。 このまま中止 にな る と考 え られ

る。

現在(1999年3月)、X12ベ ース新規標準 メ ッセージの開発 も続 けられて い るが、新

標 準 としてXML,/EDIの 開発 も活発化 して いる。XML/EDIは 、 まだ実用 化 して いない

が、X12か ら次世代EDIへ のつ なぎ役 として、重要視 されて いるよ うで あ る。

②UN/EDIFACTUN/EDIFACTは 、1988年 のEDIFACTシ ンタ ックスルール開発 以来 、

遅 々 として普及 が進 まない。UN/EDIFACTはX12と 同様 の構造 を持 ってお り、X12の

持つ欠点 をすべ て持 ってい る。加 えてUN/EDIFACTは 、X12よ りも構 造が複雑 であ り

多機 能 ではあ るが、極 めて重 たい体系 と言わ なけれ ばな らない。

1998年 には、シ ンタックスルールであ るEDIFACT(ISO9735)の 抜本 的機 能拡張 が

完了 したが(バ ージ ョン4)、 この結果、EDIEACTは 史上空前 の複雑 な体 系 になった と

言わ なけれ ばな らない。バー ジ ョン4用 の トランス レーターの開発 は、 まだな い よう

だが、恐 らく極 めて処理効率 の悪 いパ ッケージにな るだろ う。

UN/EDIFACTの 導入 には、高価で処理 効率の悪 い トランス レー ターが必要 なだ けで

な く、複雑難解 な標 準 メ ッセ ージの解析 や、厄介 なサ ブセ ッ トの切 り出 しが必 要で、

大手企業 で も、 コンサル タン トの支援無 しには導入で きな い と言われ る。 当然、中小

企業 に導入 す るこ とは不 可能で、中小企業用 のシンプルEDI(シ ンプルEDIFACT)の

開発が欧州 で実行 されたが大 きな成果 はな く、最近 はXML/EDIに その活路 を見 いだ そ

うとしてい るよ うに見 え る。
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UN/EDIFACTの 普及 を阻害 す る要 因 は、他 に もある。本来標 準 を導入すれ ば、 どの

取引先 とのEDIも 、一種類 の体 系で済 むはずであ るが、実際 には、UN/EDIEACTを 導

入 して も、取引先毎 に専用 の ソフ ト(シ ステ ム)が 必要 にな る と言 う。統 一で きるの

は、EDIFACTト ランス レー ターのみで、標準 メ ッセ ージや業務処理手順 は、取引先 毎

に異 な るのが、実情 と言われ る。つ ま り、UN/EDIFACTベ ースのEDIを 導 入 して も、

標準化 の効果がな いわけで、これで はUN/EDIFACTの 広範 な普及 は、望 めないだ ろう。

UN/EDIFACTの と りま とめ元 で あ る国連ECEで は、以上 に対 す る対策 と して、

UN/EDIFACTデ ィ レク トリーの改良や新標準XML/EDIの 検討行 なってい る。しか し今

の ところ、画期的 な解決策 はで きていない ようで ある。

③CII標 準

CII標 準 は、日本 国内では、製造業 を中心 にか な り普及 して きて いる。 そ して、この

まま普及拡大が続 き、21世 紀初頭 には普及の最 盛期 にな る と考 え られ る。

CII標 準の普及 が、ANSIX12に 匹敵す るようにな るかな らないかの鍵 は、 国際 的な

普及 が握 ってい る。 すなわち、国際EDIへ の導入が進 むか どうかで、CII標 準の将来 の

普及 動向が決 まるとい うこ とであ る。現状 では、実験的 な導入 として、CII標 準 による

EDIの 海外接続が実行 されて いるが、本格的 な国際EDIへ の展 開計画 はまだない。

CII標 準を国際展 開す るために は、それ用 の標 準メ ッセージが必要 であ る。 この面 で

CII標 準が有利 な点 は、標準 メ ッセ ージの開発が簡単 な こ とであ る。 そ こで、先ず アジ

ア地域 での展 開に備 えた標 準メ ッセージの開発 を期待 した い。

CII標 準 は、X12やUN/EDIFACTが 抱 えてい るよ うな技術的 な弱点が少 な くトランス

レー ターも安価 で処理効率 が高 い。 さ らに、ダブルバ イ ト以上 のキャラ クター(文 字)

に も対応 していて、極 めて有利な条件 を持 って いる。導入 に伴 う負荷 も少 な く、 わが

国で は中小企 業への普及 も進 んで い る。 アジア地域 のEDIに は最適 な体系 と考 え られ

るが、 どうであ ろ うか。

新標準 として期待 され てい るXML/EDIに つ いて も、CII標 準 と互換 制 を保 った展 開

を検討 してい る。 これ を、CIIベ ースXML/EDIと い う。 まだ実用化 して いないが 中小

企業へ の活用が期待 されて い る。
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1.2目 的

EDIは ビジネス に必須の ツールで あ る。現在 この事実 に疑 問 を持つ企業経 営者 はほ とん

どいない と思 われ る。 しか しEDIは 、適用 業務 も適用技術 も常 に変化 して い る。 まだ成熟

した体系 ではないので、21世 紀 に向 けて、今後 も新技術 の適用や業務処 理へ の新 しい適用

形 態 な どの検討 が続 くであ ろ う。 そのた め、EDIを 導入 しよ うとす る企業経 営者 は、 いつ

導入すべ きか、 どの種 のEDIを 導入すべ きかについて、常 に悩んで い る。

本 検討 は以上 の ような状況 に応 え るべ く、 そ して絶 え間 ないEDIの 変化 に対応 しなが ら、

広 く普及 させ る場合 に必要 な各種標準化 を、実用的 とい う視野 で検討 し、 その結果 を実際

に普及 させ ることを目標 に して いる。 そ して、 その成果 を具体 的に示 す こ とで、企業経営

者 がEDI導 入 を検 討す る ときの有力参考情報 として活用 す るこ とを、期待 して いる。

ノ
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第2章 今 年 度 の 事 業 概 要

今年度は、以下 の各事業 を実施 した。

2.1Cll標 準の 国際 化

CII標 準 の導入社数 は5千 社 を超 え、名実 ともにわが国のデ ファク ト標準 に成長 した。平

成11年4月 には、CII標 準の基本 であ るCIIシ ンタ ックスルールのJIS化 も行 なわれ る予定

であ り、 わが国産 業界のEDI標 準 として、今後 も普及拡大 が続 くと考 え られ る。

一方国際EDIに ついて は、大 きな動 きがない。産 業情報化 推進 セ ンター(以 下、当セ ン

ター)で は、か って、『国際EDIに は当面UN/EDIEACTを 推奨 す る』 とした ことがあ り、

その後、国際EDIに つ いて は何 らの対応 も して こなか った。当セ ンターが国際EDIを 無視

したか らではな く、現実のニ ーズがず っ となか ったので、国際EDIに 関す る検 討 を中止 し

ていたので ある。しか し最 近 にな って、国際EDIの 構 築が少 しつつ始 まって きた。そ こで、当

セ ンターでは、国際EDIの 検 討 を再 開す る ことに した。

3年 前 に、当セ ン ターで は 「APEC-EDI実 験 プ ロジ ェク ト」 を実施 し、UN/EDIFACTに

よるEDIの 運用実験 を実施 した。 この実験結果 を一言で言 い表せ ば、一般 的 に推奨 で きる

体系を生 み出すまで には至 らなか った、 とい うことにな る。 その後、当セ ンターで は、適

用標準 も含 めて国際EDIの 見直 しを した結果、以下の よ うな結論に達 した。

・一 口に国際EDIと 言 って も多種多様 で あ り、現存す る規格の中か ら一つ を選 んで標準

とし、すべて の国際EDIに 適用 しよ として も、無理が あるこ と。

・適用規格 の選択 の幅 を広 げ るために、CII標 準 の国際化 が必要 な こ と(ANSIX12は す

でに国際 的規格 になってい る)。

そこで、CII標準 を国際EDIに 適用す る場合 の技術 的問題 点や適用分野 につ いて検討 す る

プロジ ェク ト 『海外接続EDI』 を平成9年 度 か ら開始 し、運用 実験 を実施 した。 この事業

は平成11年 度 も実施 し、総合評価 を行 な う。

詳細 は、第II部 を参照 され たい。
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2.2請 求 支払ED1

取 引 きの最終段 階で行なわれ る請求及び支払業務処理のEDI化 に関す る検討で、請 求支

払EDI基 本概念 の構築 と、運用実験 によ り実用性 を検証 す るプロジェ ク トで、平 成7年 度

か ら実施 されてい る。

今年 度(10年 度)は 、平成8年 度 か ら9年 度 にかけて実施 され た運用 実験結果 につ いて

総合評価 を行な う とともに、残 された課題 につ いてその解 決策 を検討 した。 その結果 、 こ

の プロジ ェク トが開発 した請 求支払EDI基 本 コンセ プ トは実用 的で あ り、 それ に基づ く請

求支 払EDIは 業務上の効果が あ ることが明確 にな った。

詳細 は、第III部を参 照 され たい。

2.3中 小 企業 向 けEDIシ ステ ムの 開発

平成5年 度か ら継続 して い るプロジェク トで、中小企業 で も導 入可能 な安価 なEDIシ ス テ

ムの開発手法 を確 立す るのが、 目的で ある。

この プロジェク トの最大 の課題 は、EDI対 応 の業務 処理 システム(中 小企業 内部 の情報

化 に使 用 す るシステム)を 、 いか に安価 に開発 す るか で、平成5年 度か ら7年 度 にか けて

は、パ ッケージ化 アプ ローチを行 って きた。 しか し、 このア プローチで は、画期的 な成 果

は望 めない こ とが はっ き りして きたため、平成8年 度か ら部品化 アプローチに切 り換 えて、

開発 を続行 して きた。

今年度(平 成10年 度)は 、平成9年 度 までの成果を踏 まえ、最終 的な運用 実験 を実施 し

た。 その結果、 中小企業へEDIを 導入す るこ とは可能で あ り、業務上 の効果 もあ る ことが

明確 になった。 また、平成5年 度 か らの事業全体の総括 を行 い、本 事業 を完 了 した。

詳 細 は、第IV部 を参照 された い。

2.4シ ンタ ックス ルー ルのJIS化

長年 の懸案 であったEDI用 のシ ンタックスルールのJIS化 が、よ うや く行 なわれ るこ とに

なった。具体 的には、平成11年4月20日 の官報で告示 され る。

詳細 は、第V部 を参照 され たい。
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2.5Cllベ ー スXML/EDl

最 近 、 脚 光 を浴 びて い るXML/EDIに っ い て 、CII標 準 と互 換1生の とれ る方 法 を ま とめた 。

詳 細 は、 ホ ー ム ペ ー ジ 『http://www.jtpdec.onjp/cii/cii _xm1.html』 を参 照 され た い。

2.6標 準 企業 コー ド登録 管理

平成元年以来登録管 理 を実施 している 『標 準企業 コー ド』 の登録企業数 は、平成11年3

月末で、約4800社 になった。今後 も引 き続 き、登録管理 を実施 し、10000社 登録 を 目標 に

す る。

尚、流通業界 の ロケーシ ョンコー ド導入 に伴 い、流通業界 の コー ドとの共通運用 にっい

て、新 しいルールを定 めた。詳細 は附属資料 を参 照 されたい。

2.7そ の他 の事 業

平成10年 度 には、以下 の業界 にっ いて、重 点的 にEDI標 準化支援 を行 なった。

・小型 コンピュー タ業界(EDI標 準化)

・ホームセ ンター業 界(EDI標 準化)
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両業界 とも平成11年 度 に、業界標準 を確 立 し本格的 な トライアルを実施 す る予定で ある。

加 えてホー ムセ ンター業界で は、平成12年 度以後、中小企業対策 を積極 的に実施 す る予定

で ある。
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第3章 実 施 体 制

平成10年 度 には、各種事業 を行 な うために、以下 の委員会 を設置運営 した。

(1)デ ータタグ委員会(常 設)

CII標 準 を業界標準 として導 入 してい る業界代 表で構成 され、CII標 準の ビジネス プロ トコ

ル識別子の管理 、データ項 目番号 の管理及 び標準企業 コー ド登録管理 に対す る評価 を行 な う。

(2)ISO/TC154国 内委員会(常 設)

学識者 、業界 有識者及 び情報処理専 門家 で構成 され、TC154審 議案件 に関す る日本 の意見

の諮問 を行 な う。

(3)EDIネ ッ トワーク研究 委員会(常 設)

学識者、業界 有識者及 び情報 処理専門家で構成 され、EDIネ ッ トワークに関す る検討 を行

な う。

(4)EDIフ ォーマ ッ ト標 準化研 究委員会(常 設)

学識者、業界有識者及 び情 報処理専 門家で構成 され、EDI用 シンタ ックスルールに関す る

検討 を行 な う。

(5)EDI海 外接続研究委員会

業界有識者及び情報処理専 門家 で構成 され、国際EDIに 関す る検討 を行 な う。

(6)請求支払EDI委 員会

業界有識者及び情報処理専 門家 で構成 され、取引決済 に関わ るEDIの 検討 を行 な う。

(7)BSR研 究委員会

学識者、業界有識者及 び情報 処理専門家で構 成 され、デー タエ レメン トの国際標準化 につ

いて検討 を行 な う。

(8)中 小企業EDI研 究委員会

中小企業へ のEDI導 入 について検 討 を行 う。

(9)小 型 コンピュータ業界EDI取 引委員会

小型 コンピュータ業界 のEDI標 準化 について検討 を行 う。
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第4章 今 後 の 課 題

現在 のEDIは 、 い くつか の課題 を抱 えている。 これ らの課題の解決が必要 であ るが、短期 的

に解決で きる課題 と長期 的な解決が必要 な課題が ある。 これ らの課題 の解決 を図 る ことが、21

世紀 のEDIの 具体像 を得 る近道 であ る。 以下 に、主 な課題 を示す。産業情報化 推進 セ ンターで

は、来年度(平 成10年 度)か ら、 これ らの課題解決 に向けた作業 を、開始 す る予定 で ある。

(1)業 務 的課題

これ までEDIは 、 よ り柔軟 な標準 を開発 す ることによって、広範 を業務 を カバ ーす る方向

へ発展 して きた。

その結 果、例 えば、標 準 メ ッセージの種類 が膨大 にな り、 それで も足 りな い標準 メ ッセ ー

ジを継続 開発 しなければ な らない状 態 になってい る。当然、既 に作成 された標準 メ ッセー ジ

の メ ンテナ ンス も大 変で あ り、 ユーザ ー も膨大 な標準 メ ッセー ジの 中か ら最適 な標準 メ ッ

セージを探 し出すの に、苦労 してい る。

標 準メ ッセ ージの種類だ けが膨大 なのではない。一つの標 準メ ッセージ 自体が膨大で あ り、

ユーザー側 で の標 準 メ ッセー ジの解 釈が、困難 になって きてい る。

これ らの事実 は、全てEDIシ ステムの コス トア ップ要 因にな る。標準化 は、本来 システ ム

構築 コス トや運用 コス トを安価 にす るた めにあ るのに、標準 を導 入 したがた めに、 む しろ高

価 にな る とい う問題が発生 して いる。

なぜ この よ うな矛盾が発生す るのか と言 えば、以前の手作 業の業務 体系 をその まま継承 し

てEDI化 す るか らであ る。業務 の簡 素化 を実施 すれば防げ る面 も多 く存在す る。 とは言 うも

のの、 コンピュータに合 わせて業務 の変更 を実施 す ることは、人間的で ない とも言 われ る。

結局 、バ ラ ンスの問題で はないか と考 え られ る。従来の業務体 系の 中には、 明 らかに無駄

と言 える部分や書類 に よる処理 であ るがた めに必要 なプロセス も存在 し、人 間的 でかっEDI

との整 合性が高 い業務体系が、別途、存在す る筈 であ る。

従 来の業務体 系をその ままに してEDI化 す るのではな く、EDI化 時に業務 体系 の見直 しが

必要 であ る。 この見直 しは、社 内のみで実施 すれば良いので はな く、少 な くとも業界 レベル

で実施 す る必要が あ る。 なぜ な ら、EDIは 社 内で行 うものではな く、n:nの 企業 間で行 うも

のだか らで あ る。

後 述す るよ うに、標準 メ ッセ ージを不要 とす る新 しいEDI標 準化技術 を開発 して解決 す る

方法 もあ る。 しか し、技術的 な解決 を待つだ けで はな く、業務体系 の簡素化 を積極 的に進 め
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た うえに新 技術 を導入す るこ とで、画期 的な改善が可能だ と考 える。

(2)技 術的課題

1980年 代 には、固定長 のフ ォーマ ッ トの行 き詰 ま り打開策 として、可変長 フォーマ ッ トが

開発 され、実用化 した。可変長 フォーマ ッ トは、柔軟 なEDI標 準の構築 に大 き く貢献 し、業

務処理のカバー範 囲を画期 的に拡大 した。

しか し、現実の業務処 理 は想像 を越 えた複雑 さがあ り、 この ままでは、21世 紀 に行 き詰 ま

る ことが必死 と思 われ る。前述 した よ うに、業務 面での対策 が必要 であ るが、 それだ けでは、

すべてを解決す ることはで きない。

ANSIX12やUN/EDIFACTで 、 シ ンタックスルール と標準 メ ッセー ジを分 離 しこ とは、大

きな進歩で あった。 しか し、デー タセ グメ ン トを業界を越 えて統一 す る必要 があ るため、標

準メ ッセ ージは、全体標 準 を決めてか ら業界標 準をサ ブセ ッ トとして切 り出 さな ければな ら

ない とい う問題が残 った。

そこで、CII標 準 では、デー タセ グメ ン トを廃止 して個 々のデー タエ レメ ン トに タグを設 け

るこ とによ り、標 準メ ッセージを業界毎 に開発可能 に し、標準化 の速度 をア ップ した。

しか し、今や、業界 毎 に標 準メ ッセージを統一 しな ければな らない とい うこと自体 が、大

きな負荷 になってお り、 この点を改 善 しなけれ ばな らない。

現状で は、CII標 準で も、データエ レメン トは業界 を越 えた統一が必要で、標準 メ ッセージ

は業界 ご との統一 が必要 であ る。統一 すべ き ものをデータエ レメ ン トだ けに絞 ることが でき

れば、ユーザーの負荷 を大幅 に減 らす ことがで きる。

CII標 準 におけ る標準 メ ッセ ージは、実 際 に企 業間でEDIを 構築 す るときに、交換 を予定す

るメ ッセージ内容 を取 り決 め る際 に、ガ イ ドライン として の役割 を持 って いる。 もし、標準

メ ッセージを統一 しない とすれ ば、個々のデー タエ レメン トの意味解釈 が曖昧 になった り、

トランス レータの設計 に困難 を生 じるな どの問題が あ る。

この部分 に新 しい技術 を導入 して技術的 に改善 し、例 えば、標準 メ ッセー ジの 内容 を 自由

化 して しまえば、ユーザ ーの負荷 を大幅 に減 らす こ とがで きる。

21世 紀 のEDIに は、 この ような新 しい技術 に基づ く方式が、是非 とも必要で あ る。

尚、新 しい技術 に基 づ くEDIは 、技術面 で、現行 方式 の上位互換性 を維 持 しなけれ ば、普

及 に極 めて長 い期 間が必 要 にな るこ とも、留意 しなけれ ばな らない。
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海 外 接 続EDI第II部





第1章 背 景 と 目 的

1.1国 を越 え たEDIの ニー ズ

EDI(ElectronicDatalnterchange:電 子 デー タ交換)は 、長 い間、国 内取 引 に応用 され

て きた。例外 的に、 国際取 引への利用 もあ るが、全体 か ら見た場 合の割合 は ご く僅 かで あ

り無視 で きる程度 であ る。かな り以前か ら、経済 のグローバル化 に伴 いEDIの 国際取 引へ

の応用 が増加 す ると予想 されて いたが、実 際には、ほ とん ど増加 しなか った。 その理 由は

様 々であ るが、 もっ とも大 きな理 由は、投資 に対す る効果が少 ない(あ るい はない)と 結

論 す るこ とがで きる と考 えられ る。

一般 的に
、 国際取 引 は国内取 引 に比べて、取 引単位 が量的 に も金額 的に も大 き くなる。

輸送 の効率化 と通 関な どの輸 出入手続 きの効率化 のためで あ る。 わが 国のEDIが 、取 引単

位 の縮小化(多 頻度少 量発注)を 主な 目的 として発達 して きた事実 を考 えれ ば、制 約条件

が 多 く、極端 な多頻度 少量発 注が非現実 的であ る国際取引へのEDI導 入が進 まなか った と

い うのは、納得 で きる理 由であ る。現在、 インターネ ッ ト等 を利用 した個人輸入が 活発化

してい るが、 これ とて も、数 量 さえ ま とまれ ば、従来 の輸 入代理店 経 由に変更 した方が、

コス ト的にメ リッ トが あ る。 国際取 引では、小 口の取 引 はコス ト上のデ メ リッ トが あ る。

輸送、通関 の問題が解 決 しな ければ、国際取 引へのEDI導 入では、メ リッ トが 出 しに くい

ので あ る。

次 に、海 外拠点 の存 在 が あ る。 わが国 の大 手企 業 は、輸 出 は勿 論輸 入 で も、海 外拠 点

(海外支店 あるいは子会社)を 設 立 し、国際間の取 引を社 内取 引化 して い るケースが非常

に多 い。 この社 内取 引が電 子化 して いる例 もあ るが、EDIと は呼びが たい面が あ る。EDI

の定義が異 なる企業間 の電子 的なデー タ交換 とい う定義 に当て はま らない とい うこ とだ け

で はな く、EDIの 主要 な課題で あ るグローバル な標 準化 の必要性が、社 内デ ータ交換 で は

ほ とん どないか らで あ る(社 内 レベルの標準化 は必要か も しれない)。

以上の よ うに、通常ニ ーズの少 ない国際取引のEDI化 は、構築面 で は、国 内取 引用 よ り

は るか に コス トが高 くな る。特 に、通信 回線 は特徴 的であ る。EDIの 内容 につ いて も、言

葉 や習慣の違い を考慮 す る必要が あ る。 システムの維持 も、相 手方が物理的 に遠方 にな る

ので、厄 介であ る。わが国国 内EDIと は、異な る対応が必要 とな ろう。 これ らの事実 が ど

の くらいの コス ト増 を もた らすか、現在の ところ正確 には分 か らないが(具 体的 に調査 さ

れた こ とが ない)、 少 な くない こ とが予想 され る。 そ こで、余 程の メ リッ トが な ければ、
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国際取引へのEDI導 入 は、実行 され ないので ある。

1.2国 際取 引の拡が り

わが国 の国 内取引 のエ リアは狭 い。輸送 距離でみ る と、90%以 上が トラック輸送 で1日

以内にあ る。2時 間以 内 とい うの もか な りあ る。 これ以外 が、すべて国際取 引 と見 なされ

る。国際取 引を輸送 距離で みれ ば、船便で1日 か ら1週 間 の レンジが あ る。 これ は、大 き

な拡が りで あ り、 これ をま とめて 国際取 引 として、EDIの 適用 を考 える ことには、無理が

あ ると言わ ざるを得 ない。

国際取引の距離 を、単 に輸送距離 だ けで計 ることは妥 当で ない面 もあ るが 目安 にはな る。

例 えば、隣国 との取 引では、輸送 距離 は1日 以 内であ り、 国内取 引 と大差 ない。一方 、欧

米 との取 引で は、輸 送距離 は1週 間 前後 で あ り国内取 引 とは大 幅 に異 な る。輸送 距離 が1

日 と1週 間では、輸送 リス クが大 幅 に異 な るため、取 引手続 きもか な り異 なって くる。す

なわち、近隣諸国 と欧米 との取 引で は取引内容、すなわ ちEDIも 、かな り異 なって くるこ

とを意味す る。 そ して、輸送距 離の短 い取引の方 が コス ト的にメ リッ トがあ り、量的 にも

多 いこ とが予想 され る。

にもかかわ らずわが国で は、輸 送距離の長 い欧米 との取 引が多量 にある。 この こ とが、

国際取 引を単純 に輸送距 離で計れ ない理 由で あるが、当然、各企 業 とも輸送距 離の長 い欧

米 との取 引を効率的 に行 う工夫が行 われて いる。 その一つが海 外拠点の設立であ る。現地

工場 の設立 もある。いつれ に して も輸送距離の長 い短 いは、多かれ少 なかれ、取 引形態 に

影響 を及 ぼす。

国際的視野 でEDIが 活発 な範 囲 を見 る と、 ヨー ロッパ と北米 とい う二つの ま とまった地

域 を認識す ることが で きる。EDIだ けでな く経済的 に も集 団化 して いる地域 で あるが、 む

しろ経済 的集団化がEDIの 集 団化 に結びつ いてい る と見 るべ きで あろ う。 とち らに して も、

輸送距離が大 きな ファクター にな って いる ことは、間違 いない。 この2大 集 団が、標準化

の2大 集 団で あるこ とも、大 きな何か を感 じさせ る。 さ らに、 この集 団内のEDIに 比 べれ

ば、集団間のEDIが 圧倒的 に少 ない ことも、 また、大 きな何か を感 じさせ る。

結論 として、輸送距離 はEDIに 大 きな影響 を及 ぼす と考 えて よい。取 引の中には、事務

手続 きの実施場所 と輸送先が大 幅 に異な るケース(発 注者 の場所 と配送先 が大 幅 に異 なる

ケース)も あ るが、 それ を例外扱 い に して、受発注者 間の距離 と輸 送距離がほぼ同 じ とす
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れ ば、輸送距離 は受発注者間 の距離 に置 き換 えられ る。受発注者 間の距 離が長 い とい うこ

とは、EDIを 構築 す る ときの コス トに直接悪影響 を及 ぼす。通信 回線 の コス トも高 くな る

が、 それ 以上 に、EDI構 築 に必要 な当事者間 の打合せ一 つ とって も、経費 が嵩む。打合せ

に行 くための出張 に も時 間がかか る。 そ こで、EDIの 構築 は近隣か ら順次行 うとい うの は、

か な り自然な成 り行 きの筈で、 ヨーロ ッパ と北米 とい う2大 集 団が形 成 され るの は、当然

の ことであ ろう。距離 だけが集団形成 のパ ラメー タ とい うことで はないが、大 きな要素 で

あ る。

物理 的距離 とい うのは、 国際取 引の拡が りを表す大 きな ファクターであ る。

1.3国 を越 え たEDI実 現 の壁

わが国で国 を越 えたEDIと 言 えば、物理 的距離が長 い ことを意味 す る。距 離が長 い こと

は、 それだ けでEDI構 築 の大 きな障害 になる。わが国で は、 国を越 えたEDI実 現 の最大 の

壁 は、物理 的距離だ とい うこ とにな る。 しか し、物理的距離が長 ければ長 いほ ど、EDIの

メ リッ トはむ しろ大 き くなる とい う分析 もあ る。 したが って、物理的距離が長 い こ とは、

国 を越 えたEDI実 現 の主要 な壁 で はない。例 えば、輸送距 離1日 以内の国 を越 えたEDIも

あ る。 そこで、物理 的距 離が短い場合 に、何 が障害 にな るか を分析す る必要が あ る。

その障害 とは、 国の違 い と文化 伝統 の違 い と考 え られ る。国が違 う場合 には、通常 、通

関が あ る。通 関は、ときには、EDIの メ リッ トをすべて消 して しま う程 の影響 があ る。 ヨー

ロ ッパ で は、1992年 にEU加 盟 国間の通 関を廃止 して しまった。 その結果、EU加 盟 国間の

EDIが 効果的 なツール にな った ことは間違 いない と思われ る。

文化伝統 の違 いは、言葉 の違 い(文 字 の違 いな ど)や 事務 手続 きの違 いになって現 れ る。

決済 システムの違 いに現れ るこ ともあ り、 この時 には事務 手続 きにか な りの影響が 出 る。

現状 のEDI技 術 は、 この違 いを乗 り越 え るこ とが出来 ない。 したが って、A国 とB国 間で

EDIを 行 う場 合には、A国 がB国 に合わせ るかB国 がA国 に合 わせ るかあ るい は第3の 方法

を用 い るか の選択 しか な く、 とにか く当事者間で共通 の方法 を適用 しな けれ ばな らない。

もっ とも、 この ことは、EDIの 問題で はな く現実の取 引の問題 で あ る。現実 の取 引で は、

当事者 間で共通の方法 を決 めて、実行 されて いる。

国 を越 えたEDI実 現 の壁 とは、文化伝統 の違 いであ り、 それ に物理 的距離が加 わ る。文

化伝統 の違 いは、EDI構 築時 に調整 しなけれ ばな らない。物理 的距離が長 い と(遠 い こ と)、
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その調整 に時間が掛 か る とい う悪影響 を及 ぼす。

以前 は、物理 的距離 がEDI技 術 に重大 な影響 を与 えていた。物理的距離が長 い場合 には、

特 に通信 回線上 の問題 が多 く、 これの克服 のために多額の コス トが必要で あった。但 し、

近年 この問題 はほぼ解消 した と言 え る。 また、国境 を越 えたEDI(デ ー タ通信 とい う意味

で)が 法制度上 の許認可事項 になっていた時期 もあったが、現在 では、 これ につ いて もほ

ぼ解消 してい る。

1.4海 外接 続EDIと 国際EDl

オランダの会社 とベルギーの会 社がEDIを 実施 すれ ば、間違 いな く国際EDIで あ る。 し

か し、実質 は国 内EDIに 等 しい。1992年 以後 は、EU加 盟 国間の通関が な くな り、 さ らに

1999年 の通貨統合 によって一物一価 が進むた め、オ ランダ とベルギー間のEDIは 限 りな く

国内EDIに 近づ く。 しか し、 それ で もオ ランダ とベルギー間のEDIは 、国際EDIと 呼ぶ こ

とになるだ ろ う。なぜ な ら、定義が そのよ うになっていて、 オ ランダ とベルギー間 のEDI

は、イ ンターナシ ョナルEDIに な るか らであ る。つ ま り、ナシ ョナルの定義 の問題 で ある。ど

んなにEU統 合が進 んで も、オ ラ ンダやベ ルギー は、ナシ ョナル(国 家)と して存在 す る

か らであ る。

わが国で は、海外す なわち国外で あ る。東京 と沖縄 間の国内EDIも あ るが、一般的 には、海

の向こ うは海 外であ り国外であ る。従 って、海 外接続EDIと 国際EDIは 同義語 であ る。 し

か し、EU諸 国 を考慮 す る と、海外接続EDIと 国際EDIは 別 物 と考 えなけれ ば な らな い。

EU諸 国の国際EDIと は、国家主権 の異 な る国間のEDIで あ り、わが国の言 う文化 伝統 の異

な る外国 とのEDIを 必ず しも意味 しないか らで あ る。

EU諸 国内で も、 オラ ンダ とベ ルギーの文化や伝統 が同一 とい うわけで はない。 しか し、

わが国 と外国 との違 い に比べれば、相対的に小 さい と言わねば な らない。 少 な くとも、経

済面 にお けるオ ランダ とベル ギーの違 いは、わが国 と外国 との違 いよ り遙 に少 ない。 これ

を類似性 とい う言葉で表す ことにす る。

同 じ国際EDIで も、経済面 での文化伝統 の類似性 が高 い場合 と低 い場合が あ る。EU域 内

の国際EDIは 類似性 が高い場 合 に相 当す る。類似性が高 い方がEDI構 築 その もの も簡単 な

上 に効果 も大 きい ことが予想 で き る。 さ らに、市場統合 と通貨統合 で、実質 的 に国 内EDI

な った と言 えよ う。
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わが国 の近隣 に、 この ような類似性 の高 い外国があれ ば、 ヨー ロッパ流 の国際EDIが 発

達 した筈で あ る。 この ことは、北米 につ いて も言 えることであ る。

残念 なが ら、 わが 国には この ような国際EDIは ない。 わが国で国際EDIを 構築 すれば、

ほ とん どの場合、類似性 の低 い国 との国際EDIに なる。 わが国の海外接続EDIは 、類 似性

の低 い国際EDIで あ る。 そ こで、本報告書 では、類似性 の低 い国際EDIを 海 外接続EDIと

呼ぶ こ とにす る。

一般 的 には
、類似性 の高 い国際EDIの 方が海外接続EDI(類 似性 の低 い国際EDI)よ り

構築 が簡 単だ と考 え られ る。 さ らに、わが国 と類似性 の高 い外国が非常 に少な い と言われ

てい るこ とを合 わせ る と、わが国 の海外接続EDIの 構築 は非常 に難 しい こ とになる。類似

性 が低 い中で、少 しで も類似性 の高 いEDIを 探 す とすれ ば、海外支 店 とのEDI(社 内EDI)

とか現地 子会社 とのEDIに な る。 実際に、 その ようなEDIが 構築 されて い る。

1.5当 プ ロジ ェク トの 目的 及 び体 制

以上述べて きた よ うに、わが国で海外接続EDIを 構築 しよ うとすれ ば、少 しで も類似性

の高 い相手(パ ー トナー)を 探 す必要があ る とい うことになる。 そ こで、類似性 が高 い と

い うの は具体的 には どうい うことか、 さ らに、物理的距 離 の克服法 な どを明確 化す る こと

が、海外接続EDIを 確 立す る近道 だ と考 え る。

(財)日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター

鋼材倶楽部内検殼委員会 EDIセ ンター委員会

図1-1海 外接続EDI検 討体制
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本 プロジェ ク トで は、実際 に海外接続EDIを 構 築 し運用 実験 す る ことによって、 この問

題 に対す る解 を見つ け、将来 の国を越 えたEDIの 普及 に資す る ことを 目的 とす る。

この プ ロジ ェク トを実施 す るた めに、業界有識 者及 び情 報処 理 メーカーで構成 され る

EDI海 外接続研究委員会 を新 たに設置 し、プ ロジェク ト全体 の と りまとめを行 った。

また、具体的 な作業 は、鉄鋼業界 の海外接続EDI運 用 実験 につ いて は㈹鋼材倶 楽部 に、

電子機器業界 の国際EDI調 査研 究 にっ いて は㈹ 日本電子機械 工業会へ、 それぞれ再 委託実

施 した。

一18一



第2章 鉄鋼業界でのEDI海 外接続アプローチ

本章で は、平成9年 度 か ら10年 度 にか けて実施 された鉄鋼業界で のEDI海 外接続運用 実験 に

つ いて述べ る。 この運用実験 は平成11年 度 も実施 が予定 されて いる。

2.1目 的

わが国のEDIを 今後 さらに発展 させ てい くためには、発注か ら決済 まで の一環 したEDI

を構築す る ことや、業 際EDIの 問題 に対応 してい くこと、 中小企業 に普及拡 大 させ てい く

こと、海外 とのEDIの 枠組 みを整備 して い くこ とな どが、当面 の大 きな課題 となって い る。

こうした 中で、本事業 は、海外 とのEDIを 取 り上げ、 日本鉄鋼業界 と東南 アジアの需要

家 との間で、CII標 準 で ある 『鉄鋼EDI標 準』をベ ース に、EDIの 海外接 続実 験 を行 お う と

す るもので あ る。

世界 にお け るEDIの 現状 をみ ると、UN/EDIFACT、ANSLX12、CIIの3大 標 準が併存 して

い るが、異 なった地域 ・国間のEDIの あるべ き姿 につ いては様々 な議論 がな されて い る。

かか る状況 下、本事業 で はCII標 準 を採用す るこ ととしたが、 これ は鉄鋼業界 が 国内取 引

でCII標 準 を使用 してい る ことに加 え、近年 アジア地域 を中心 に、鉄鋼 中間加 工分野 な ど

で、 日本企業 の現地進 出お よび合弁企業の設立が増加 してお り、 これ ら企業 とのデ ー タ交

換 は、国境 を超 えて はい るものの、国 内取引の延長 とい う側面が あ るこ と、 アジア地域 に

お いて は標準 の確 固た るデ フ ァク ト ・ス タンダー ドがない こ と、 これ まで、 国際 間のEDI

に実績のな いCII標 準 の実効性 を検証 す ることは、将来 の選択肢拡大 に資 す る とみ られ るこ

と、 な どによる もので あ る。

以上 の こ とか ら、本事業 の主た る目的 は、接続実験 を成功 させ る こ とでCII標 準 に よる

海外 とのEDI接 続 が実 際 に可能で あ るこ とを示 し、その過程で浮か び上 が って きた課題 と

対応 策 を明 らか に して い くこ とにあ ると考 え られ る。
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22実 施概 要

前項 の 目的を達成す るため、下記事業 を実施す ることとした。

(1)海 外接続用 『鉄鋼EDI標 準』の 開発 ・整備

わが国鉄鋼業界(鉄 鋼 メーカー ・商社)と 海外需要家 との間 で鋼材輸 出 に関わ るEDI

を行 うこ とを想定 し、その際 に使用 す るCII準 拠 の海外接続用 『鉄鋼EDI標 準』を開発 ・

整備す る。具体 的な作業項 目は以下の通 り。

・海外接続用 『鉄鋼EDI標 準』 に関す る基本方針の策定

・海外接続用標準 メ ッセ ージの開発

・海外接続用 「鉄鋼標準バ ー コー ド」の開発

・メ ッセージ、解説 等の英文化

(2)接 続実験(ト ライアル)の 実施

海外接続用 に開発 された 『鉄 鋼EDI標 準』 に基づ き、 わが 国鉄鋼 メーカーお よび商社

とタイの需要家 との間で トライ アル を実施す る。実施 に当たっての主た る作業 ・検 討項

目は以下 の通 り。

① トライアルの要件整理

・対象 とな る商流/物 流お よび トライアル参加企業(受 発信 拠点)

・対象メ ッセージ と接続先で の活用方法

・デー タの作成 お よび接続先へ の伝送 スケジ ュール

・トライアルの実施 スケジ ュール

②EDIデ ータ送 受信 システムの構築

・全体システムの整理

・通信方法、通信経路、必要 とな る通信機器/ア プ リケー シ ョンソフ ト/シ ステ ム開発

の検討

・海外接続用CIIト ランス レー タの調達 お よびテス ト

・通信経路の確保 、システ ムの開発

・通信機器、 アプ リケー シ ョン ソフ トの調達 お よびテス ト

③CII標 準企業 コー ドの取得

・接続先 との折衝お よび接続先SEの 啓蒙

・EDI運 用ルールの検討

・メンテナ ンス体制 の確立
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2.3実 施体 制

本事業の実施 に当た って は、㈹ 鋼材倶 楽部 内 に 「EDI海 外接続専 門委員会」 を設 置 し、

システ ムの構 築や接続実験 の進 め方、分析 ・評価等 の事業全体 の取 りま とめ を行 う一方、

接続実験 の具体的作業 や接続先 との折衝等 につ いては関連企業 を中心 に別途 ワーキ ング ・

グル ープを設 け対応 す るこ ととした。

通商産業省

委 託

働 日本情報処理開発協会

産業情報化推進センター

rEDI海 外接続研究委員会」

再委託

㈹鋼材倶楽部

「執行EDIセ ンター」

「EDI海 外接続専門委員会」

「EDI海 外接続専門委員会WG」

接続実験

鉄鋼

メーカー

一 商 社 一
海外

需要家

図2-1EDI海 外接続調査研究の実施 体制
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2.4実 施 スケ ジュール

EDI海 外接続調査研 究事業 は、未 開拓な領域へ の挑戦 とい う こともあ り、平成9年 度、

平成10年 度の2ヶ 年事業 として実施 す ることになった。

初年度 にあた る平成9年 度 は、海 外接続 の基本枠組 の整理 とそれ に伴 う海外接続用 『鉄

鋼EDI標 準』 の開発 ・整備 を事業 の中心 とし、 さらに トライアルの実施 に向 けた各種 の事

前準備作業が行 われた。

平成10年 度 は、平成9年 度 の準備 を受 けて、夏場か ら秋 にか けて トライ アルの本番 を実

施 した。

表2-1EDI海 外接続調査研究事業 の実施 ス ケジュール

平成9年 度 平成10年 度

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

海外接続基本枠組みの整理

海外接続用 『鉄鋼EDI標 準』整備

トライアル実施要領の整理

トライアル実施準備

平成9年 度報告書作成

トライアル実施

平成10年 度報告書作成

<

` ,

` ,

,

`

lI

9

4 ,
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2.5海 外 接 続用標 準 メ ッセー ジの 開発 ・調整

2.5.1海 外接続用標準 メ ッセー ジの基本的考え方に関す る検討

(1)標 準 にお ける輸 出用 メ ッセ ージの位置づ け

『鉄鋼EDI標 準』 は元 来、国内取 引を念頭 に置 いて開発 ・策 定 された もので あ り、

従 って その中で規 定 されてい る項 目辞書 ・標準 メッセー ジ もあ くまで も 「国内企 業 と

国内企 業 とのデー タ交換 」が前提 となってい る。今 回、海外接続 を行 な うに当 り、国

内企 業 と海外企 業が デー タ交換 を行な うために標準の手直 しを行 うことと とな ったが 、

その際 にまず標 準 メ ッセー ジの位置づ けについて整 理す るこ とが必要 とな った。す な

わ ち、既設の国内用標準 メ ッセ ージに輸 出関連項 目を追加 し、 国内輸 出兼用 メ ッセ ー

ジ として運用 して い くか、 あるいは既設 の標準 メ ッセ ージか ら国内専用項 目を削除、

輸 出関連項 目を追加 して、輸出専用の標準 メ ッセ ージを新設 し、運用 して い くか とい

う問題 であ る。

本件 につ いて検討 を行 った結果、下記 の理 由によ り、国内用 メ ッセージ と輸 出用 メ ッ

セー ジ とは明確 に分離 し、情報 区分 を分 けて運用 してい くこ とが確認 された。

・標準 改訂時 の維持管理及 び改訂通知作業 の負荷 を考慮 し、輸 出関連項 目の利 用者 は、

で きるだけ限定 されてい ることが望 ま しい。

・輸 出関連項 目は国内需要家 に とって は不要であ り、 同一 メ ッセージに国内 ・輸 出の

各専用項 目を混在 させ る と、利用す る際 に紛 らわ しくな り、メ ッセー ジの維持管理

作業 も煩雑化 しかねない。

・海 外需要家 にデー タ提供 す る場合 は、国内企業 がデー タ通信 経路の振 り分 け機能 を

担 うケース も想 定 しうるこ とか ら、通信 ・ファイル制御 電文上で 「海外 向け」 が判

別 可能に してお くこ とが望 ましい。

(2)輸 出用項 目の考 え方

鉄鋼 業界 では、『鉄鋼EDI標 準』で は規定 していなかった ものの、これ まで に、㈹ 鋼

材倶 楽部 帳票 ・コー ド専門委員会 が制定 した 「標 準項 目 ・コー ドの手 引 き」 や 「送

状兼請 求デー タ標 準 フォーマ ッ ト」 「輸出商談支援 システム標準書」等 で、 あ る程度 、

輸 出関連項 目の標 準化が進 め られていた。今回、『鉄 鋼EDI標 準』に輸 出 関連項 目を新

設 す るに当た って は、 それ らの資産 をで きるだ け活用 す る方針が確認 され、必要 に応

じて、項 目定義 や桁数の調整 等 を行ってい くことになった。

また、既存標 準 に同様 の項 目はあるものの、輸出取 引で使 われ てい る独特 の言 い同
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しについて は、利用者の利便性や前出 「標 準項 目 ・コー ドの手引 き」等 との整 合性な

どを考慮 し、新た な項 目 として追加す る こととした(例 えば、当該商談 の需要家 を表

わす項 目 「Customer名 」 「Customerコ ー ド」 を、既存 の 「需要家 名」 「需要家 コー ド」

とは別 に新設 した)。

(3)標 準書 におけ る海外接続用 メ ッセ ージの取 り扱 い

今 回制定 した輸 出専用 メ ッセ ージは、完成度 な ど勘案 し、当面 は本 実験 関係者 のみ

に公 開す る暫定標準 として取 り扱 うこととし、次回の標 準書改訂時点で、諸般 の事 情

を勘 案 しっつ、 その位置づ けにつ いて改 めて検討 を行 な うこ ととな った。

2.5.2海 外接続用標準 メ ッセー ジの制定

前節 で示 され た基 本方針 に基 づ き、海 外接 続用 の標 準 メ ッセ ージ を開発 す る ことに

なったが、『鉄鋼EDI標 準』 では、物流 ・南流 関係 で24、 品質関係で12、 合計36の 標準

メ ッセー ジが規定 されてお り、 これ ら全 てを海 外接続用 に手直 しす ることは、ニーズの

面か らも、 また負荷 の面 か らも適 当 とは言 えない。

一方
、今回の実証 実験 を行 う予 定の接続先企 業か らは、 「出荷 内容 に関す る情報」 「船

積 みお よび現地へ の到着 予定 日に関す る情報」 「製 品(熱 延鋼板)の 検査成 績 に関す る

情報」 の伝送要望が出 されていた。

こうした こ とか ら、今 回は とりあえず接続先 か ら要望のでて いる3情 報 を開発 ・制定

す るこ ととレ、今後 具体的なニーズ の動向 を見極 めなが ら、対象 を拡大 して い くこ とに

なった。

(1)「 輸出用出荷現 品情報」 の制定

既存 の 『鉄鋼EDI標 準』で は、 出荷 内容 を伝達 す る標準 メ ッセ ージ として 「出荷現

品情報(情 報 区分4002)」 が規 定 されて い る。今回 は、 これ をベ ースに15の 輸 出関連

項 目を追加 、26の 国内専用項 目を削除 して 「輸 出用 出荷現品情報」 を制 定 し、情報 区

分 を4071と した。追加項 目、 削除項 目の 内訳 は、 「EDIに 関す る調査研 究開発報 告書

－II鉄 鋼業界 のEDI海 外接 続調査研究 平成10年3月 」 を参 照
。

(2)「 輸 出用熱延検査成績情報」 の制定

既存 の 『鉄鋼EDI標 準』 で は、鋼材 の検 査成 績書(ミ ルシー ト)の 内容 を伝達 す る

標準 メ ッセ ージが品種毎 に用 意 され、熱延鋼板 につ いて は 「熱延検査成 績情報(情 報

区分6001)」 が規定 されて い る。 「輸出用熱延検査成績情報」 は、 これ をベー スに9の
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輸 出関連項 目を追加 、9の 国内専用項 目を削除、3項 目を名称変更 して制定 し、情報 区

分 を6071と した。追加項 目、削除項 目、名称変更項 目の内訳 は、 「EDIに 関す る調査

研究 開発報告書 －II鉄 鋼業界 のEDI海 外接続調査研究 平成10年3月 」 を参照。

(3)「 船積通知情報」 の制定

接続先企業 か ら要 望のあ った 「船積 みお よび現地 への到着予定 日に関 す る情報 」 に

ついて は、既存 の 『鉄鋼EDI標 準』 にはないため、新 たに開発 し、情報 区分 を4072と

した。本 メ ッセー ジで は、発注番号 をキーに、 その内容(規 格 ・寸法 ・員数 ・質量等)

と、積載 した輸送 船が 日本の最 終港を出港 した 日お よび現地 に入港す る予定 日な ど伝

達 す る内容 にな って いる。

2.5.3海 外接続用標 準メ ッセージの英 文化

海外接続用 に開発 した標 準メ ッセージは、海外の取 引先 に提 示す る ものであ り、当然

の ことなが ら、 英文化 す る必 要があ る。

今 回、海 外接 続用 の3メ ッセー ジを英文化 す るに当た って は、 まず翻訳業 者 に原案作

成 を依頼 し、 これを も とに以下の観 点か ら修正 を行 って最終稿 とした。

・鉄鋼 メーカー、商社 が社 内で使用 してい る慣用表現 ・帳票 との整合性

・米国AIAGに おけ る使用表現 との整合性

・JIS検 査項 目の英文名称 との整合性

・CIIシ ンタ ックス ルール の英文刊行物 との整 合性

2.6実 証 実験 の枠組 み

2.6.1実 証実験の概要

1998年 末か ら本格 稼働 が予定 されてい るSUS社/タ イ に対 して、鉄鋼EDI標 準 に よる各

種情報 を提供 し、CIIシ ンタックスルールに基づ いた海外需要家 との企業間EDIの 成 立性

を検 証す る。検証 の内容 は、新設 した輸 出用標準メ ッセージの妥 当性 、海外接続 にお け

るCIIシ ンタックスル ールの適用 可否、海外需要家 との伝送形態及 び同運用 ル ール の妥当

性で ある。

(1)SUS社 の概要

冷 延鋼板 の製造販売 を目的 に、1995年 に タイ側6社 と日本側5社 、及 び韓 国浦項総
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合製鉄の出資で設立 された合弁会社。

会 社 名

工場所在地

サイ ト面積

出 資

事 業 内容

能 力

稼 動 予 定

従 業 員

TheSiamUnitedSteelCompany,Limited(略 称SUS)

1995年10月30日 設 立

タイ国 ラヨン県イースタ ン工業団地 内

(マ プタプ ッ ト港近 くの新規工業 団地)

約263ラ イ(=約420千m2・ 約13万 坪)

資本金60億 バ ーツ(約240億 円)

タイ側(60%)TheSiamCementPublicCompanyLimitedを 中心

に6社

日本側(37%)新 日本製鉄株式会社

川崎製鉄株式会社

住友金属工業株式会社

三井物産株式会社

三菱商 事株式会社

韓 国側(3%)浦 項総合 製鉄株式会社

冷延鋼板(含 む亜鉛 メ ッキ用原板 ・ブ リキ用原板)の 製造 ・販 売

100万 トン/年

1998年 末

約700名

(2)日 本側HCメ ーカーか らSUS社 まで南流

母材 とな るホ ッ トコイル(HC)の 購 買政策 はSUS社 の専管事項 で あ り、現段 階で

は起用 され るHCメ ーカ ー、数量、具体 的 な南流 にっ いて決定 して いないが、一般的

な輸 出の商流か ら判断 して、SUS社 と日本 のHCメ ーカー との間 を商社 が仲介す ること

にな る と想定 され る。但 し、SUS社 か らの発注 を受 け、HCメ ーカーへ の発注 か ら船

の手 配、輸送 まで を一貫 して仲介 す るケース(図2-2商 社A、B)と 、 日本 国内での

HCメ ーカーへの発注のみ を分担す るケース(図2-2商 社C、D)に 大別 され る。

一26一



図2-2想 定 され る商流

(3)日 本側HCメ ー カーか らSUS社 までの物流

積載量 が約1万 ～2万 トン級 の輸出本船 を使用(図2-3参 照)。

一カーか ら輸 出本船 で

プタプ ッ ト港へ

ら トラ ックでSUS社 へ

図2-3SUS社 ま での物 流

2.6.2実 証実験 の参加企 業

前述 の通 り、実際 に起用 され るHCメ ーカーや商社 はまだ確定 して いないが、当該南

流 に何 らかの形 で参加 す ると思われ る日本側 出資者5社 で実証実験 を行 う。つ ま り、HC

メーカー として新 日本製鐵(以 下新 日鉄)、 川崎製鉄(以 下川 鉄)、 住友金属 工業(以 下

住金)の3社 、商社 と して三井物 産(以 下 三 井)、 三菱 商 事(以 下 三菱)の5社 が メ ン

バー とな る。 また、商流 におけ る商社 の関 わ り方 も前述 の通 り幾つか想定 され るが、当

実験 にお いては、三井、三菱が 当該南流 に一貫 して関わ る ことを前提 に、 その南流上可

能なデー タに限定 し伝送す る。

国内 に於 いては、商流 に関 わ らず メーカーか ら需要家へ直接伝送す ることがあ るが、

今 回HCメ ーカー各社 は、海外 との伝送 回線 を保有 していな いた め、商社 が保 有 す る現

一27一



地拠点 との専用 線 を活用 す る こととす る。っ ま り、HCメ ー カー は必要 な情報 を商社本

社 に伝送 し、商社が これ を中継 して現地拠 点 を経由 してSUS社 まで伝送 す る形態 を採用

す る。従 って、HCメ ーカー と商社間のEDIは 、国内で取 り交わ してい る既存 の運用 ルー

ルの範疇 で実施 され、商社 とSUS社 の間で、新 たにEDIに 関す る覚 え書 きが締結 され る。

海 外
(新 設)

国 内
(既 存)

〉∈ 〉<

'N

新 日鉄

、 ノ

現
地
拠
点

'「

三 井

本
社

r

SUS社

、

/、 '

'「

川 鉄

、 ∠

'＼'

」

現
地
拠
点

三 菱

本
社

「

」

VAN専用回線
'、

住 金

、 ∠

図2-4参 加企業 とデータ伝送概念図

2.6.3対 象メ ッセージ とSUS社 での活用方法

SUS社 へは、輸 出用 出荷 現品情報(Shipnotice/manifest)、 輸 出用 熱延検査成 績情報(In-

formationaboutinspectionrezult)、 船積通知情報(Shippedadvice)、 バ ー コー ド印字現品 ラ

ベル(Steelindustrybar-code)が 提供 され る。それぞれの活用 方法 は以下 の通 りで ある。

(1)輸 出用 出荷現品情報

HCメ ーカーか ら出荷 された母材の規格、サ イズ、質量、仕様 等の一品単位 の情報 。

SUS社 は、月間4000～5000コ イルを使用 す る と想 定 され、これ を現品の ラベ ルか ら読

み とり、彼 らの生産管理 システムにハ ン ド登録 す るので は、 その登録負荷 も膨大 な上、

誤登録 があった場合 は、誤生産や設備 トラブルを引 き起 こす可能性 もあ る。

(2)輸 出用熱延検査成績情報

HCメ ー カーか ら出荷 された母材 の化 学成分、機械試験値 等 の一 品単位 の情報。製

品の品質保証上母材 の化学成分値 は必須 で項 目で あ り、 これ をHCメ ーカ ー よ り提供
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され る ミルシー ト(紙)か らハ ン ド登録 す るのでは、 その登録負荷 も膨大 な上、誤登

録が あった場 合 は誤生産 や誤出荷 につなが り、需要家 か らの信頼 を大 き く逸 失す る こ

とになる。

(3)船 積通知情報

輸 出本船 が出港の都 度商社か ら発行 され る契約番 号単位 の情報 。船積最 終港の 出港

日、マ プタプッ ト港への入港予定 日、輸 出本船名、船積数 量 ・質 量等がデー タ化 され

て い る。HCメ ー カーか ら1週 間 に1～2船 のペースで出荷 され た母材 は、 マ プタプ ッ

ト港 で水切 りされ、 トラックでSUS社 の材料ヤー ドに搬 入 され る。 これ を効率的 に行

うには、 いつ ごろ どん なHCが どの船 で入港す るのか を事前 に把握 し、港 でのバ ース

の確保 、荷役 スケ ジュールの立案、陸送業者の手配 、材料 ヤー ドの荷繰 りを計画的 に

実施 す るこ とが必要 とな る。 また、(1)の輸 出用出荷現 品情報 とマ ッチ ング して、材料

ヤー ドでの搬 入チ ェックに も活用 す る。

(4)バ ー コー ド印字現 品 ラベル

SUS社 で は、HCの 搬入か ら冷 間圧延 までの現 品 トラ ッキ ングにバ ー コー ドを活用 す

る。HCメ ーカーか ら現 品 ラベルに印字 されたバ ー コー ドは、HC入 荷時 にス キ ャンさ

れ、事前 に伝送 され ていた(1)の輸 出用 出荷現 品情報、(2)の輸 出用熱延検 査成 績情報 と

のマ ッチ ングに活用 され る。 また、それ以 降 もHCが 移動 の都度 このバ ー コー ドをス

キ ャンし、現品 を トラッキングす る。

2.6.4各 情報の作成 とSUS社 までの伝送 スケ ジュール

(1)HCメ ーカーが作成す る情報

①輸 出用 出荷 現品情報 、②輸 出用 熱延検査成績情報 、③ バー コー ド印字現品 ラベ ル

の3種 類 である。 この うち① と② は、HCの 出荷 に応 じて商社 に伝送 され、その 当 日か

ら数 えて2営 業 日を 目処 に商社経 由でSUS社 に伝送 され る。両情報 とも国内で は運用

済 みだが、SUS社 に提供 す るため輸 出専用項 目の追加や名称 の英字化 が必要 となる。

③ は製造工程 の最終 ライ ンで現 品に添付 され る。バ ー コー ドの仕様 や記載項 目は国 内

と同様 だが、輸 出用 に記載項 目タイ トル名 を英字化 す る必要 があ る。

(2)商 社 が作成 す る情報

船積通知情報 は、 メーカーか ら伝送 されて きた輸 出用 出荷現 品情報 を元 に、商社 内

の受渡 システム等か らデ ータ提供 を受 け、不足項 目を追加 して編集 す る。 当該本船 が
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日本の最終港を出港後3営 業 日に伝送する。

SUS社 商社 HCメ ー カ ー

1縫 成繊1
1

1出荷現品情報1

1船積剛 幸艮」
1

図2-5情 報 発 信 ル ー ト

(3)各 情報の伝送 項 目

今 回、海外接続用 として情報 区分 を個 別 に付与 し、国 内 とは別 の標準 メ ッセージを

新設 したが、今 実証実験 で は、伝送費用削減 を 目的に同標 準内でSUS社 が必要 な項 目

に限定 して伝送す るこ ととす る。特 に、輸 出用熱延検査成 績情報 は化学成分値 に限定

され るため、項 目数 は約1割 に減 少す る。各情報 の具体 的伝送項 目は 「EDIに 関す る

調研 究開発報告書 －II鉄 鋼業界 のEDI海 外接続調査研 究 平成10年3月 」 を参照。

(4)運 用 ルール

輸 出用 出荷現品情報:新 規デー タのみ運用。

輸 出用熱延検査成績情報:原 則新規及 び取消 しデー タを運用。伝送 した情報 に訂

正 が生 じた場合 は、+新 規 デー タを伝送。

船積 通知情報:新 規 デー タのみ運用 。伝送 した情報 に訂正 が生 じた場

合 は、取 消 しデー タは送 らず再度新規 で伝送。

(5)伝 送 スケジュール

HCメ ーカー 一商社 間 につ いては、既存 の運用 ルール に則 りデータ編集 都度VANの

商社メールボ ックスに投函 、商社 は定期 的 に これ を回収 す る。商社 －SUS社 間 は、毎

日1回 、現地 時間 の3時 ～5時(日 本時間5時 ～7時)に 伝送 す る。デー タが な い 日は

0件 デー タを伝送 し確認 を とる。万 が一不 具合が生 じた場合 は商社 か ら再 送す る。
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2.7実 証 実験 にお ける課題 と対 応

2.7.1通 信 環境整備

(1)日 本 一タイ間の ネ ッ トワー ク

当実験で は商社 国際専用線 を介 した専用 線接続形態 とした。

〔新日本製鐵〕 〔川崎製鉄〕 〔住友金属工業〕

(鉄鋼メーカーのシステム構成は従来と変わらないため省略)

〔三井物産〕- 〔三 菱商 事 〕

EDIサ ーバ ー 〔東 芝製UX・5000〕 メイ ン フ レー ム 〔IBM9121・570〕
r、

SC社 製CIIト ランル ータ

〔Gentran:BasicfbrMVS〕
＼ ノ

r、

SC社 製CIIト ランル ータ

〔Gentran:BasicfbrUX〕
＼ ノ

EDIサ ーバ ー 〔ME社 製SK460〕

〔三井物産製通信管理ソフド
〔三井物醐 通信管理ソフト 、

国際専用回線 国際専用回線▼ 1
〔三井物産バンコク支店〕 〔三菱商事バンコク支店〕

タイ国内専用回線タイ国内専用回線

〔SUS社 〕 ▼ ▼

EDI受 信 用 サー バー 〔DOS!V機 〕
ρ-

英 語版WindowsNT用

'、

富 士 通 エ フ ・アイ ・ピー製

Window8NT版 海外 接 続CIIト ランル ータ
＼ ノ

r、

三井物産製通信管理ソフト
'

▼

SUS管 理 サー バ ー 〔IBM製RS6000〕

(注)① 一 ー レ はEDIデ ー タの 流れ

② 口 はバー・ウェア ロ はソフ・ウェア(色 づきは編 色な・は既

存)

図2-6EDI海 外接続 システ ムの全体 システム構成
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(2)通 信 プロ トコルの選定経過

今 回実証実験参加各社が使用 す るH/WがUNIX機 やPCサ ーバ等一般的 に 「オー プン

環境 のハ ー ドウェア」 と呼 ばれ ている機 種 であった為、オ ープン環 境の通信 プロ トコ

ル としてデ ファク トスタ ンダー ドになって い る 「TCPAP」 を選択す るこ ととした。

(3)フ ァイル転送用 ソフ トの経過

今 回は、様々 な状況 を考慮 し、三井物産㈱ の 「簡易デ ータ転送 システム」 を使用 し

た。

(4)疑 似通信 テス ト環境 におけ る事前検証

今回の国際EDIの システム環境 は、実証実験各社 において初 めての通信、 システム

環境で あ り、商社東京本社－SUS社Rayong,Thailand間 の実 際の通信環境 が整備 され る

以前 に、各商社 内 に疑似通信 テス ト環境 を構築 し、事前 に今 回使用 す るハー ド及 び関

連 ソフ トを使用 して、各種通信環境設定及 び機能 、性能 テス トを実施 した。

この結果 につ いては、 「EDIに 関す る調 査研 究開発報 告書 －II鉄 鋼 業界 のEDI海 外

接続調査研究 平成10年3月 」を参照。

2.7.2「ClI標 準企業 コー ド」の取得

CII標 準に よるEDIを 実施す る企 業 は、 すべか ら く 「CII標準企業 コー ド」 を取得す る

必要 があ り、 それ は海外 に立地す る企業で あって も例外で はない。今 回は、㈱鋼材倶楽

部 鉄 鋼EDIセ ンター が手 続 きを代 行 して 申請 を行 い、CII標 準企 業 コー ドと して、

「154002」 を取得 した。

2.7.3接 続先企業 への研修

今回の接続先企業 であ るSUS社 が立地 す るタイで は、 これ まで に企業間EDIの 実施例

がほ とん どな く、いわんやCIIシ ンタ ックス ・ルールや可変長 フォーマ ッ ト等 には全 く

無縁 の環境 にあ る。 また、SUS社 は実証実験後 も、EDIシ ステムを実運用 してい く予定

であ る。

こうした ことか ら、SUS社 にEDIの 活用 方法 を示 し、システム を担 ってい くSEにEDI

の基本概念やCII標 準 を理解 して もらうこ とは極 めて重要 で あ り、かか る観点か ら、 「鉄

鋼EDIセ ンター」で は、SUS社 幹 部お よび来 日中のSEを 対象 に下記研修 を行 った。

研修 に当たって は、 内容 に応 じて各界 の有識者 に講義 を依頼 したが、言葉 の壁 に加 え、
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英 文資料 が必 ず しも十分 とは言 えず、今後CII標 準が国際化 を 目指 して い く上で は、一

つの課題 にな る と思われ る。

2Bま と め

2.8.1EDI海 外接続運用実験 の成果

この運用実験 で は、 タイの 日系需要家(リ ロール ・メーカー)を 接続 先 と し、2年 間

をか けてEDI海 外接続 システムの構築 、実証実験の実施 お よび評価 を行 って きた。 その

成果 を改 めて整 理 してみ る と、概 ね以下の こ とが言え るので はないか と思 われ る。

まず、第1の 成果 として挙 げ られ るのは、実証実験 の成功 に よ り、CII標 準 をEDI海 外

接続 に適用 す るこ とに、技術面 で致命 的 ・本質 的な障害 のない こ とが証明 された ことで

あ る。実 証実験 で は、平成9年 度 の初 めか ら各種の準備 を行 い、 日本 国内で の模擬実験

や現地 での予備実験 を経 た後 、平成10年7月 ～11月 に本実験 を行 った。準備段階 におい

ては、通信環境 の構築 な どに関 してい くつ かの問題が浮上 して きたが、最 終的 には解決

し、 また実証実験 に入 ってか らは、初期段 階で種々の トラブルが発生 した ものの、関係

者 の努力 もあ り終盤 には安定 したパ フォーマ ンスが得 られ るようになった。本実証実験

で構築 され たEDI海 外接続 システムの仕組 みは、実験終了後 も、実取 引の中で順調 に稼

動 して い る。

前述 した ように、世界 に はUN/EDFACTやANSI.X12な どの標準が あ り、国際EDIに お

ける標 準 の位置付 けにつ いては様 々な考 え方が ある。本問題 は、標 準 として の機能や地

域性、業種 な どの要素が複雑 に絡 み合 って いる上に、情報通信 技術 の 目ま ぐる しい変化

な どもあって、なかなか結論がで そうにないが、こうした中、今 回 の実験 にお いて、『鉄

鋼EDI標 準』を通 じてCII標 準 に基づ くEDI海 外接続 システムの有効性 が初 めて実証 され

た こ とは、CII標 準の利用者 に とって極 めて有意義であ った とともに、国際EDIの 観点か

らも選択 肢の拡大 とい う面で大 きな意味が あった もの と考 え られ る。

第2の 成果 として挙 げ られ るのは、事業 を通 じて、鉄鋼業界 において 「海外接続用 鉄

鋼EDI標 準 メ ッセージ」 「輸 出向け鉄鋼バ ー コー ド標準」な どが開発 され、海 外対応の環

境 が整備 された こ とで ある。今回の事業 の中で新 たに制定 された海外接続用 の標 準 メ ッ

セージ は、接 続先か ら具体 的 に要請の あった3メ ッセー ジに過 ぎなか ったが、度 重な る

検討 を経 て、 国内用 の メ ッセー ジ と海外接続用 メ ッセー ジは別 々 に制定 ・管理 す る方針
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が固 まった こ とや、輸 出関連項 目の標準化 が進 んだ こ とな どは大 きな収穫で あった。

鉄鋼 業界 で は、諸 外国 にお けるEDI化 の進展 な どを背景 に、海 外需要家 か らのEDIに

よデー タ提供要請 が ここにきて年 々増加 す る傾 向にあ る。 これ らに対す るデー タ提供方

針 について は、 コス トの問題 や地域性、顧客 としての重要度 な どの側面が あ るため、一

まとめ に論ず るご とはで きず、今後 あ る程度 の時間をか けて検討 してい くことにな ろう

が、 その際 にも、今 回の事業で行 われた項 目レベルでの標準化や英文化が大 いに役立つ

もの と期待 してい る。

第3の 成果 は、今 回の実証 実験 に参加 した 日本側企業 が、事前調査 や準備 作業 を行 っ

た経験 を通 じて、様 々 な知見 を集積 し、海 外の需要家 に対す る社 内のデータ提供体制 を

整備 した こ とであ る。例 えば、現地 での専用 回線事情 や その取得 手続、 回線 の品質 に関

す る現地業者 との交渉、現地でのル ーター設定、海外企 業 とのEDI運 用規約 の締結 な ど

は、実 際に経験 してみない となか なか把握 で きない面が あ り、とりわ け直接 の窓 口 となっ

た商社で は、貴重 な財産 になった として い る。 また、鉄鋼 メー カー において も、輸 出製

品のデータを提供 して い く仕組み を整備 す るた めに、本社 と製鉄所 の間で多大の調整作

業を要 したが、 その結果、今後 同様 の要請が あった場合 にも比較的簡単 に対応す る こと

が可能 となった。

第4の 成果 は、CII標 準をサポー トす るソフ トウェア ・ベ ンダーの中に、 これ まで は興

味の対象 外にあった海 外接続へ の関心 の高 ま りが見 られ た ことであ る。 その核心 ともい

うべ き海 外接続用CIIト ランス レー タにつ いて は、国内用 を改造 して海外用 に転用 してい

くことが比較 的簡 単で ある ことや海外仕 様 のハ ー ドウェアお よび基本OSと の相性 につ

いて も本 質的な問題 のない こ とが判 明 し、 また、実証実験期間 お よびその後 の実運用期

間 を通 じて全 く トラブルが発生せ ず、 ツール としての安定性が確認 された こ とも大 きな

収穫 で あった。 なお、今回 の実験 では、接続先 の社 内システムの フロン トに安価 なEDI

受信 用PCを お く方式 を採 用 したが、 この方式 は、接 続先 の社 内システムの構 成 な どを

あま り気 にす る必要 はな く、 また開発す る海外接続 トランス レー タの機種 も1種 類 です

む こと、 トランス レー タ価格 も抑 制で きる ことな どか ら、経済性 に優 れて いる と言 え、

今後 国 内も含 めて一般 化 して い くもの とみ られ る。

第5の 成果 は、接 続先のSUS社 において、EDI導 入の業務面 への効果が実証 された こ

とで あ る。SUS社 か らの レポー トで は、EDIの 導入効果 として、入力業務 の省力化、デー

タ精度 の向上 に伴 う加工 ミスの減少、バ ー コー ドとの連携 に よる作業効率 の改善 な どを、
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また 『鉄鋼EDI標 準』 の採用効果 として、 データ交換 業務 の統合化 と省力化等 を報 告 し

てきてお り、 こ うした こ とか ら国を超 えたEDIに っ いて も、基本 的には国 内 と同様 の効

果 を享受で きるこ とが確認 され た もの と思われ る。

第6の 成果 として挙 げ られ るのは、実証実験 を通 じて、今 後CII標 準 を海外接続 に適用

して い く際 に改善すべ き点や課題が明 らかになって きた ことであ るが、 その内容 につ い

ては、次項で触 れ る こととす る。

2.8.2今 後の課題

今回の実証実験 で は、前節で も述 べた とお り、CII標 準 をベース とす るEDI海 外接続 シ

ステ ムの有効性 を確 認す る とい う面で は、十分 に満足 で き る成果が収 め られ た。 しか し、

今 後CII標 準 によ る海 外接続 を普及拡大 してい くとい う観 点か らみ る と、いろいろな面 で

課題 が浮かび上 が って きた よ うに思われ る。以下で は、 その内容 と対処方針 につ いて述

べてみ ること とす る。

(1)通 信 コス トの圧縮

今 回、CII標 準 をベ ース とす るEDI海 外接続 システ ムを構築す るに当た り、通信 回線

については、 国際回線 ・タイ国内回線の それぞれについてイ ンターネ ッ ト、公衆 回線 、

専用 回線 とい う複数 の選択肢 があったが、検討 の結果 、国際回線 ・タイ国内回線 とも

専用 回線 を使用 す るこ ととなった。

選択肢の中か ら最 も重装備 であ る仕組みが採用 され るこ とになったの は、今 回の接

続先で あるSUS社 が わが国鉄鋼業 に とって極 めて重要 な顧客 であ り、工場 の稼働 率が

高 まって いった際 には、 あ る程度 の情報量 の交換が見込 まれ るこ と、イ ンターネ ッ ト

の使用 はセ キュ リテ ィの面 で不安が残った こ と(検 討 した当時に比べ、イ ンターネ ッ

トのセ キュ リティ対策 は この ところ充 実 して きて いる)、公衆 回線 はデータの送 到確 認

が難 しく、 また、 タイ国 内の通信事情 か ら判断 して安定性 を欠 くおそれが あった こ と、

今 回の実証実験 で 日本側 の伝送窓 口 となった商社2社 は、東京 ～バ ンコク問 に比較 的

容量 の大 きい専用 回線 を確保 してお り、その一部を借用 す ることが可能で あった こ と、

な どに よるもので あった。 しか し、専用回線網 の コス トとして1商 社 当た り40万 円以

上/月(国 際専用 線 レンタル費割 り掛 け費用、国際通信監 視委託 費用及 びタイ国 内専

用線 レンタル費等 の合計)を 要 してい るとの ことであ り、デー タ交換企 業が特別 な関

係 にない限 り、維持 してい くこ とが難 しい レベル とな って いる。
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今後 の普及拡大 を視野 にいれた場合 には、や は りイ ンターネ ッ ト、公衆 回線 の利用

を考慮 して行 かざ るを得 な いが、 その際にはセキ ュ リテ ィ対策や 回線 の不安定性 をカ

バーす る方策な どにっ いて十分 に検討 を行 い、デー タの漏 えいや データ授受上 の トラ

ブルの起 こる リス クを最小化 して い くこ とが不可 欠であ る。 また、そのためには、必

要 な ツールが導入 しやす い形 で安価 に提供 され るこ とも重要 な要件 にな るもの と思わ

れ る。

(2)通 信管理方法の充実化

国を超 えたEDI、 とりわ け日本 と東南アジア地域 とのEDIで は、VANな どが使 いづ

らいため、ポイ ン トtoポ イ ン トの伝送 を前提 にシステ ムを構 築す るケースが多 くな り、

それ ゆえ通信管理へ の対応が課題 として浮上 して くる。

今回の事業 において、商社 ～SUS社 間 はTCPAPとFTPの 組 み合 わせ に よ り伝 送 を

行 ったが、 この仕組 みでは、 デー タが確実 に接続先 に着 いた ことを確認す ることがで

きないため、検討 の結果 、参加商社が社内でFTPの 到達確認用 に開発 したソ フ トウェ

アをデータを授受す る3企 業 の通信 システムに組 み込 み、通信管理 を行 うことになっ

た。 この方法は実証実験 において有効 に機能 す るこ とが確認 されたが、企業 の プライ

ベー ト ・ソフ トウェアであ る ことか ら汎用性 の面 な どで問題 があ ったため、実験 終了

後 、1商 社 は、FTPコ マ ン ドを利用 した通信管理 方式 に切 り替 え、 その方式 も十分 に

機能 す ることが確認 されて い る。

しか し、CII標 準 の今後 の普及拡 大を考 え る と、よ り汎用性 の高 い通信 管理方法 を模

索 してい く必要が ある。

日本国内で は、近年イ ンターネ ッ ト用EDIの 通信 手順 として、いわ ゆ る全銀TCPAP

手順がCIIで 標 準化 され、数多 くの トランス レータが これ をサ ポー トす るようになって

きて いる。 これ を海外接続 に も適用 してい くこ とが現段階で の選択肢 の一 つ と言 える

が、残念 なが ら、今 の ところ全銀TCPAP手 順の海外接続への適用実績 はな く、また ト

ランス レー タ ・ベ ンダーのサポー ト体制 も整 っていない ようにみ られ る。

今後、全銀TCPAP手 順 を海外 に も適用 して い くためには、ベ ンダーの動 きに期待す

る とともに、CIIな どの場で標 準仕様の英文化 と海外への紹介 を行 ってい く必要が あろ

う。

(3)CII海 外接続用 トランス レータの充実

前節 で も述べた ように、今 回の実証 実験で使用 した海外接続用CIIト ランス レー タは

一36一



トラブル もな く、 その機能 を十分 に果 たす ことが確認 され たが、今後 の展 開 を考慮す

るとい くつかの面 で更 に充実 を図ってい くことが望 ま しい もの とみ られ る。

第1に 挙 げ られ るの は、汎用性 の問題 であ る。今 回使用 した トラ ンス レー タは、開

発期間 に制約 があ った こ ともあって、十分 な汎用性 を備 えてい る とは言 えない面 もあ

り、業種 を超 えて利用 してい くためには、今後更 な る汎用化 が必要 と思われ る。

第2に 、パ ッケージ化 あ るいはその部 品化 とい う面 か らの アプローチで あ る。今 回

の実証 実験 にお いて、接続先 に設置 された海 外接続用CIIト ランス レータ は、通信 機

能 な どを持 たない単機 能の製品 であったが、接続 す る双方 の企業 に多数 のSEが お り、

トランス レー タの周辺 に様々 なアプ リケーシ ョンを作成 してスケジ ュール管理 の仕組

みや社 内システム との連動 を とったた め、何 ら問題 は生 じなかった。 しか し、接続先

の企 業規模 な どに よっては、 トランス レー タ機能 だけではな く、業務 の中で使 って い

くた めの諸機能 を付加 し、パ ッケージ として提供 していか なけれ ば導入 は困難 とみ ら

れ、普及 を視野 においたベ ンダーでの対応が望 まれ るところで あ る。

第3に 挙 げ られ るのは、保守体制の問題で ある。今 回 の事業 の中で、 トランス レー

タの ツール として の安定性 は実 証 されたが、万一の ことを考 える と、供 給元か ら遠 く

離れ た海外ユーザ ーが充実 した保守体制 を望 むの は当然 と言 えよう。 その一方で、 ベ

ンダーが トランス レータに関す る専 門技術 を現地 関連 法人 に移植 してい くの も難 しい

ことが判 明 して きて お り、その上でユーザー を安 心 させ 得 る保守体制 を提示 してい く

ことが、当面 の課 題 になってい るもの と思われ る。

(4)CII標 準 に関す る普及啓蒙資料 の充実化

海 外企業 と実 際 にEDIを 行 なお う とす る際 の最 も基本 的 な問題 は、 コ ミュニケ ー

シ ョンを とる上 で必 ず出会 うことにな る言葉の壁 であ る。 その壁 を乗 り越 えて、接続

先 の企 業 にEDIの 基本 的な考 え方やCII標 準(シ ンタッ クス ・ルール)の 内容 、 トラ

ンス レータの仕組 みな どを理解 して もらうに は、現状で は極 めて多 くのエネル ギーを

か ける ことが必要 となって いる。今回の事業 では、幸 いな ことに、接続先 に派遣 され

てい る 日本人技術者 が対応 して くれた こ とや、タイ人SEと の間で も英語 をベース にコ

ミュニ ケー シ ョンが とれた こ と、研修 に際 してCII事 務 局や有識者 の協力 が得 られた こ

と、資料の英文化費用 を委託 事業費の中か ら拠出す る ことが可能 だった こ とな どか ら、

あ る程度 の知識 を接続先 に伝達 す るこ とが できた もの と思われ る。 しか し、一般 的な

ケースで それ を望 む こ とはほ とん ど不可能 に近 く、CII標 準 を採用 す る計画 が持 ち上
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が った として も:入 り口の ところで頓挫 を余儀 な くされて しまいそ うで あ る。

今後、CII標 準の アジア地域 への普及 を真剣 に検討 してい くのであれば、とりあえず 、

海外 のユーザーを意識 したCII標 準の導入 に関す る啓蒙書 を作成 し、少 な くとも英語版 、

中国語版で刊行 してい くことが必要 と思 われ る。

2.8.3そ の 他

今 回の事業 に当た っては、鉄 鋼EDIセ ンター とSUS社 並 びに関係企業 の担 当部 門が多

くの時 間 と費用 をか けて対応 して きた。 このた めにセ ンターで開かれた会議 や各企 業内

で行 われた打合 わせ は数百回 に及 び、関係者間 で交 わされたEメ ール も数 え切 れな い量

に上った。 しか し、前述 した ように、事業 を通 じて、わが国の産 業 として は、初 めてCII

標 準を用 いた本格的 なEDI海 外接 続 に挑戦 し、 その過程 において多 くの経験 を積 んだ こ

とは、鉄鋼業界 に とって極 めて大 きな成果で あ り、投入 したエネル ギー に見合 う果実 は

十分 に収穫 で きた もの と考 えて い る。

EDI海 外接続の今後の展 開 につ いてみ る と、わが国鉄鋼業 に対 す る海外需要家か らの

データ提供要請 が年 々高 まって くる中で、業界 として国際EDIの あ り方 を真剣 に検討 す

べき時期 にきてい ることは確か な ように思 われ る。 そのためには、 欧米鉄鋼 業の顧 客へ

のデータ提供状況の調査 やEDIの 持 つ非価格競争 力の再評価 な どを行 い、地域別 や製品

別、ユ ーザ ー別 に対応方針 を整理 してい く必要 が ある と思 われ るが、現 時点 にお いて、

少な くとも一定の領域 において は、CII標準 をベー ス とす るEDI海 外接続 シス テムが有力

な手段 にな り得 るもの と認識 して いる。鉄 鋼業界 としては、 次年度 に引 き続 きタイの コ

イルセ ンターを対象 とす る実証実 験 を計画 して いるが、 その実施 に当た って は、今 回の

実験 で浮上 して きた課題 に取 り組み、可能 な もの につ いて は改善策 を提示 してい く予定

であ る。
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第1章 背 景 及 び 目 的

1.1背 景

昭和50年 代 か ら盛 んにな ったEDIの 導入 は、最初 に大型 小売店 を中心 とす る流通業界 で

行 われ、次 いで、電子機 器な どの大手組 立メーカーを中心 とす る製造 業界で行 われ た。 こ

れ らは、大 型小 売店 の流 通在 庫や大手組 立メーカーの資材在庫 の圧縮 に大 きな効果 を もた

ら し、 コス トの削減 に大 い に貢献 した。

しか し、EDIの 普及が進 む につれ、問題 点 も発生 して きた。大手企業 が それ ぞれ個別 の

フォーマ ッ トによるEDIの 導 入 を始 めたため、多 くの納入業者 は取 引先 毎 に異 な る対応 シ

ステ ムの導入 を余儀 な くされ、同機能で はあ るが仕様 の異 な るシステ ムを1社 で多数抱 え

るこ とにな り、システム ・コス トが増大 して経費 を圧迫 す る状況 にな って いった。

この問題 を解決す るために、標 準化 の機運 も同時に高 ま り、大型小売 店で は、JCA手 順

や チ ェーンス トア協 会標準 フォー マ ッ トを定 め、普及 を進 めた。 これ らは、 その後 改良 が

加 え られ、J手 順、流通業界標準 フォーマ ッ トとな り、EDI標 準化の お手本 とされた。一方、

製造業界で はなか なか標準 フォーマ ッ トを確立す ることがで きず、昭和63年 にな ってや っ

と電子機器業界でEIAJ標 準が確立 され(㈱ 日本電子機械工業会 と(財)日本情報処理 開発協会

産業情報 化推進セ ンター との共 同開発)、 平成元年以後普及 す るようにな った。

EIAJ標 準 は、それ まで の固定 フォーマ ッ トで は標準化が難 しい製造業界 の特性 を考慮 し、

わが国で始 めて可変型 の フォーマ ッ トを採 り入れ ることで、 よ うや く標準化 の 目処 をつ け

た。 この新 しい体系 は、 シンタ ックスルール とい う共通の技術的デー タ配列 と、標準 メ ッ

セー ジ とい うアプ リケーシ ョン上 の論理的 なデー タ配列(伝 票 に相当)を 分離 した こ とが

斬 新であ った。 こ うす ることで、業務 に則 したデータ配列 を、技術 的 なデー タ配列 とは切

り離 して(無 視 して)設 計す る ことが可能 とな り、効率 よ く標 準電子化 伝票 を設 計で きる

ようになった。個々 のデータ項 目のデータ長 を可変長 にす ることが可能 になったた め、デー

タ長 の最大値 を決めれば よ く、 それ までの ように、関係各社 が希望 す るデー タ長 の平均値

に近 いデー タ長 に固定 しな くて もよいので、標準で必要 な関係者 の妥協 を得 や す くな った。

この初期 のEIAJ標 準 は、EIAJシ ンタックスル ール、EIAJ標 準 メ ッセー ジの呼称 で呼 ばれ

た。

EIAJ標 準 は、新 しい技術 を必要 としたため、実 際の導入で難航 す る可能性 もあったが、

丁度ハー ドウェア ・ソフ トウ ェア発展 の時期 に重 なったため、 スムーズに導 入が進 み、難
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しい とされた製造業界 のEDI標 準化 を実行 で きた。

働 日本情報 処理開発協会 産業情報 化推進 セ ンター(以 下、 当セ ンター)で は、 この成

果を用 いて製造 業界 を中心 としたEDI標 準化計画 を作成 し、平成元年度か ら2年 度 にか けて

行なわれた通商産業省機械情報産 業局 の私的諮 問委員会 であ る 「電子計算機相互運用環境

整備委員会」 に提 出し、わが国のEDI標 準化計画 として答 申 され た。 同時 に、 これ の実現

性 を調査す るため、工業技術院 の協力 も得て 「電子デ ータ交換 に用 い る構 文規則(シ ンタッ

クスルール)工 業標 準新規原 案の調査」を実施 し、平成3年3月 にEDI標 準化 に関す る技術

的結論 を ま とめた。 その結 果、 すで に米 国 で普及 して い たANSI-X12、 丁 度 開発 され た

EDIFACT(ISO9735(昭 和63年 発行))そ してEIAJシ ンタックスル ール ともに、難点 があ

り、EIAJシ ンタックスルールを改良 した新 しいシ ンタ ックスルールが必要 との結論 に達 し

た。 この結果 を受 けて、 当セ ンターでは平成2年 か らEIAJシ ンタックスルールの改良 につ

いて検討 し、平成3年4月 に、CIIシ ンタックスルール(試 作仕様)を 発表 した。次 いで、

これに必要な ツールの整備 を平成3年 度 に行 い、平成4年7月 に、石油化学業界 で最初 の導

入が行 われた。

平成4年 度 には、このCIIシ ンタ ックスルールをベー ス とす るEDIの 普及 と標 準化 を図 る

ため、通商産業省で は新 た に 「業際EDIプ ロジェク ト(業 際EDIパ イ ロッ ト ・モデルの調

査研究開発)」 を創設 し、実行 を始 めた。

CIIシ ンタ ックスルール は、受 発注EDIだ けではな く、物流や その他 のEDIも 実現で きる

ベース として開発 された。 しか し、CIIシ ンタックスルール はEDIの 共通ベ ースで あ り、実

際 にEDIシ ステ ム として構 築す るた めには、使用局 面 に対応 じた標準 メ ッセ ージが必要で

ある。標準 メ ッセ ージは、EDIを 必要 とす る業界や業 際関係者 が、 それぞれの場面(業 界

あるいは業際単位)に 最適 な ものを開発す ることになって い る。業際EDIプ ロジ ェク トは、

その標準 メ ッセ ージの開発 を促す ために設 け られ たプロジェ ク トで あ る。

この プロジ ェク トで は、平成4年 度か ら平 成6年 度 にか けて、物流業 際EDI(現 、物流

EDI)に 必要 な標準 メ ッセー ジの開発 と実証 実験 を行 った。 この結果、実用 レベ ルの物流

業際EDIメ ッセ ージ(電 子機器業界 向け と鉄鋼業界 向け)の 開発 に成功 す る とともに、物

流業際EDIの 基本モデル と可能性 とを示 した。 これ らの成果 は実用 システムに取 り入れ ら

れ、わが国最 初の標 準物流 業際EDIが 構築 された。 この成功 によ り、従来 の受発注 のEDI

に物流(納 品)EDIを 加 えて、受発注 か ら納 品 までの一貫 したEDIを 構築 しよう とす る機

運が高 まって きた。
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物流業際EDIプ ロジェク トは、平成7年 度 に標 準化推進 と普及 を進 め る恒 久組織 の検 討が

行 われ、平成8年 に新規 に設 立 され た 「物 流EDI推 進 委員会(事 務局:㈹ 日本 ロジステ ィ

クスシステム協会及 び物流EDIセ ン ター)」 に引 き継がれた。現在 、物流EDI推 進 委員会 は、

プロジェ ク ト名 を物流 業際EDIか ら物流EDIへ 変更 し、わが 国唯一 の物 流EDI標 準化 組織

として、通 商産業省 と運輸省 も支援 も得て、さ らな る適用範 囲の増大 を 目標 に した標 準 メ ッ

セ ージの開発 と、普及促進活動 を実施 して いる。

1.2目 的

物流EDIの 成 功で、受発注か ら納 品までの一貫 したEDIの 構築 が可能 になった。 さらに、

決済 に係 わ る標 準EDIを 開発 すれ ば、 ビジネ ス に必要 な受発 注か ら決済 まで の一貫 した

EDIを 、 すべて標準仕様 で構築可 能 になる。 そ こで、平成6年 度 に物流業際EDIを 完 了 し

た業際EDIプ ロジ ェク トでは、平成7年 度 に、決済関連EDIの 分野 か ら請求 支払EDIを 取

り上 げ、基本 コンセ プ トの検討 と実証実験 の可能性 について、検討 を行 った。

ここでの課題 は、受発注系か ら発展 して きた業際EDIと 、金融業界 で発展 して きたEFT

(ElectronicFundsTransfar)等 とを連携 させ る ことにあった。 この連 携方法 を確 立すれ ば、

一般産 業界で は
、受発注か ら決済 までのシーム レスなEDIを 構 築で きる。将来 的には、完

全 なペーパー レス ・システムに発展す るこ とが可能であ る。

しか し、 この よ うな 目標だ けで は、請 求支払EDIの コンセ プ トの確 立 は ともか くとして、

その普及 はあ ま り期待で きない。 なぜ な ら、受発注か ら決済 まで のシーム レスなEDIは 、

情報処理 システム として美 しい体系で はあって も、その具体 的 な効果、特 に全体 的な効果

ではな く請 求支払EDIと い う特定部 分の効果が明確 でなければ、普及 の難航が予想 され る

か らであ る。請求支 払EDIの コンセ プ トが確 立 されても、す ぐに受発注か ら決済 までのシー

ム レスなEDIが 構築 され るわけではな く、様々 な導入過程(例 えば、 あるケースで は最初

に請求支 払EDIが 導 入 され るか も しれない)を 経て、最終 的 にシ ーム レスなEDIの 構築 に

至 るの で、 その部分 部分 の構築段 階で、何 らか の効果 が必要 で あ る。 さらに、最終 的 な

シ ーム レスなEDIの 必要性 も明確 に しなければな らない。

これ らの事項 を調査分析 す るためには、関係業界 の有識者 の協 力が必要で ある。 そ こで、

関係業界の有識者 に よる 「請求支 払EDI委 員会」 を設置 して調査 ・研 究 ・開発 を進 めるた

め に、業 際EDIプ ロジェク トは、平成7年 度 に、請求支払EDIの 調査分析 を実施 した。
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業際EDIプ ロジェ ク トは平成7年 度 で完 了 し、請求 支払EDIの 調査分 析 は、新た に通商

産 業省 で開始 した プロジェク ト 「EDIに 関す る調査研究 開発(当 プロジェ ク ト)」に引 き継

がれた。
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第2章 平 成7年 度 の検 討 内容

2.1ア プ ローチ 方法

請求支払EDIは 、お金 その ものを対象 とした取引を除 く、物 品取 引お よびサ ービス取 引

の決済 とい う範 囲に しぼ り、 さ らに、わが国で一般的な月締 め一括決済(イ ンボイス取 引

形態 を除 く)を 対象 として、当初 、次の3つ の面か ら検 討 を行 った。

① 請 求支払EDIは 何 を改 善す るのか。請求支払段 階で現在 改善 を必要 としてい るの も

のは何 か。

② 請 求支払EDIは どの よ うな仕組 みになるか(基 本 コンセ プ トの分析)。

③ 技術 的体 系 は どの よ うにす るか。

2.1.1請 求 支払段階の業 務上の課題

受注者 は、受注 した製品(商 品)を 発 注者 に納品 し、受注時 に決 めた価格 を請 求 し、

発注者 は その価 格 に したが って支払 いを行 うとい うのが、教科書 どお りの ビジネスで、

この限 りにお いて は、特 に問題点 な ど存在 しない。 しか し、実 際の ビジネ スでは、

① 様 々 な理 由で、 いつ も受注 どお りの納品がで きる とはか ぎ らない。

② 様 々 な理 由で、納品価格 と請求価格が いつ も一致 す る とはかぎ らない。

③ 様 々 な理 由で、 いっ も請求 どお りの支払 いがあ る とはか ぎ らない。

④ 複 数 の請求書 金額 を まとめて支払 う習慣が ある。請 求書 と支払 いは1対1に 対応 し

ない。

⑤ その他様 々 な理 由で、例外処理が多数発生す る。

な どの教科書 とは異 なる状況が、一般的 に発生 す る。

受注側 で、販売代 金請求 に対 して、入金 した現金(あ るいは手形 な ど)を 割 り当て る

作業 を、業界 で は、一般 的 に売掛金消込 み とい う。請 求 と入金 が1対1に 対応 して いれ

ば、 これ は容易 な作業 であ る。 しか し、前述① か ら⑤ の理 由で売掛金消込 み はか な り手

間のかか る作業で あ り、 さらに、 コンピュー タ化が難 しい人 手の作業 になって い るとい

う大 きな問題が ある。'

そこで、実際の企 業で、 どの ような ことが起 こって い るのか につ いて、具体的 に調査

分析 を行 った。 その結果、多 くの業界 ・企業 で、売掛金消込 みの煩雑 さが問題 になって

お り、かっ、人手中心 の作業が行 われて いることも明確 になった。 さ らに、請求支払 の
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業務処理手順 も、業種や業態 に よって、か な り異 なって いるこ とも明確 になった。

この分析 の結果、次の よ うな結論 を得 た。

① 請求支払EDIは 、受 注側 の売掛金 消込み処理をシステム化 に よって効率化 させ るよ

うなベ ースを提供 で きるもので ある。

② 請求支払EDIは 、わが国全体 で統 一的 な標 準化 が望 ま しいが、現実 の業務 処理手順

が業種 ・業態 によってか な り異な って い ることか ら、 それ は非常 に難 しい。業種 ・業

態 に よって異 なる理 由を調査す る必 要が ある他 、全体 で統一 的な標 準化 がで きる部分

は何か にっ いて検討 す る必要が ある。 さ らに、全体 で統一 で きない部分 は、 どの よう

に対処す るのか も明確化 す る必要 があ る。

2.1.2請 求支払EDIの 仕組 み(基 本 コンセプ トの分析)

前述 の分析 によって、請 求支払EDIの 具体 的 目標 が明 らかになった。 その 目標 を達成

で きる仕組み を どの ようにす るかが、当 プロジェク トの最大 の課題 になる。 当プロジェ

ク トが開始 されたのは平成7年 度で あ るが、それ以前に銀行 業界で は、一般企 業の決済

に係 わ るEDIの 分析が、様々 な面か ら行 われ ていた。 当プロジェク トは、その 中か らマ ッ

チ ングキー方式 と呼ばれていた方式 に着 目 し、基本 的な仕組 みの検討 を行 った。

マ ッチ ングキー方式 では、為 替振込1件1件 にユニ ー クな識別 コー ドを付 け、 これ に

よって、支払代金の受取側 が、何 に対応す る支払(入 金)で あ るか をコン ピュー タ ・レ

ベルで把握可能 にす るメカニズ ムで あった。ユニー クな識別 コー ドは、請求書(書 類)

に よって代金受取側 か ら支払側 に連 絡 し、支払側 が振込 為替 を組 む時 に、 この識別 コー

ドを付 け る運用が考 え られて いた。

請求書 をEDI化 して この運用 を行 って も、 これだ けで は、当 プロジ ェク トの目的は達

成 され ない。 さ らにもう一工夫必要であ る。 しか し、 この方式 は、後 述す るように安価

にシステムを構 築で きる可能性が大 き く、 また実現 までの期間 も短 くて済 む可能性が あ

る。 そ こで、 これ をベース に改良 を図 り、請求支払EDIの 基本 コンセ プ トを検討 した。

この基本 コンセ プ トは、全業界共通 なものにす ることとし、業種業態 に よる差異 の吸収

は、具体化時の何かで行 うこ とに した。結論 を先 に述べれ ば、請求支 払EDIに 必要 な標

準メ ッセ ージの設計 を業界単位 に し、運用 に工夫 をこ らす ことで吸収 してい る。
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2.1.3技 術 的な体 系

前述 の基本 コンセ プ トを具体化す る技術 的体系 は、マ ッチ ングキー方式 をベース に し

かつ短期間で安価 に実現で き るとい う条件 か ら、 自然 に決 まるこ とになった。

新 しい技術的体系 を統一的 に用 いるこ とは、長期的 には望 ま しい こ とであ り標 準化 の

基本で もある。 しか し短期的 には、 コス ト増大 になる他、実現 までに時間がかか る とい

う問題 が ある。過去 には、高 い理念 と新技術 を とりいれ たに もかかわ らず、挫折 して し

まった例 も多 い。

この プロジェク トは、新技術 の導入 よ りも、請求支払EDIの システム体系の確 立 の方

に主眼が あったので、そのシステム体系 を実現 す る技術 について は、軽視す るわ けで は

ないが、絶対条件 には しない ことに した。そ こで、 その時点 で使用 されて い る技術体系

を前提 にす ることとし、 どうして も必要 な場合 には、新技術 も導入す るこ とに した。

マ ッチ ングキー方式 は、既存 の技術体系であ る全国銀行協会連合 会(全 銀協)の 全 国

銀行デ ータ通信 シスム(全 銀 システム)や 全銀協パー ソナル ・コンピュー タ用標 準通信

プロ トコル(ベ ーシ ック手順)適 用業務 お よび レコー ド ・フォーマ ッ ト(俗 称 、 フ ァー

ム ・バ ンキング標準:FB標 準)が ベースになっていた。一 方、 それ以外の産 業界 では、

CII標 準 ベースの業界標 準EDIそ してチ ェー ンス トア協会 フ ォーマ ッ トをベ ース とした

固定 フォーマ ッ トの流通EDIが ベ ース になっていた。 これ らは、 それ ぞれ異な る技 術体

系で あ り、 その違 いが システム構築上の支障になるので あれ ば、新 た に統 一的な技術体

系 を決 めなけれ ばな らないが、分析の結果 、統一 しな くて も実現可 能で ある との結論 に

達 したので、請求支払EDIは 既存の技術体系 をベースにす ることに した。

すなわ ち、 ファーム ・バ ンキングを含 む為替振込関係 は、全銀協 の既存の技術標 準、

その他 の部分 は、 それ ぞれの業界 の技術標 準を使用 す る ことになった。 その結果 、新 し

い請 求支払EDIの 基 本 コンセ プ トは、短時間で安価 に実現可能 になった。 それで、平成

8年 度 か ら実証実験 が可能 になった。
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2.2現 状 で の問題 点の把 握

平成7年 度 に最初 に行 った調査分 析 は、産 業界 の請求支払業務処理 にお ける問題点 の把

握 であ る。問題点 を一言 で言 い表せ ば、売掛金 消込 みに手 間がかか るうえにシステム化 出

来ない とい うことであ る。 しか し、 その原因 は極 めて多岐に渡 ってい る。

第一 に、 わが国で は、月末一括決済が一般的 に行 われてい るこ とであ る。 そのた め、通

常、一つの入金 がn個 の請求 に対応 してい る。代金 の受取側 か ら複 数 あ る支払側 を見た場

合、全ての請求 をま とめて支払 って くる支払者 もあれば、事業部 単位 にま とめて支払 って

くる支払者 もあ り、 ま とめの単位 は千差万別で ある。 したが って、あ る入金が どの請求 に

対応す る支払いであ るか を決 め るのは、容易で はない。

第二 に、競争 の激化 に伴 って、請求後 に値 引 き交渉 が行 われた り、製 品PRな どで小売

店 で発生 した各種経費 を納 品メーカーが負担 す ることもあ る。 この費用 は、納 品メーカー

か ら小売店への請求 と相殺 す るのが一般 的であ る。製造業 では、納入業者 に対 して材 料 を

支給す るケースが あ り(昔 の委託 加工 の代 わ り)、 この支給費用 も請求額 と相 殺 されてい

る。不良品な どの返品 も相殺 対象で ある。 さ らに、締 め 日の違 いな どもある ことか ら、月

末請求額 の算 出は納品先 ご とに計算す る必要が あ り、請 求額 を正確 に決定す るの も複雑 な

作業 になってい る。複雑化 して くれ ば、誤 りの発生頻 度 も高 くな り、結果 として違算(消

込 み金額の不一致)が 発生す る。

以上 の問題 点は、業種 ・業態 に よっての違 いは少 ない ものの、 その深刻度 は異 なってお

り、優先 した改善が求 め られ る部分 は、業種 ・業態 に よって異 なる。 これ らの中か ら、EDI

の導入 で解決出来 る問題 点を取 り上 げ、基本 コンセ プ トの開発 に反映 しな ければな らな い

が、基本 コンセ プ トは、全業界 共通の もの に しなければな らないため、特 定の業種 ・業態

か ら見 た場合、冗長 な仕組み にな る ことは避 け られない。実際 にシステム を構築す るとき

に、不要 なプロセ スをバ イパス して実態 に合わせ る ことを前提 にす る必 要が あ る。

EDIの 導入 によって も解 決で きない問題が 多数残 るこ とが予想 され るが、長期的 には業

務 の改善 によって、 それ らの問題 を削減す る必要が あ る。

2.3基 本 コンセ プ トの 開発

すべ ての問題 がEDIの 導入 に よって解 決で きるわ けで はな く、解決 で きる部分 は期待 さ

れ るよ り狭 い範 囲 に留 まる。検討 の スター トは、マ ッチ ングキーの活用 で あ る。最初 に、
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この マ ッチ ン グ キー を説 明 して お く。

〔マ ッチ ングキー〕

マ ッチ ングキー とは、1件 の為替振 込 に、銀 行以外の誰 かが付番す る、 あ る範 囲 で

ユニー クな識別子。

一般 的 にマ ッチ ングキー は、銀 行 に対 して為替振込 の指示 を行 う時 にその値が確定

してい なければな らず、 また、マ ッチ ングキーを設定 した のが被振込者で なければ、

振込 者 は、為替振込 とともに何 らかの方法で、被振込 者 にその値 を連絡 しな ければ な

らない。

具体的 な コンセ プ トを開発 す る前 に、 その前提 を検討 した。以下 に、その検 討 内容 を示

す。 この結果 を踏 まえ、基本 コンセ プ トを開発 した。基本 コンセ プ トの詳細 は第3章 で述

べ る。

(1)入 金 の コンピュー タレベルでの識別

支払 い を為替振込 で実行 すれば、マ ッチングキー方式 を適切 に運用 す るこ とで、入金

者 と入金 の意 味(何 の支払 いか)が 、 コンピュー タレベルで識別可能 にな る。

しか し、支払方法 は為替振込 だ けではない。手形 もあれ ば小切手(日 本で の使用 は少

ない)も ある。 そ こで、 これ らの支払を同列 に扱 えるよ うに、 マ ッチングキーを拡 張す

る必要 が ある。

(2)支 払明細の交換

大 きな問題 として、1件 の支払行為がn件 の請求 に対応 してい るこ とが あ る。 よ り一般

的 には、m件 の支 払行為 がn件 に対応 してい る。 そこで、 マ ッチ ングキー だ けで は、特

定の請 求 に対す る支払 いを把握す ることがで きない。

この問題 の解 として、支払明細 な どの交換が あ る。支 払明細 とは、あ る支払金額 の内

訳 を支払者か ら受取者 に送付 す るもので、事務処理効率化 のた めに、一部 の企業間 で既

に実施 され ている ものであ る。 マ ッチングキーは、支 払者か ら受取者へ連 絡 しな ければ

な らないケースが あ るので、 このマ ッチングキーの伝達 も兼ね た支払明細の交換 が有効

で あ る。

m件 対n件 の対応 は、支払 明細 な どの フォーマ ッ トの工夫で対応す る。
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(3)請 求額 の確定

請 求後 のEDIが 効果的であ るた めには、請 求額 が正確 に確定 していなけれ ばな らない。

請求額 の決定 は、一番重要 なプロセ スで ある。 しか し、 このプ ロセスは、業種 ・業態の

影響 をもっ とも受 けるプロセスで もある。 そもそも売掛金が決定 され るプ ロセス 自体 が

千差万別 であ る。 この こ とは、受発注か ら納品 に至 るEDIが 、業界別 に標準化 されてい

るこ とか らも明 らかであ る。受発注か ら納品 に至 る業務 プロセ スが統一で きれば、受発

注か ら納 品に至 るEDIは 統一で きるが、EDIは 業務 プロセスを統 一す るもの で はない こ

とか ら、EDIも 業務 プロセ スに対応 したプロセ スにな らざるを得 ないので ある。

そ こで、基本 コンセ プ トで も請 求額確定 フェーズを設 けなければな らないが、 その内

容 を規定 する ことは、諦 め ざるを得ない。一部 の業界 では、 この請求額確定 フェーズ に

係 わ るEDIの 標準化 が行 われ て い る。例 えば、売掛/買 掛明細情報 の交換 、相 殺情報 の

交換 な どで ある。 この試 みを全業 界 に広 げる手法 もあ るが、 この プロセスには、業界 の

長年 の慣習 な どがあ り、それ らをすべて無視 した プロセスの押 しつけは、得 策 とは言 え

ない。元来標準化 とい うのは法律 で はな く、あ くまで もユーザ ー(一 般企業)の 裁 量 に

よる自発的導入 目標 であ る。無理 にルールを決 めて も無視 され るだけで、逆 効果 であ る。

請求額確定 フェーズの中身は、当面 、業界 単位 の標準化 を期待 す るのが最 良の策 とい う

ことになる。

基本 コンセ プ トは、請求額確定 フェーズで、何 らかの方法で 、請求額(支 払額)が 確

定 した もの として構築 した。

(4)技 術的問題

既存 の技術体 系 を尊 重す る基本 コンセ プ トでは、 プ ライベー ト ・フォーマ ッ トのEDI

は無視す る として も、業界 レベ ルの標 準は、その まま取 り入れ るこ とが必要 で ある。 そ

こで、マルチス タンダー ドの体 系 にな る。

第1に データエ レメ ン トレベ ル の問題 として、 マ ッチ ングキーの長 さ と属性(デ ー タ

型)が ある。全銀協 では、何種類 かの提案 があったが、 いつれ に して も固定 長で ある。

流通業界 も固定長 で ある。製造業 界のCII標 準 で は、可 変長(最 大値 は決 め なければ ば

な らない)で あ る。 そ こで、妥協 案 として固定長 にな るが、 その長 さが問題 で ある。 し

か し、20桁 まで とい う制限 のあ る既存 の体系が あ り、許 され る最大長 にす る とい う方針

か ら、20桁 に決定 され た。 デー タ型 は、一般 的なアル ファ ・ニ ューメ リック(1バ イ ト

文字)で あ る。
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第2に 、 シンタ ックスルール、標準 メ ッセージの体系の違 いを吸収す る問題 があ った。

この問題 について は、 同一メ ッセー ジ交換 フェーズに複数の規格 が混在 させ ない ように

す るこ とで、解決 を図 った。

すなわ ち、

① 一般企 業 一一ー 一般企業:業 界 ご との標準(CII標 準他)

② 一般企 業 一一一 銀 行:全 銀協 の標準(フ ァー ム ・バ ンキ ング)

③ 銀 行 一ー一 銀 行:全 銀協 の標準

の よ うにす る ことで、解決 した。

2.4ト ライ アル予 備検 討

平成8年 度か らの トライアルに備 えて、次の各業界で、予備検討 を行 った。

① 電子機 器業界で の検討

② 鉄鋼 業界 での検討

③ 流通 業界 で の検討

この予備検 討で、電子機器業界で は同業界の請 求支払EDIの 基本 モデル及 び必要 な標 準

メ ッセー ジの整備 を行 い、予備 実験(実 験室内 のデー タ交換)を 行 って、平成8年 度 の ト

ライアル準備 を行 った。

鉄鋼業界 で は、請求支払EDIの ニーズを中心 に分析 を行 った結果 、同業界 では当面、本

プ ロジ ェク トが企 画 しているマ ッチ ング方式の請 求支払EDIだ けで は、請求支払段 階の諸

問題及 びEDI構 築 の問題 が解 決 しない との結論 に達 した。

流通業界 では、 同業界 内の実態 と請 求支払EDIの ニーズ について分析 を行 った。 しか し、

同業界 内 は複雑多 岐な取引 とそれ に伴 う決済が存在 し、平成8年 度 も引 き続 き分析 が必要

との結論 に達 した。

以上 の予備検 討の結果、電子機器業界 は平成8年 度か ら実 際に請求支払EDIの トライ アル

を実施す るこ とに な り、流通 業界で はさらに分析 を続 ける ことになった。

また、 これ ら一連 の詳細な調査分析 を通 じて、業界 ご とに請 求支払処理 の態様 はか な り

異 な り、 当面、業 界 ご とに具体的な請 求支 払業務処理 を検討す る必 要が ある こ とが、明確

になった。
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第3章 基 本 コ ン セ プ トの 詳 細

請求支払業務処理 は業界 ご とにかな りの違 いがあ る。 とは言 うものの、 それ ぞれ の業界 の業

務処理態様 に合わせた コンセ プ トでは、基本 コンセ プ トにな らない。基本 コンセ プ トは、 すべ

ての業界 の業務処理態様 のベースにな るものであ り、そのためにはモデル化が必要 であ り、抽

象 的 コンセ プ トになるの も止むを得 ない とい う方針 で開発 した。

実 際の検討 では、平成7年 度 当初 に開発 した基本 コンセ プ トを同年度 に実施 され た業界 での

調査分析結果 に基づ いて修 正 したが、以下で は、修正後 の基本 コンセ プ トのみを示 す。

3.1全 体 の流れ

一 つの取 引は、見積 もり受発注か ら始 ま り納品 を経て決済で終わ る とす る。実際の取引

で は、必ず しもこの順 番 どお り行 われ る とは限 らな いが、 ここで は無視す る(図3-1参 照)。

請 求支払EDIの 適用部分 は、決済段階で あ る。 よ り具体的 には、納品検 収処理完了後か

ら決済終 了 まで とす る。厳密 な意味 での請 求支払EDIは 、受注側が取引代 金 を受 け取 った

時点 にな るが、基本 コンセプ トで は、 その後 に実行 され る受注側で の内部処理(す なわち、

売掛金消込 み)に ついて も言及 す る。

階段注発受

W

階段品納

W

階段済決

図3-1全 体 の流れ
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3.2用 語 の整 理

本章で は誤解 を避 け るた め、以下 の用語 に統一 して、請求支払 いEDIの メカニ ズム を説

明す る。

(1)支 払 者

あ る取 引に関 す る決済時 に、支払 いを行 う企業。通常、発注企業 であ るが、発 注企業

と支払者 が異 な るケース もあ る。但 し、基本 コンセ プ トでは、支払者 と発 注企 業 は、 同

一 とす る
。

さらに、為替振込処理 を行 う振込者 も、支払者 と同一 とす る。

(2)請 求 者

あ る取 引 に関す る決済時 に、支 払いを受 け る企業。通 常、受 注企 業で あ るが、受 注企

業 と請 求者 が異な るケース もあ る。但 し、本基本 コンセ プ トで は、請求者 と受注企業 は

同一 とす る。

さらに、為替 の入金及 び入金通 知は、請求者 に対 して行われ るもの とす る。

(3)買 掛(買 掛 金)

購 入取 引(サ ー ビス取 引を含 む)に おいて、既 に納 品 されて はい るが(サ ー ビスが行

われて いるが)、 まだ購 入代金(サ ービス代金)の 決済が行 われて お らず、未払 いにな っ

てい る金 額。

(4)売 掛(売 掛金)

購 入取 引(サ ー ビス取引を含 む)に おいて、既 に納 品 して い るが(サ ー ビスを行 った

が)、 まだ購入代金(サ ー ビス代 金)の 決済が行 われ てお らず、未 回収 にな って い る金

額 。

(5)決 済

購 入取 引(サ ー ビス取引 を含む)に おいて、既 に納 品が完了(サ ー ビスが完了)し 、

その対価 を現金 な どで支払 う際の支払い に関わ る行為 全体。

但 し、納品が完了(サ ー ビスが完了)す る前に対価 を支払 うこともあ る(先 払方式)

が、本基本 コンセ プ トで は対象外 とす る。

(6)決 済 額

決済す る金額。 あ る時点の決済額 は、通常 その時点の売掛金額 または買掛 金額 にな る

が、異 な ることもあ る。
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(7)請 求

請求者が支払者 に、決済 を要 求す る行為。支払者 に請 求書 を送 ることに よって、 その

意志 を伝達す るこ とが多い。

(8)支 払 い

支払者 が、請 求 された金額(通 常決済額)を 支払 う行為。本基本 コンセ プ トで は、支

払 いは為 替振込 に よって行 われ ることを原則 とす る。

(9)消 込 み

売掛金 リス トか ら、決済が完了 した明細 を抹 消す る行為。

(10)振 込ID

為替振込1件1件 を一意 に識別可 能な識別子。本基本 コンセ プ トで は、マ ッチングキー

を振込IDに 割 り当て る。

(11)検 収(検 査)

受発注時 の約束(契 約)に 関す る納入で、実際 に納入 された物 品(あ るいはサー ビス)

を(数 量 を含 めて)確 認 す る行為。受発 注 時 の約 束(契 約)と 異 な る物 品(あ るい は

サー ビス)が 納品 され た場合 には、納品 とは見な され ない。受発注 時の約 束(契 約)ど

お りの物 品(あ るいはサー ビス)が 納品 され、 その物品(あ るいはサー ビス)が 受発注

時の約束(契 約)ど お りの仕様(性 能)を 満足 して いるか どうかを確認 す るのが検査で

あ る。 しか し、検収 と検査 を一体 の行為 として扱 う業界 も多い。

検収(検 査)で 確 認 された物品(あ るい はサー ビス)に ついてのみ、納 品側 で は債権

が、受領側で は債務 が発生す る。

3.3前 提

基本 コンセ プ トで は、以下の前提 の も とにモデル を組み立ててい る。 この前提 に合 わな

いケースにつ いて は、モデル を拡張 す るこ とで対応す る。例 えば、手形 決済 につ いて は、

為替 を手形 に置 き換 え、不足 す る機 能 を実現 す る処理 を追加 す るこ とで解 決す る。

(1)請 求支払EDI開 始 時点

特定の取引(単 数 の場合 と複数 の場合 が ある。複 数の場合 、すべての取 引 に関す る支

払者(発 注者)と 請 求者(受 注者)は 同一 とす る。)に 関す る請求支払EDIが 開始す る時

点で、以下の条件 が満足 されてい るもの とす る。 これ らの条 件 を満足 させ る方法 は、何

一52一



で もよいが、一般 的には受発注や納品 ・物流 のEDIが 実施 され て、 この段 階 に至 る とす

る。

① 請求者/支 払者双方 ともに、買掛金/売 掛金 を把握 してい る。 この買掛金 と売掛金 が

一致 して いるか どうか は
、 この段階で は問わない もの とす る。

② この決済 は、全額為替振込で処理す るもの とす る。

(2)支 払者 と請求者 の関係

支払者(発 注者)と 請求者(受 注者)は 、継 続取 引関係 にあ り、 それ に関 す る基本 契

約 を別途締結 してい るもの とす る。

(3)受 発注/納 品 に関 す るEDI

請 求者/支 払者 間 の取 引 は、受発注 か ら納 品 までEDI化 が完了 して い る状 態 とす る。

この結果、請求者/支 払者間で は、買掛/売 掛情報や支 払情報 な どを交換す るルー トが既

にあ るもの とす る。

(4)受 発注 ・納 品及 び決済 の関係

1件 の受発注 がm件 の納入 に対応 し、さらにn件 の決済 に対応 して いるもの とす る。 す

なわち、受発注 ・納 品及 び決済 は、1対1対1の 関係 にない もの とす る。

3.4決 済 額確 定段 階 と請求 支払段 階

(1)決 済額確定段 階

理論 的には、請 求支払段 階の決済額 は、 その時点の支払者 の買掛金額(請 求者 の売掛

金額 に等 しい)に 等 しい こ とが予想 され る。 しか し、一 括決済 の場合 の締 め 日 と決済 日

とのず れやその他 の様 々な理 由に よ り、実際 には上記の ようにはな らない。

そ こで、請 求や 支払いを行 う前 に、決済額 を決め る必 要が あ る。決済額確定段 階 は、

請求者 と支払者 で、妥当な決済額 を決定す る段階であ る。

尚、請 求者 と支 払者 は継続取 引関係 にあ るので、支払方法 は通常固定 されてい る。

(2)請 求支払段 階

決済額確定段 階で決定 された決済額 と支払方法 に したが って、実際 に支 払い を行 う段

階で あ る。請 求者 は、支払いを受 けた後消 し込 み処理 を行 い、一つ の取 引の締 め くくり

で あ る回収業務 を完了 させ る。
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3.5基 本 コ ンセ プ トの詳細

請 求支 払EDIは 、決済額確定段 階(前 段 の処理)と 請 求支払段 階(後 段 の処理)で 構成

され る。

発注者 受注者

見積/受 発注/納 品段階

請求支払EDI

請 求 額 確 定 段 階

売掛 ・買掛情報他買掛確定

支払計画

売掛確定

請求額確定

鴫 ,

請 求 支 払 処 理 段 階

請求情報 ・支払情報他
支払処理

請求処理

消込処理
鴫 ,

' 、

、

(振込ID)

振込依頼 振込入金通知
(振込ID)(振 込ID)
7

振込情報
A銀 行 B銀 行,

(振込ID)

図3-2請 求支払EDI基 本 コンセ プ ト

3.5.1決 済額確定段階

決済額確定段 階は、 以下 の処理 を行 うために設 ける。

① 請 求者 の売掛金 リス トと支 払者 の買掛金 リス トとを一致 させ る。

② 一致 した売掛金 リス ト及 び買掛金 リス トの中か ら、決済 す る部分 を抜 き出 し、決

済額 を決定 す る。
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請求者 の売掛金 リス トと支払者 の買掛金 リス トとの一致|生を確認す るため に、売掛金

リス トや 買掛金 リス トの交換 が必要 にな る。売掛/買 掛 明細 の交換 として実 現 してい る例

があ る。 また、多 くの場合、 この リス ト類 の交換で、上記② の決済額 の決定 も行 って し

ま う。

但 し、取 引の内容 に よっては、売掛金 リス トや買掛金 リス トの交換 を しな くて も、 そ

の一致性 を十分保証 で きる場合 もあ る。 そ うい う時には、 この処理 は省略 され る。

具体的 な処理 の方法 は、業種業態 に よって異 なる。 また、 どうい う場合 に この段 階の

処理が省略 され るか も、業種業態 に よって異 な る。従 って、当基本 コンセ プ トで は、処

理 の具体 的方法 は示 さない。

この段 階の終了時 に、支払者 と請 求者 が合意 した決済額が決 定 されれ ば、 いか な る処

理 がな されて も、 また何 もされ な くて もよい。 この段階 の終了時の支払者 と請 求者が合

意 した決済額決定が、次 の請求支払段 階へ進 む条件 であ る。

3.5.2請 求支払 い段階

決済額確定段 階で決定 された決済額 を、支払者 が請求者へ支払 う処理で あ る。本基本

コ ンセ プ トで は、為替振込 に よって支払 うのを原則 とす る。

この段 階では、以下の処理 が同時平行 的に実行 され る。

(1)請 求者 の処理

① 請 求

多 くの場 合、決済額 が記入 された請 求書 を、支払者 に送 付す る ことに よって行 う。

請 求支払EDIで は、当然、電 子化 された請求情報 を支払者 に送信 す る。

しか し、請求情報 を発行 しないこ ともあ る。決済額確定段階 で請 求情報 と同等 の

情報 を交換 していれば、必要 ないか らであ る。

② 支払情報 の確認

支払者か ら支 払情報が送 られ て来 るので、 これ を確認 す る。 支払情報 は、 以下の

意味 を持 ってい る。

本来で あれば、決済額確定段 階で合意 した決済額 が支払われ る筈で あ る。 しか し、

決済額確定段 階で決済額 が決定 され るの と実際の支払い は同時で はな く、無視 で き

ない時 間経過 が ある。例 えば、毎 月20日 締 めの支払い を翌月10日 に行 う とすれば、

最大20日 のず れがあ る。 この間に、すで に取 り決 めた決済額 の変更 が な くて も、実
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際の支払額 は変更 され る可能性 があ る。

したが って、実際 に支 払われ る金額 の内訳 であ る支払情報 が、支払者 か ら請 求者

に送信 され るのであ る。

③ 入金 の確認

支払情報 は、為替 ではない。為替 は、支払者 の取 引銀行 口座 に振 り込 まれ る。 そ

こで、支払情報 に該 当す る為替が、取 引銀行 の口座 に振 り込 まれ たか どうかを確認

しなけれ ばな らない。 このた めに用 い るのが振込IDで あ る。

振込IDは 、為替1件 ご とにユニ ー ク付番 され た識別子で ある。為替が支払者 の取

引銀行 口座 に振 り込 まれれば、 その銀行か ら入金通知が来 る(但 し、 あ らか じめ取

引銀行 との間で通知 を受取 る契約 を しておか なけれ ばな らな い)。

その入金通知で は、為替 に付 いていた振込IDも 同時 に通知 され る。一方、支払情

報 に も振込IDが 付加 されて い る。

そ こで、支払情報 に付加 され た振込IDと 同一 の値 の振込IDで 識別 され る為替が振

り込 まれれ ば、 その支払情報 に該当す る入金が確 認で きた こ とにな る。

④ 消 し込み

入金が確認 された支払情報 を用 いて、売掛 金 リス トの消 し込み を行 う。

(2)支 払者の処理

① 請求の確認

一般的 には
、請 求者 か ら送 られて くる請 求書(請 求情報)で 支払 いの確認 を行 う。

しか し前述 した ように、決済額確 定段 階で請 求情報 と同等の情報 を交換 して いて、

請求書が来ない場合 もあ る。 こうい うケースで は、請求の確 認 は既 に済んで い る と

考 える。

② 支払情報 の作成送付

前述 した よ うに、決済額確定 段階で決定 した決済額 と実際の支払額が一致 しない

ケースが あるので、 ここで実 際の支払 いに基 づ いた支払情 報 を作成 し、請求者 に送

信 す る。

支払情報 には、その支払情報 に対応 す る為替 に付加 す る振込IDと 同一 の振込IDを

付加 しなければな らない。

③ 為 替振込

前述の支払情報 に対応 す る為 替振込 の指示 を、支払者の取 引銀行 に対 して行 う。
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この為替 には、前述 した振込IDを 付加 しなけれ ばな らない。

3.6基 本 コンセ プ トの特徴 と振 込ID(マ ッチ ングキー)の 運 用

3.6.1基 本 コンセ プ トの特徴

この基本 コンセ プ トの最大 の特徴 は、支払情報の送信 ル ー トと為替情報 の送信 ルー ト

が異 な ることと、決済額確定段階 と請求支払段階(決 済段階)を 積極 的 に分離 した こと

で ある。

決済額確定段階 を分離 した ことで、請求支払段階での支払者 と請求者 間の思惑の違 い

を事前 に解消 して違算 の発生 を減少 させ ることがで きる。

次 に、振込ID(マ ッチ ングキー)を 用 いて送信 ルー トの異 な る支 払情報 と為替情報 を、

コンピュータ ・レベ ルで連動で き るように した。基本 コンセ プ トでは、支払 いを為替振

込 に限定 してい るため、『振込ID』 とい う用語用 いてい るが、 よ り一般 的 には、『支払方

法/識 別ID』 で あろ う。振込ID(マ ッチ ングキー)は 、支 払者 手段 が為替振込 の時の識

別子 を表 してい る。

支払情報 と為替情報 とを一つ のオブジェク トにして 同一 のルー トで交換 す るよ うにす

れ ば、振込IDは 不要 にな るが、支払手段 が為替振込 以外の場合 も考 える と、 『支払手段

/識 別ID』 を設 けるこ とで、以下の よ うな利点 がある。

(1)既 存 の体系 を生 かせ る

支払方法が為替振込 の場合 、振込IDを 設 けることで、既存 の設備 を最大 限に生か し

た請求支払EDI(本 コンセ プ ト)が 実現 で きる。

(2)為 替振込 以外 の支払方法へ の対応

支払 方法が為替 振込以外(例 えば、手形)の 時 も、手形IDを 振込IDの 代 わ りに設

けて、手形 と手形IDの 交換ル ー トを別途設 けることで、本基本 コンセ プ トを応用で き

る。 一ノ

但 し、例 えば手形 について言 えば、手形情報 のみの交換 であ り、手形 その もの(価

値)の 交換 は手送 に よらな ければな らない ことに注意 しな ければな らない。

(3)複 数 の支払方法 への対応

支払方法 が複数 の場合 で も、支払情報 と支払方法 それぞれ にIDを 付加 し、それ ぞれ

の交換 ルー トを独立 に設 けるこ とで、本基本 コンセ プ トを応用 で きる。

一57一



3.6.2振 込ID(マ ッチ ング キー)の 運用

重要 なの は、振込ID(マ ッチ ングキー)の 運用で ある。本基本 コンセ プ トで は、20桁

(20バ イ ト)固 定の キーで ある。英大文字及 び数字(1バ イ ト文字)で あるが、数字 のみ

の運用が望 ま しい と考 え られ る。

(1)振 込IDの 発番

振込IDを 発番す るの は、請求者か支払者で ある。支払者が発番す る場合 には、支払

情報 と為替情報 に その振込IDを 付加 すれ ばよい。請求者 が発番 す る場 合 には、請 求時

に振込IDを 支払者 に連絡 し、その振込IDを 支 払者が支払情報 と為替情報 に付加 すれば

よい。 しか し、支 払者 は連 絡 され た振込IDを 無視 して新 た に振込IDを 発香 し支 払情

報 と為替情報 に付加 す るこ とで も、本基本 コンセ プ トは成立 す る。 したが って、支払

者が発番す るのが一般 的 にな る。

請求件数 と支払件数が1対1に 対応 していて請求書情報 を交換 す る場合 には、振込ID

を請求者が発養 し、その番号 を支払者 が振込IDと して用 いれ ば、支払情報 の交換 が不

要 にな る場合があ る。

(2)振 込IDの 構成

振込IDの 機能 を最大 限に生 かすためには、全産 業界 を通 じてユニー クな番号 を用い

る必要が ある。個々 の企業が独立 に発香 して も この条件 を満たすた めには、振込IDを

次 の ような構成 にす るのが、一番簡単で ある。

r企業 コー ド+識 別番号』 ① 企業 コー ド:全 産業界 を通 じてユニークな企業識別番号

② 識別番号:企 業内でユニークな識別番号

〈 標準企業 コー ドor共通取引先 コー ド 〉e識 男リコ ー ド 〉

llllllllll{lll{{ll

1234567891011121314151617181920

図3-3振 込IDの 構成例

『企業 コー ド』には、現在EDIに 用 いてい る企業 コー ド(標 準企業 コー ドや ロケーシ ョ

ンコー ド)を 用 い ることがで き る。 このために、企業 コー ドとして12桁 必要 であ る。

残 りの8桁 で、企 業内でユニ ー クな識別 番号 を発養す る必要 が あるが、 これ はそれほ

ど難 し くないで あろ う。
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尚、蛇足 であ るが企 業 内でユニ・一・・ク とは、振込ID発 番企 業 内でユニ ーク とい う意 味

であ る。請 求者 が発 養す る場合 には請求企業 内で、支払者が発養 す る場合 には支 払企

業 内で ユニー クで あれ ばよい。 また、企業 コー ドについ て は 「付属 資料 企 業 コー ド

の現状」 を参照 された い。

3.7全 体運 用の標 準 化 とフォー マ ッ トの標準 化

基 本 コンセプ トは一 つのモデルであ り、実際の業務処理 に応 じて具体 的な処理手順 を開

発 し、請 求支 払EDIを 構築 す るこ とにな る。基本 コンセ プ トは、 あ るゆ る局面 に適用 で き

るよ うに、細部 のバ リエーシ ョンを大幅に許容 して いる。 そ こで、個 々の取 引当事者 間が

それ ぞれ独 自に具体 的 なシス テム設計 を行 い運用 を行 えば、複数 の取 引先 を持 つ一般 的な

企業 の処理体 系 は煩 雑 にな り、請求支払EDIの 効果が皆無 にな るばか りか、膨大 な システ

ムコス トを負担 しなけれ ばな らな くなる。 したが って、基本 コンセプ トに基づ く具体 的 な

システムを構 築す るので あれ ば、標準化が不可欠 である。

しか し、前述 した ように、業種 ・業態 あるいは企業 によって請求支 払処理 は大幅 に異な っ

て お り、全産業界 を通 じた標準化 は望 むべ くもない。 そ こで、業界 単位 の標準化 を進 める

ことが、請求支払EDI実 現 の唯一 の道 と考 える。実際 には、業界単位 の標準化 で も大 変 な

作業 であ る。業界 として標準化 す る範 囲を定め ることも簡単 で はない。

そ こで、従来 のEDI標 準化 の延長上での作業 が現実 的にな る。本 事業で も、運 用実験 は

従来 のEDI標 準化 の延長上 で行 った。 この方式であれ ば、標 準化 組織 もすで にあ り、標準

化範 囲 な ども明確化 しや すい。 また、本基本 コンセ プ トの前提条 件で あ る受発 注/納 品 の

EDI化 について も標 準化 が進んで いるので好都合で ある。

そ こで、標準化 の枠組 みは、次の ようにな る。

① 決済額確定段 階の標 準化:従 来のEDI標 準化 の延長(従 来のEDI標 準化組織)

② 請 求支払段 階

・請 求 者/支 払 者 間:従 来のEDI標 準化の延長(従 来のEDI標 準化組織)

・支 払 者/銀 行 間:フ ァームバ ンキ ング標準の延長(従 来 の ファームバ ンキ ング標

準化組織)

・請 求 者/銀 行 間:フ ァームバ ンキ ング標準の延長(従 来 の ファームバ ンキ ング標

準化組織)
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・銀 行/銀 行 間:従 来の銀行間システムの延長(従 来の銀行間システム標準化組

織)

3.8基 本 コンセ プ トの拡 張応 用

基本 コンセ プ トは、為替振込 に よる支 払がベース になっている。 しか し現実 には、手形

/小 切 手な ども多用 され てお り、複 数 の支払方法 に対応 す る必要 があ る。3.6.1で 述 べた よ

うに、基本 コンセ プ トを拡張す るこ とで、為替振込 以外の支払方法 によ る支払や複数 の支

払方法の混用 に よる支払 に対応す ることがで きる。

複数の支払方法 に対応す るためには、為替振込 に用 い る 『振 込ID』 の他 に、支払方法 そ

れ ぞれ に対応 す るマ ッチ ングキー(例 えば、現金/小 切 手番号、手形 番号 な ど)を 設 定す

る。

支払情報 には、支払方法 それ ぞれ について、金額 とIDを 明示 す る。 このIDは 、 それ ぞ

れ別 ルー トで送 られ る小切手や手形 な どを識別す るた めに用 い るもので ある。

現在 の ところ、小切 手や手形 な どを電送す るこ とはで きないので、手送 された小切 手や

手形 な どを識別 して支払情報 とリンクさせ るよ り、小切 手や手形 を受 け取 る時 に同時 に支

払情報 リス トを受取 る方が よい との考 える こともで きるが、為替振込 にお ける電子処理 と

の一貫性 を重視すれば、効果が ある と考 え られ る。

以上 の拡張のために設 けるIDの 設 計方法 は複数考 え られ る。支払方法 とIDの 複数 のデー

タ項 目を設 ける方法、それ ぞれ専用 のIDを 定義す る方法(振 込ID、 小切 手ID、手形ID、 ・…)

な どであ る。支払方法 とIDを 一体化 して定義す る方法 もあるが、現状で は推奨で きない。

尚、為替振込の場合 、銀行経 由で交換 され る為替情報 には支払 方法 を表 すデー タ項 目は

入れ られ ないので、為替情報 に設定 されたIDは 振込IDで あ ると解釈 す る。 同様 に、手形/

小切手番号 をIDに 用 いる場合 には、小切 手に記載 され てい るものは手形ID、 小切 手 に記載

されているもの は小切手IDと 解 釈す る。
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第4章 運 用 実 験 結 果 総 括

4.1総 合 評価

平成7年 か ら4年 にわた り実施 された基礎 検討、 システ ム構築及 び運用実験 は、初期 の

目的を十分 に達成 した と考 え られ る。

この事業 によって実用 の域 に達 した請求支払EDIは 、適用場面 を限定 すれば、十分 に効

果 のあ るもので あ ると結論 す る。

もっ とも、完全 な請 求支 払EDIが 開発で きた こ とではない。 まだ、一般化 は十分成 され

ていないた め、今 の コンセ プ トでは導入が難 しい業界 があ るこ とや、中小企 業 に一般的 に

導入 す るのは難 しい とい う問題 もあ るだろ う。

これ をベ ースに さらに効 果的で導 入が簡単 な請求支払EDIへ 、発展 させ て い く必要が あ

る。

4.2業 務上 の効 果

平成8年 度 か ら実施 された運用 実験 では、下記 の効果が実証 された。

① 電子機器業界 の トライ アル

・支払情報交換 の有用性

・商流(受 発注 と納 品処理)と 金流(為 替振込)の 連動(連 携)

・支払ID(マ ッチ ングキー)に よる照合で回収金額 の明確化

・売掛金 自動消込 み実現 に必要 な基盤 の一つが確 立

・その他、働務管理 の高度化 に寄与 す る可能性 のあ るシステム構 築 に必要 な基盤 の整

備が進 んだ こ と。

② 物流業界 の トライ アル

・振込ID(支 払者 発番)通 知方法の確立(振 込ID及 び支払情報交換 ルー トの確 立)

・売掛金消込 み作業 の短縮化 お よび確度 の向上

ここで注意 しなければな らないの は、以上の効果 は、受発注EDIそ して物流EDIに つ い

て、十分 に経験 を積 んだユーザーで実施 された運用 実験成 果であ る とい うことで あ る。

現在 の請求支払EDIの コンセ プ トでは、請求支払EDI単 独 では、 その効果 を十分 に発揮

す るような体系 にはな ってい ない。請求支払EDIへ の準備段 階 とも言 え るEDIが 充実 して
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いるのが条件 になってい る。

4.3明 確 化 した事項

運用 実験 では、以下 の事項が明確 になった。

(1)経 理 システム再構築

請求支払EDIを 前提 に して経理 システムを再構築 すれば、 さ らに効果的 な財務 管理 を、

実現で きる。

(2)日 々照合

(売掛/買 掛の)日 々照合が、 違算防止 に有効 であ る。

(3)見 積関係のシステム化/EDI化

見積関係のシステム化/EDI化 が、違算 防止 に有効で ある。

(4)受 注 ・発注両面 のEDI化

企業 によって、 受注側 のEDI化 が進 んでい る場合 と、発注側 のEDI化 が進 んでい る場

合が ある。例 えば、受注側 を中心 にEDI化 が進 んでい る場合 には、発 注側のEDI化 を積

極 的に推進 し、受 注側 ・発注側 ともにバ ランス よ くEDI化 す るこ とが、請求支払EDIを

効果的 にす る。

(5)買 掛金管理システムの改善

(6)現 行EDI(物 流EDI標 準)の 改善

(7)ペ ーパ ー レス化

いわゆ るぺ・一…パ ー レス化 の推 進が、請 求支払EDI導 入 を促進 させ る有 力 な動機 とな る。

4.4解 決 すべ き点

平成7年 度か らの検討 によって、 以下 の解決すべ き点が明 らか になった。

① メ ッセ ージの整備(EIAJは 、1999年 に2F版 、物流業界 は1999年 に2B版 を碓i立。 そ

の他 に も作成済の業界があ る。)

② 支 払情報伝送 の タイ ミング(個 々 のケースで決 めなけれ ばな らない。)

③ 複雑 な業務運用への対応

④ 違算 を発生 させ ないモデル の確立 と、普及
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⑤ 手形 の裏書譲渡へ の対応

⑥EDI(物 流EDI)そ の ものの普及

⑦ 請求支 払EDIの 普及

⑧ 関係者 の取組 姿勢

① は、現行 のEDI技 術 をベース にす る限 り、避 けられない問題 で あ る。業界 ご とに整備

す る必要 があ るこ とは現行のEDI技 術の欠点で はあるが、 これ以上有効 な方法 は確 立 して

お らず、当面、関係各業界の努力 を期待す る ところで あ る。

② か ら④ の項 目につ いては、業界単位で も標 準化が難 しい とい う問題 が あ り、電子機器

業界 な どで は業界標準化 を 目標 に した検討が鋭意続 け られ てい るが、解決 までか な り時間

が掛か ると予想 され る。

⑤ につ いては電子 デー タ化 を どの ように行 うか とい う基本 的問題 が あ る。

⑥ か ら⑧ は、互 い に関連 のあ る課題 であ る。

以上の課題 は、長期 的 には、解決 され る必要が ある。 当面 は、先進 的企業が、① か ら⑤

が障害 とな らな い部分 に請 求支 払EDIを 導 入す るな どの工夫 を行 な うこ とで、請 求支 払

EDIの 積極 的 な普及 を図 り、⑥か ら⑧ の課題 を克服 すべ きで あろ う。
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第5章 今 後 の 課 題

5.1ホ ロー ア ップ

(1)検 討場の維持

本 プロジェク トを実施 す るため に、平成7年 度以来、製造業界、流 通業界、物流業界

及び金融業界 な ど、 わが国 のほぼすべ ての業界が一 同に会 して検討 を行 なって きた。 日

頃あ ま り馴染 みの ない業界間で共通 の問題 を検討で きた ことは、大 きな成果 であった。

今後 とも、 このよ うな場 を維持す ることが、残 された課題解決 に必要 な第一歩 と考 える。

(2)導 入 コス トの引 き下 げ

すべてのEDIに 共通の事項で はあるが、請求支払EDIの 普及促進 のた めに、導入 コス

トの引 き下 げが必要で ある。 そのために役立つ新技術の開発 な ども必要 であろ う。

(3)導 入が容易 なモ デルの開発

これ まで、理想 的なEDIは 受発注か ら決済 までの一貫 したモデル(請 求支 払EDI基 本

コンセ プ ト)と してきた。 しか しそれ はEDIシ ステ ム というツールだ けを考 えた場合 の

理想像 であ り、EDIを 含 む業務 処理 とい う観点 では、必ず しも理想像 とは言 えないケー

スが存在 す る可能性が あ る。例 えば決済部分へ の適用 だ けで効果の あ るモデルを開発 で

きれば、請求支払EDIの 適用 分野が拡 が る可能性があ る。 この よ うな検討 も必要で あろ

う。

(4)新 しい状況への対応

例 えば、平成10年4月 か ら、国 内で外貨 によ る決済が可能 になった。今 の ところ利用

例 は少ない ようで あるが、今後 増 える可能性 もある。 この よ うな新 しい状況へ の対応 に

ついて も検討が必要で あろ う。

尚、請求支払EDI基 本 コンセ プ トは、外貨 決済には対応 していない。

52そ の他課 題 な ど

(1)マ ッチングキー

このキーは、通常の取 引の決済処理で有効 に活用 で きるキーであ る ことが実証 され た。

このキーは、入金(あ るいは入金 の種類)を コン ピュー タ レベルで確 実 に特定 で きるキー

であ り、請求支払EDI基 本 コンセ プ トのベース にな ってお り、 自動消込 み実現へ の一 つ
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のハ ー ドルを ク リアーす るものであ る。

運用 に よって は、請 求支払EDI基 本 コンセ プ トの ように、受発注や納 品 とEDIレ ベル

で連動 させ な くて も、 この キーだ けで、売掛金の消込 みがで きる ことが あ る。 しか し、

一 般的 な 『BTOB』 の取 引では
、 このキーだけで、売掛金 の消込 みがで きない。 この

部分 に存在 す る問題 を解 決 しマ ッチ ングキーだ けで売掛 金の消込 みをで きるようにすれ

ば、決済部分 への適用 だ けで効果の あるシステムを実現 で き るで あ ろう。

(2)普 及状況

月末一括決済型 『BTOB』 の取 引への適用(実 用化)は 、 まだ、 ご く僅 かであ るが、

都度決済型 『BTOC』 及 び 『BTOCタ イ プBTOB』 で は、振込依頼人名 の頭部 また

は尾部 に契約番号 な どを付加 して振込 を行な う等、従来 の方法 を含 めて利用 されて い る

ケース もある。

(3)請 求支払EDIの 効 果

請求支払EDIの 導 入 は、直接的 な業務合理化(人 員削減)を 達成 す るだけでは な く、

売掛/買 掛照合精度 の向上 とい う効果のあ ることが実 証 されて いる。売掛/買 掛照 合精度

の向上 を どれだ け評価す るか は、導入企業個々 の実情 による と考 え られ るが、請 求支払

EDIで 人 員が削減 で き るか どうか も個 々の状況 によ るとい うこともあ り、請 求支払EDI

基本 コンセ プ トに基づ く請求支払EDIの 導入費用が安価 で はないので、社 内全体 の シス

テ ム ・バージ ョン ・ア ップ時 に取 り入れな どの工夫が必要で あ る。取 引先 との関係 も考

慮 しなければ な らない(自 社 だけで は導入で きない)し 、支払側 の負担 が大 きい こ とも

考慮事項であ る。

(4)普 及方法

マニ ュアルの発行、セ ミナーの開催 な ど一般 的な普及啓蒙策 による請求支払EDIの 普

及促進 は当然必要で あ るが、 さらに工夫 を凝 らした普及啓蒙が必要 であ ろう。
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中 小 企 業EDI第IV部





第1章 背 景 と 目 的

1.tEDlの 進 展

取 引業務 合理化 ツール としてのEDI(ElectronicDataINTERCHANGE:電 子 デー タ交換)

は、大 手企 業 を中心 として普及 が進 んで いるが、 ここ4,5年 の普及 の特 徴 は、取 引量の少

ない中小企 業 との取引 に も導入が進み始 めた ことである。

それ まで、大 手企 業で は、取引量の多い大手取 引先 との取 引にEDIを 導入 して きた。 そ

のため、EDIは 、大手企業 間のツール とい う認識が一般的 であった。大 手企 業か ら見 る と、大

口の取 引先(そ れ は通 常大手企業)にEDIを 導 入すれば、取引金額 の8割 程度 までEDI化

され るが、取 引件 数ベ ースで見 る と、全体 の2割 程度 に しか な らない とい う。 このた め、

EDIを 導入 して も、期待 した程 の業務合理化 は達成 され ない と言 われ てお り、取 引件数 ベー

スでのEDI化 率の向上 が最大 の課題 とされてい る。

その一方 で、EDIの 質 の向上 も活発で ある。従来、EDIは 受発注処 理 とい うのが、半 ば

常識化 していたが、 ここ4、5年 の間 に納 入処 理(物 流)へ の適用 が、試 み られ るよ うに

なって きた。 まだ本格 的な導入 は始 まって はいないが、発注者、受注者、倉庫業者 、運送

業者 な ど、 それぞれ の立場か ら、納入処理 あ るいは物流処理へ のEDI導 入 を検 討 してい る。

一 昨年(平 成9年 春)に は
、通商産 業省 と運用省 が共 同で物流大綱 を告示 したが、 その 中

で も、EDI導 入 よ る高度物流 の実現が 目標 の一 つになってい る。

この ような状況 か ら判断 され るこ とは、次 の ような こ とになる。す なわち、大 手企 業 は

EDI導 入効 果 を高 め るため に、今後 とも徹底 した取 引のEDI化 を進 め、取 引件 数 ベースで

のEDI化 率 の向上 を図 る。 さ らに、納入段 階へのEDI導 入 し、EDI化 に よる合 理化 を拡 大

させ る。

これ ら大 手企業 の動 向は、 これ までEDIに あ ま り縁の なかった中小企業 に、直接、大 き

な影響 を与 える。大手企業 が取 引件数ベースでのEDI化 率 の向上 を図 ろう とすれ ば、 それ

までEDI化 の対象 にな らなかった中小企業 も、EDI化 の対象 にな って くる。事実 、電子機

器業界 の大 手企 業 は、取 引先 中小企 業(下 請企業)を 集 めて、EDI導 入 の説 明や導入 に関

す るア ンケー トを、頻繁 に実施 してい る。流通業 な どで は、EDI化 に非協 力 的な納 入業者

は、 いずれ取 引を打ち切 られ る とい う噂 も流 れている。 もはや、 中小企業 で もEDI化 に対

応 しなけれ ば、 ビジネス その ものがで きな くな る時代 が到来 して いる。

中小企 業 と言 って も大小様 々 であ る。今 、EDI化 とい う情報 化で大 きな課題 を抱 え始 め
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たのは、資本金1億 一従業員100名(製 造業)の 規模 よ りも大 きい、中堅 の中小企 業で あ

る。 この 中堅 の中小企業で も、思 った程 には情報化 してお らず、 当然の ことと して、EDI

の導入 も進んでいないのが実情 であ る。下請 法適用企業 であ り典型 的な中小企 業 よ り規模

の小 さい小規模企業や零細企業 では、まだ、EDI化 の対象外 と言われ てい る(例 外 はあ る)。

いずれ、小規模企業 や零細企業 にもEDI化 の波 が押 し寄せ る可能性が あ るが、当面 の最

大 の課題 は、 中堅中小企業及 び典型 的な中小企業 の情報化やEDI化 だ と考 え られ る。

1.2導 入 コス ト

中小企業 へのEDIシ ステム導入時 の大 きな壁 は、導入 コス トで ある。過去10年 以上 に渡 っ

て中小企業 の情報化 に関す る努力が続 け られ ているが、画期的な方策 はまだ見 つか ってい

ない。 これ まで は、 コンピュータの共用 化(1台 のマシ ンを複数 の中小企業 で使 う方式)

によって、1社 当た りの導入 コス トを、相対 的に引き下 げ る手法が中心で あった。

この方式 の問題点 は、 同一の コンピュー タセ ンターを使 う中小企業で は、 内部 の業務処

理 をすべて同一 しなけれ ばな らない とい う点 にあった。例 えば、 あ る中小企業 が、深夜 に

経理関係 の処理 を したい と思 って も、 コンピュー タセ ンターの運用 時間は一律 に決め られ

てお り、特定 のユーザーのわが ままで運用時間 を変更す る ことはで きない等 の、問題 が あっ

た。

しか し、1990年 頃か らこの状況 は変わ って きた。ハ ー ドウェアの進歩 に よ り、コンピュー

タの画期的 な価格低 下が始 まったか らで あ る。特 に、パー ソナル コン ピュータ(パ ソコン)

は、それ まで のホビー用 途専用 か ら、 ビジネ ス用途 を包含で きる協力 な処理能力 を有 す る

ようにな るとともに、価格 も半分 以下 になった。パ ソコンを活用すれ ば、 それ まで夢 と考

え られていた中小企業での 自営の システムが 、実現可能 になった。

さ らに、通信 ネ ッ トワー クの整備が進 み、 オ ンラインシステムは、 ご く当た り前の体 系

になって きた。 すなわち、 中小企業 へEDIを 導入 す るために必要 なイ ンフラが整 って きた

ので ある。近年 これ にインターネ ッ トが加 わ り、単に企業 間でデー タ交換 を行 うだ けで あ

れ ば、規模 の大小 を問わず、 どの企業 で も可能な状況 にな って きた。

これ に、 ソフ トウェアの価格低 下が加 われ ば、中小企 業へのEDI導 入 コス トは解決 され

るこ とにな る。残念 なが ら、 この最後 の条 件が まだ満た されて いない。 ソフ トウェアの価

格 は、 む しろ上昇気 味であ り、中小企業へ のEDI導 入上の大 きな壁 になって い る。価格上

一68一



昇 の主 た る原因 は、 以前 に比べて高機能 な業務処理システムが必要 になって いる ことであ

る。以前 の情報化で あれば、社 内用 の業務処理 システム を構 築 をすれば良か ったが、最近

はそれ に加 えてEDIを 追加 しなければな らない。取 引先 であ る大 手企業 の業務 処理 システ

ムの高度化 に伴 い、対応機能 も高度化 して い く(例 えば、バー コー ドの発行)な どが理 由

とな り、 ソ フ トウェア生産性 向上分 をすべて帳消 しに してい る。

したが って、 これ か らの中小企業用 システ ムの主な課題 は、 ソフ トウェアを安価 に開発

す る方法で あ る。

1.3中 小 企業EDIの ニー ズ

中小企 業でEDIが 必要か どうか は、議論 が分 かれ るところであ る。少 な くとも、大手企

業で は、取引先 になってい る中小企業へのEDI導 入 を期待 してい るこ とは確 かで あ り、広

い意味で は、ニーズで あ る。一方 で、中小企業 自身が どうの ように考 えてい るか を明確 に

す るこ とは、難 しい。

これ まで に、アンケー ト調査が各方面で実施 されてい るが、その結果 を見 るか ぎ り、EDI

導 入ニーズが高 いのか低 いのか、 よ く分か らないのが現 状で あ る。 そもそも、 中小企 業が

EDIそ の もの を理解 してい るか どうかが不 明であ り、明確 な結果 を期待 す るこ とが無理 な

のか も知れ ない。

一部 の中小企業 で は
、EDI導 入ニーズが大 きい とい うよ り、経営者 が、業務 上 の効果 を

と りあえず棚上 げ して導 入 したい希望が ある、 というこ とが言われてい る。 しか し、全般

的 には中小企業 自身 のEDI導 入 ニーズは少ない とい うのが、中小企業 指導員や コンサ ル タ

ン トの一致 した見解 であ る。次 の ような理 由が考 えられ る。

・EDIが よ く分か らない。

・業務 上の効果が明確 でない。

・企業 に とって間接 部門 の投資で ある。 生産機械の新規購入 の方が経営上 の効果 が大 き

い。

・対応 で きる人がい ない。

・情報化 に興 味がない。

現状で は、導 入へのハー ドル は高いので、外部強制 が ない と実際 には導入 され ない。外

部強制 とい うと、 中小企業 の悲哀 を表す代表 とされて きたが、現実 には、外部強制 に よる
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EDIの 導入 は、中小企業 の情報化 に大 きな貢献 を して きてお り、 いちが いに否定 で きるも

ので はない。外部強制 は推奨で き る手法 ではないが、すべ て悪 として片付 けて しま うの も、

片手落ち と考 え る。

一つ言 えることは
、 中小企業間 の取 引にEDIを 導入す るの は大 変難 しい とい う事実で あ

る。一般的 に、中小企業 にはEDI導 入の ノウハ ウがな く、 ノウハ ウの ない中小企業 が2社

集 まってEDI導 入 しよ うとして も簡単 には達成で きな い とい うの は、考 えて みれ ば、 ご く

当然 の ことであ る。

そ こで、中小企業へEDIを 導入 す る第一 歩は、大手企業 と中小企業間 の取 引へ のEDI導

入 だ とい うことにな る。 このケースでは、大 手企業 の持 ってい るEDI導 入 に関す るノウハ

ウを活用す るこ とがで きる。 この こ とが、外部 か ら見 た場合、 しば しば、大手企業 の強制

と解釈 され ることがあ る。乱暴 なケース も散見 され るが、多 くは、 そ うでない ことを理解

す る必要が ある。

1.4EDIシ ステム の課題

その動機 が何 であ るにせ よ、 中小企業 のEDI化 は、情報 化推進 の大 きな要素で ある。 そ

して それ を推進 す るためには、価格面 での壁 、すなわちEDI導 入 コス トを安価 に しなけれ

ばな らない。 どれ程 の価格が妥 当であ るか は、EDI導 入先企業 の規模(資 本金 、従業 員数、

事業所数及び年 間売上高)に よって異 な る。 この観点か ら中小企業の規模 を眺 めれ ば、実

に広範囲 に分布 してい ることが分 か る。

本事業で は、かな り自動化 されたEDIシ ステムを導入 す る とい う観点 か ら、かな り大 き

な規模 の中小企 業を対象 とした。 すなわち、下請法 が適用 され る企業(製 造業 では、資本

金1億 円以下で従業印数が100人 以下)の 中で も、最 も規模 の大 きい部類 に相 当す る中小

企業 であ る。外観的イメージで は中小企業 に見 えない企 業で ある。現 状で は、 この よ うな

中小企業 で もEDIの 普及 はほ とん ど進 んでい ないか らであ る。当事業 で は、 もっ と規模 の

小 さい中小企業 は小規模企業 と呼ぶ ことにす る。

ここで当事業が対象 とす る中小企業、 それ は外観的規模がか な り大 き く一般的 には中小

企業 に見 えない、へ導入 すべ きEDIシ ステ ムの構成 につ いて言及 す る。EDIシ ステムは ト

ランス レー ター、通信 システ ム及 びそれ らの運用 を コン トロールす る若干 の運用 システ ム

で構成 され る とい う説明 は、大手企業 の場合 であ り、 中小企業 ではそれ に業務処理 シス テ

ー70一



ムが追加 にな る。大 手企業 では、業務処理 システムが既 に整備 されて お り、 トランス レー

ター と通信 システムを追加 すればEDIを 実施 で きるが、 中小企業で は業務処理 シ ステムが

ない(情 報化 され てい ない)こ とが多 いので、 それ も加 えなけれ ばな らないか らで あ る。

さ らに、事業所が複数 あるこ とも多 く、社内ネ ッ トの整備 も同時並行 的に進 めなけれ ばな

らない ことも多 い。 外部 とのデータ交換 を電子化 すれ ば、社 内事業所 間のデー タ交換 も電

子化 しなければ、業務 処理効率が あ ま り向上 しないか らであ る。社 内がペーパ ーベ ースで

あれ ばEDI導 入効果 が限定 的にな り、時 には、電子 と紙 の二重処理 になって業務効率 が下

が ることさえあ るか らで ある。 したがって、導入 コス ト増大要 因 は、 いた る ところにあ る。

価格 的には、大手企 業への導入 よ りもむ しろ厳 しいのが現実 で、かな りの工夫 を しなけ

れ ば、安価 にす るこ とはで きない。

機能仕様 について も、EDIに つ いて言 えば、 中小企 業用 簡易EDIと い うの は存在 しない。

EDIに は、大 手企 業用 あ るいは中小企業用 とい うよ うな区別 はない。 もしあれ ば取 引が不

便 にな るか らであ る。公正 な取引 を保証す るため に、EDIは 皆同 じ機 能 でな けれ ばな らな

い。す なわち、 ソフ トウェアの業務機能 は、大手企業 と同等 の ものを中小企業 に も用意 し

なけれ ばな らない。 唯一の救 いは、 中小企 業 は大 手企業 に比べ て取 引件数(処 理件 数で も

ある)が 、桁違 いに少 ない こ とで あ る。 したが って、ハ ー ドウェアは比較的 に小容 量の も

のが適用で きる。

ハー ドウェアは小容 量で よいので安価 にで きるが、 ソフ トウェアは、大 手企業 と同等 の

ものが必要 とい う難条件 があ り、 これ まで、中小企業へ のEDI導 入が少 なか った大 きな原

因 とい うことがで き る。

この難条件 に挑戦 す るのが、本 プロジェク トの主要 な 目的であ り、実際の 中小企業 にEDI

システ ムを導入 して実証 す ることが、 目標 であ る。

目標 達成 のた めに克服 しなけれ ばな らない課題 は、何 と言 って もソ フ トウェア構 築費用

の逓 減で あ り、パ ッケージ化 アプローチを始 め とする各種手法 を駆使 して、 プロジ ェク ト

を推進 した。

1.5実 施体 制

当プ ロジェ ク トは、平成5年 度か ら検討 を開始 した。開始 に当たって、業界有識者及 び

コンピュー タ ・シス テムの専門家で構成 され る 『中小企 業物流EDI研 究委員会』 を設 置 し
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て、 プロジェク ト全体 の と りま とめ と、具体 的手法 の検討 を行 って い る。

この プロジェク トでは、専門家 の新提案 に基づ いた具体的 なEDIシ ステ ムを構築 し、 こ

れ を実際の 中小企業 に導入 して運用実験 を行 い、結果 を評価 して い る。

上記の事業 を実施 す るために、試作EDIシ ステムを導入す る中小企業(モ デル企業)や

EDIの 運用実験 を実施 す るた めに、 そのパ ー トナー(取 引先大 手企業)の 協力が必要で あ

る。 これ らの企業 の選定 は、上記委 員会 で行 い、 対象企業 に趣 旨を説明 して協 力をいただ

いて いる。

また、運用 実験 ご とに実験 担 当ベ ンダー(専 門メ ーカー)を 選定 してお り、担 当ベ ン

ダーは、 自費で、運用実験 に必要 なEDIシ ステムの試作開発 を行 って い る。運用実験担 当

ベ ンダーの選定 は、希望者 の中か ら前述 の委員会 が行 って いる。 尚、運用実験 費用(イ ン

ス トール費用、マシ ン借料、オペ レー ター訓練費他)は 、 当プロジェ ク トの負 担 にな って

い る。

平成5年 度以来 これ までに、13種 類 の試作 システムを開発 し、13の 現場 に導入 して運用

実験 を実施 し、結果 をま とめた。平成10年 度(今 年度)も 、2種 類 の試作 システ ムを開発

し、それ ぞれ運用実験 を実施 した。
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第2章 中 小 企 業EDIへ の ア プ ロ ー チ

2.1導 入 コス ト逓 減策

(1)EDIシ ステムの定義

当 プnジ ェク トでい うEDIシ ステム とは、単なる電子的 なデータ交換 をす るの に必要

な設備、 すなわ ち コンピュー タ、通信 システム(通 信 回線)、 デー タ通信 に必要 な ソフ

ト(通 信 手順)及 びEDI標 準 フォーマ ッ トをハ ン ドリングす るのに必要 なソフ ト(ト ラ

ンス レー ター)だ けを意味す るので はな く、 それ らに加 えて、電子 的に交換 された情報

を基 に業務処理 を行 うのに必要 なソフ ト(ア プ リケーシ ョン ・ソフ ト)も 含 めた設備 を

意味す る。

(2)価 格逓減策

これ らの設備 を導入 す るの に必要 なコス トは、安価 な方が ベ ターであ る ことは当然 で

あ る。特 に、 中小企業 に導入す る場合 は、低 コス トで ある こ とは必須条件 で ある。本 プ

ロジ ェク トが対象 としている中小企業 とは典 型的な中小企業、 すなわち、下請法 が適用

され る企 業の なかで もっ とも大 きいクラスの企業で ある。

この クラスの 中小企業へ のEDI導 入 に対す る障害 は様々で あ るが、 なか で も導 入 コス

トは大 きな問題点 の一つで あった。平成5年 時点では、導入 システムの規模 にも よるが 、

自営の システ ムで あれ ば、初期費用一千万程度 は必要 であ った。 これ は、中小企業 に とっ

て は大 きな投資で あ り、第一 に、 この価格 を引 き下 げる ことが必要 であ った。

価格 引 き下 げる方法 として は、

① ハー ドウェア コス トを下 げる。

② ソフ トウェア コス トを下 げる。

の二つが あるが、当時 、① のハー ドウェア コス トは急速 に下が って お り、② の ソフ トウェ

ア コス トの引 き下 げが急務 で あった。

ソフ トウェアの価格 引き下 げ方法 としては、以下が ある。

① 開発の合理化及 び効率化

② パ ッケー ジ化 による方法

③ 部 品化 による方法

④ 仕様 単純 化 に よる方法

⑤ 仕様 の標 準化(業 務 の標 準化)
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上記 の うち、① ～③ はベ ンダー側の ソフ トウェア開発の工夫 であ り、④ と⑤ は導入業

界 の工夫 であ る。 いつれの方法 も試み られて きたが、大 きな成果 を得 られな いで いた。

しか し、他 に方法が ないので、当 プロジェク トで も上記の方法 の中か ら、最適 な手法を'

取 り入 れ ることに した。

具体 的には、② と④ そ して⑤ を組み合 わせ る ことで、 ソフ トウェア価格 の逓減 を狙 っ

た。 この頃、CII標 準 によるEDI標 準化が製造業 を中心 に進行 していたので、④ と⑤ を効

率 的に実現 できる可能性が出て きて いた。業界 のEDI標 準化が進行すれ ば、その業界 の

中小企業 は複数の取 引先 に対 して同 じ業務 処理手順でEDI取 引が可能 にな り、 それ を実

現す るEDIシ ステム を単純化で きる可能生 があ る。 また、 その業界 の中小企業 には、す

べて同一 のEDIシ ステムを導入 で きるため、パ ッケージ化 に よる量産で価格 を引 き下 げ

ることがで きる。

加 えて汎用 ツールの活用 に よるシステム開発 な ど、開発上 の工夫 を行 えば、初期 導入

費用百万 円程度 にす るこ ともも夢 で はない とい う見通 しをつ けた。

上記③ の部品化 アプローチは、当時で も、最 も有力な価格逓減策 とされていたが、残

念 なが ら成功事例 が な く、 この段 階での採用 を見送 った。

(3)そ の他 の問題

この他 に、 システ ム導入時 の各種 サポー トの問題 があ る。大手企業 であれば情報処 理

の専門家が社内 にお り、システムのイ ンス トールのかな りの部分 そ してオペ レー タ訓練

な どは、導入企業 自身で対処で きるが、 中小企業 では、 それ らも含 めて コンピュー タ ・

ベ ンダーに頼 るのが普通 であ る。 これ らもコス トア ップの大 きな要因 にな る。導 入後 の

メンテ ナンスで も同 じ問題が存在 す る。 これ らの問題 につ いては、運用実験 を通 じて検

討す るこ とに した。

22パ ッケー ジ化 ア プローチ

パ ッケージ化 アプローチで、実際 に導入 コス トの削減 が可能か どうか を実証 す るた め、

平成5年 度及 び6年 度 の2年 間 に渡 って、パ ッケー ジを試作 し運用 実験 を行 い、その結 果 を

評価 した。

従来 、パ ッケージ化 は価格逓減策 の決 め手 とされ、情報化 の拡大 に欠かせ ない手法 と考

え られていた。工業製 品における量産化 に よるコス トダ ウンを、 コンピュー タ ・ソフ トの
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世 界 で実 現 しよ う とす る もの で あ る。 既 に、OS(オ ペ レー テ ィ ン グ ・シ ス テ ム)で は一般

化 して い る もので 、 ワー プ ロ ソ フ トや 表 計 算 ソ フ トで も常識 化 して い る。

こ こで は、EDIシ ス テ ム をパ ッケ ー ジ化 し量 産化 に よ る コス トダ ウ ン を狙 っ た。

2.2.1パ ッケー ジ化 アプローチの概 要

具体 的 には以下 に示 す よ うな内容で、平成5年 度 か ら2年 間、パ ッケー ジ化 ア プロー

チ による中小企業へ のEDI導 入実験 を行 った。

(1)実 験 導入業界 の選択

前述 した よ うに、業界 のEDI標 準化 が進 んでい るこ とが一 つの条 件 にな る。平成5

年の段階で標準化が進行 して いた業界 は、電子機器業界、電 力業界 、電線 業界、石油

化 学業界、鉄鋼業界、建設業界 な どであ るが、EDI化 の対 象が 中小企業 まで及ん でい

たの は電子機器業界及 び鉄鋼業界 な どであったため、関係企業数 の多い電 子機器業界

を主 な対象 とした。

(2)ハ ー ドウエア

ハ ー ドウェ アは 自営 を前提 に、容 量や信 頼 性の観点 か ら、 当初 、オ フィース コン

ピュー タ(オ フコン)の 導入 を検 討 した。

ハ ー ドウェアを 自営 に したの は、

① ハー ドウェアの価格 が低 下 し、メインフレームの共同利用 でな くて も中小企業

に コンピュー タを導入で きるようになった。

② 共同利用 で は、セ ンター設 置用 の場所や保守要 員が必要で、 ランニ ングコス ト

が高 くな る。

③ 運転時 間が拘 束 され、中小企業が使用 で きる時間の 自由度が少 ない(例 えば、

夜 中に使用で きない)。

な どの理 由に よる。

しか し実際 の運用実験 では、 オ フコンの代 わ りにパ ー ソナル コンピュータ(パ ソコ

ン)を 用 いた。平成5年 頃か らパ ソコンの大容量/高 速化が達成 され る と同時 に、価格

の急激 な低下が あ り、パ ソコンを使用す るこ とが有力 な価格 逓減策 になったか らで あ

る。

(3)ソ フ トウェア

ハ ー ドウ ェア のパ ソ コ ン化 と ともに、基 本 ソ フ トに標 準 的 な ソ フ ト(例 えば、
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Windows)を 用 い るよ うに した。その他、 汎用 ツール(例 えば、 ビジアルベーシ ック、

アクセスな ど)を 部 品 として積極 的に活用 し、 コス トの削減 に努 め るように した。

さ らに、中小企業 に導入す るため、 日常運用 を簡 単 にす ることや システム障害 時の

復 旧を容易 にす るため、システムの可視性 を高 め る工夫 も重要事項 として、盛 り込 ん

だ。

また、パ ッケージで はあ るが多少のカス タマイズ を可能 に し、応用先が広 くな るよ

う配慮 した。

(4)通 信 システム

EDIに は必ず通信 システ ムが必要であ り、 この価格 も重要で あるが、当時一般 的な、

電話回線 と同期 式モデムの組合 わせ に よる全銀 手順 を用 い ることに した。

(5)適 用業務処理

EDI標 準化が進 んでいた電子機 器業界 を実験対象業界 に し、 同業界 の標 準 に則 った

受発注 を中心 とたEDI業 務 と、 その運用 に最低 限必 要な内部 業務処理(受 注残管理、

納品書発行 な ど)を サ ポー トす るパ ッケー ジを開発 した。

(6)大 手企業 とのEDIを 対象

特定 の大手企業 の下 請 けグループに集 中的 にEDIを 導入す るグル ー プ導入 は、EDI

導入費用 を実質的 に安価 にす るの に効果的で あるが、導入実験時 に、丁度 グル ー プ導

入 を計画 して いる大手企 業が ある とい う制約が発生す るた め、 グルー プ導入 には こだ

わ らず に、大手企業 との取 引 に導入す る ことに した(EDIの 一 方の当事者 は、大手企

業)。

EDIの 当事者双 方が ともに中小企業 では、双方 ともにEDIの ノウハ ウが な く、運用

実験 に支障 を来す恐れが大 きいか らで あ る。 また、大手企業 と中小企業 の組 み合 わせ

の取 引には、比較 的 に件数 の多 い例が多 いが、 中小企業 と中小企業 の組 み合 わせ の取

引には件数 の多 い例が ほ とん どないので、大手企業 と中小企業 の組 み合 わせ のEDIの

方がニーズが大 きい と考 え らることも、 この組 み合 わせ の運用実験 を選択 す る大 きな

動機 になった。

2.2.2運 用 実験 の概要 と結果

パ ッケー ジの設計 を平成5年 度 に行 い、運用 実験 は平成6年 度 に実施 した。実験 用 シ

ステ ムは、平成5年 度の設計 に基 づいて3種 試作 し、表2-1に 示す3社 に導入 して運用実
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験 を行 った。

表2-1平 成6年 度(5年 度)の 実験 対象企 業

モ デ ル 企 業 企 業 規 模
コンピュータ

利 用 経 験
適 用 業 務 パ ー トナ ー 企 業

ユニオ ンマシナ リ㈱

(受注者)

8200万

200名
経験有 受注処理

松 下 電 池 工 業 ㈱

(発注者)

和 光 化 学 ㈱

(受注者)

2700万

43名
経験有 受注処理

太 陽 誘 電 ㈱

㈱ 日 立 製 作 所

(発注者)

パ ー フ ェ ク トン㈱

(受注者)

1000万

70名
経験無 受注処理

富士通アイソテック㈱

(発注者)

表2-1に 示す各 システムは、4年 を経 た今 日も(平 成11年3月 現在)稼 働 してお り、中

小企業用 の実用 的EDIシ ステ ムの構築 とい う面で は、成功 した。表2-1内 の和 光化学㈱

の導入 システム概要 を図2-1に 示 す。

日 立

VAN

●ED　 :霞

:

DOS-V

パ ソ コ ン

・従来 システ ムとの連携 は、 フロ ッピーで実施

図2-1和 光化 学 ㈱ の導 入 シス テ ム概 要

しか し、パ ッケージ化及 び運用 上で、課題が残 った。

(1)パ ッケー ジ化 の難 しさ

従来 の システム

表2-1に 示 す よ うに、導 入先 はいつ れ も電子装置 に関わ る部 品 も し くは材料 に関す る
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取 引を行 ってい る中小企業(す べて納入側)で あ り、規模 も似 た ような中小企 業であ

る。

ハ ー ドウェアはすべ てパ ソコンで あ り、 その構 成 も似た ような ものであ る。 しか し、

ソフ トウェア内容 はか な り異 な り、 これ ら3種 を合体 して一つのパ ッケージ にす るの

は到底 不可能 であ る。 なぜ このよ うな違 いが出 るのか と言 えば、次の よ うにな る。

① 今 回導入 のシステムをEDIの フロン トエ ン ドと位置づ け、既 にあ る社内 システム

と連 動 させ てい る場合 と、既 にあ る社 内シス テム も含 めて作 り直 した場合 とが ある。

現 実の導入で は、 この2つ のケースは どち らで も起 こ り得 る。

② 管理用 の打 出帳 票が異 な る。導入先が必要 とす る打 出帳票 は、企 業 によって千差

万別 であ り、統一 す るこ とは不可能 であ る。

③ 同様 に、入力画面 フォーマ ッ トもその好 みは導入先 に よって異 なる。無理 に統一

す る と、入力 ミスにつなが り易 い。

④ 業界標 準化 といって も、最近 の標準化 の特徴 は 自由度 の高 さであ り、業界標 準を

使用 してい る といって も、実 際に は、企業 ご とにかな りの差異 があ る。

上記の よ うな理 由で発生す る差 異 は、パ ッケージのカス タマイズで対応 で きる範 囲

を越 えて いる。

(2)運 用上 の問題

中小企業で は、大 手企 業の よ うに自身でシステ ムを開発 した りイ ンス トールす るこ

とはで きない。 したが って、一般的 には開発 やイ ンス トール は、専門メーカー に依頼

す るのが普通で あ り、 これが導入 コス トになる。 この プロジェク トの 目標 はこの導入

コス トの引き下 げで ある。 しか し、 た とえ導入 コス トが安価 になって も、 まだ問題が

あ る。 それが運用 コス トで あ る。

もっ とも通常で あれ ば(EDIシ ステムが順調 に稼働 していれば)、 運用 コス トが 問題

にな ることはない。 しか し、 ひ とたび トラブルが発生 す ると トラ ブル対応が で きず、

その復 旧のために、専門 メーカー(開 発者)の 手 を借 りなけれ ばな らないのが現状 で

あ る。 この コス トが問題で あ る。

慣 れて くれ ば、何時か は 自身 で復 旧で きるようにな るか も知 れないが、現状 で は専

門メーカーのサ ポー トが不可欠 であ り、サポー トコス トの引 き下 げが必要 であ る。 こ

の問題 について、新 しい試 みを実施 してい る専門 メーカーが既 にあ り、その結 果が期

待 され る。
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2.3小 規模 企業 への適 用

2.3.1基 本 的な考 えかた と実験対 象企業

平成6年 度 まで に開発 されたEDIシ ステムを、小規模企業へ 適用 す るこ とを 目標 に、

運用 実験 を行 った。 ここで小規模企業 とは、下請法適用企 業の なか で も資本金 ・従業 員

とも小 さい企 業で、 その企業数 は中小企 業 よ りも遥か に多 くな る。家 内工業 的企 業 は零

細企業 とし、小規模企業 には含 めない ことにす る。

平成6年 度 まで に開発 されたEDIシ ステムは、対象業務的 に見 れ ば、基本 的 に小規模

企業へ も適用で き るものであ る。 とは言 って も、一般 的に小規模企 業へ平成5・6年 度 の

結果 を適用す るの は、無理 であ るため、徹底的 にカスタマイズす るか、 あ るいは、仕様

書 のみを再利用 して、小規模企 業へ導入す ることを目標 に した。

その他 の条件 や 目標 につ いて は、平成5・6年 度 と同 じで、導入先企業 の規模 が違 うだ

けであ る。

実際 に導入 した小規模企 業 を表2-2に 示す。標準化の進んだ業界が対 象 とい うこ とか ら、

電 子機 器業界 の小規模企業が多 くなってい る。表2-2内 の杉本印刷㈱ 及 びスズモ ト㈱ の導

入システ ム概要 を、 それ ぞれ図2-2、 図2-3に 示す。

表2-2平 成7年 度 の実験対象企 業

モ デ ル 企 業 企 業規 模
コンピュー タ

利 用 経 験
適用 業 務 パ ー トナ ー企 業

㈱ 竹 田精機 製 作所

(受注者)

560万

45名
経験有 受注処理

東 京 エ レ ク トロ ン㈱

(発注者)

杉 本 印 刷 ㈱

(受注者)

1000万

数 名
経験無 受注処理

京 セ ラ ㈱

(発注者)

ス ズ モ ト ㈱

(受注者)

3000万

100名
経験有 受注処理

TDK㈱

(発注者)

A社

(受注者)

4800万

55名
経験無 受注処理

オ ス ラ ム メ ル コ ㈱

(発注者)
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京 セ ラ ㈱

杉本印刷㈱
(東京都狛江市)三重工場

巴ヒ肛 場i

システム

セ ンター

日 立

VAN

DOS-V

パ ソ コ ン

e , e ,
.'/

'",'

'".'

5ヒ肛 場i//
,'

,'

'

5ヒ肛 瞬

・EDI化 業務
受発注及び関連処理(注 文変更など)

図2-2杉 本 印刷㈱ の導入 システム概要

TDK情 報

システム
セ ンター

'　 :/撫

IBM

NMS

＼
NEC

C&C
VAN

他のTDK
の大手取引先

DOS-V

パ ソ コ ン

従来の システム

図2-3ス ズモ ト㈱ の導入システム概要

2.3.2運 用実験結果

実験 の結果、小規模企業へ実用 的なEDIシ ステムを導入す るこ とは可 能であ るこ とが

明確 になった。残 った問題 点 ・課題 も平成6年 度の 中堅 の中小企業 の時 と、 ほぼ同 じで

あった。 また小規模企 業への導入で は、企業規模小 さいだ け、 よ りシ ビアーな コス ト逓
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減が必要 であ る とい う常識的 な結論が、実証 された。

平成7年 度 に入 る と、パ ソコンの低価格化が さ らに進 み、さ らに周辺機器(プ リンター

な ど)の 価格低 下 もあったため、小規模企業へ導入す ることが できたが、通信 システム

の価格 が下が らな い とい う大 きな問題が残 った。

尚、表2-2に 示 したEDIシ ステムは、システム改造 中 の1社 を除 き、平成10年3月 現在

実用稼働 中であ る。 ただ し、取 引先(大 手企業)の 意 向に よ り無理矢理運用 してい る面

もあ り、導入時の問題 が克服 で きれば、小規模企業 で も、 自営のEDIシ ステムを運用 す

ることは十分 に可能 であ る とは必 ず しも言 えない ことを示 してい る。

その理 由 として、 以下 の こ とが考 え られ る。

・EDIシ ステムの運用 コス トが思 った よ り大 きい。

・導入 に際 して のオペ レー ター訓練 な どが、大変で あ る。

・システムの メンテナ ンスが独 力でで きない。

・小規模企業で あれ ば、処理件 数が少な く、EDI導 入 メ リッ トを どこに求 め るか で、

苦慮す る。

但 しこれ らには例外が あ り、 たまたま小規模企業 の従業員 の一人が情報処理の素養 を

持 って いれ ば、導入 も運用 もスムースにで きるので あ る。一般 的に言 えば、 中小企業用

の シス テムをその まま小規模企業へ持 ち込 むのは乱暴で ある と結論 で きる。 しか し、 限

定的な局面で は、それ も十分可能 なのであ る。事実、小規模企業で あ りなが ら、既 にEDI

に対応 して いる企 業 の数 も多 いのである。

2.4パ ッケー ジ化 の 限界

平成5年 度 か ら3ヵ 年 に渡 って、パ ッケージ化 アプローチ による中小企業向 けEDIシ ステ

ムの検 討 を行 って きたが、 その成果 は常識の範 囲に止 まって い る。新 しい状況ヘ ブ レー ク

スルーで きる画期 的な成果 に結びつか ない理 由は、 当プロジェ ク トの開発 したパ ッケージ

が不完全 で あるか、パ ッケー ジ化 アプローチその もの に問題が あ るか の どち らかで あ る。

どち らに原 因があ るか を決 めるの は難 しい。パ ッケー ジの完全 さを計 る物差 しが ないの

で、パ ッケージの完全 性 を実証 で きない。当プロジェク トの開発 したパ ッケージが完全 で

ない こ とは明確 であ るが(誰 にも完全 なパ ッケージは開発 で きない)、 逆 に全 くの駄 作 と

い うことで もない。不 完全なパ ッケ ージを用 いて運用実験 す る以外 に方法が ないので、実
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験結果か らは、パ ッケージ化 アプローチその もの の有効性 も、完全 には検 証で きない。

よ り具体的には、以下 の ような考慮事項が明確 にな った。

・実際 には、 同一業界 内の同一業種 の規模 の似た企 業間で も、 その内部業務 の差 異 は、

想像以上に大 き く、従来型パ ッケージの導入 には、問題 が多 い。

・従来型パ ッケージの導入で は、現実 の業務 にEDIシ ステム を合わせ るので はな く、EDI

システムに現実の業務 の方 を合 わせ る考 えか たになる。価 格 を下 げるた めに我慢 をさ

せ る必要 があ り、結果 として、 中小企業蔑視 になって しま う。 中小企業側 の拒否反応

が大 き くな る。

・多少のカスタマイズを追加 して も、状況 を大 き く改善す る効果 はない。必要 なカスタ

マイズ をすべ て行 うと、パ ッケージを使用す る意味が な くなって しま う。

・パ ッケージ化可能 なのは、 システムのベ ース部分か、ユーザ ーか ら直接見 えない部分

に限 られ る。

パ ッケー ジ化 ア プローチを さらに続 けるこ とで、 よ り完全 なパ ッケージを開発で きる可

能性 はあ る。 しか し、 その努力 の比べて改善度合 いが少 ない ことが予 想 され る。 この3年

間のパ ッケージ開発 では、有効 な要 素 を、ほ とん どすべ て盛 り込 んでい る。 あ らたなアイ

デアがないわけではないが、現在持 ち合わせ てい るパ ッケージ化 に有効 な新 しい要素 も、

少な くなって きてい る。 この ままパ ッケージ化 ア プローチを続行 して も、あ ま り大 きな成

果 は期待で きない こ とを意味 してい る。

そもそ もパ ッケージ化 だ けで、すべての中小企 業 に対応 しよう とい う発想 自体 に無 理が

あ るこ とは明 らかであ る。世 の中 には、パ ッケージ を導入す るのが有効 な中小企 業が数多

く存在 す ることは明確 で ある。 と同時 に、パ ッケー ジの導入が適 当で はない中小企 業 も数

多 く存在す る ことも明確 で ある。パ ッケー ジ化 だ けに こだわ って いて は、多 くの中小企業

に対応 す ることはで きない と考 えるべ きで あろ う。

もっ とも、 これ までのパ ッケー ジ化 アプローチで も、部品の活用 は行 って いた。 ビジュ

アル ・ベーシ ック、エ クセル な どのパ ッケージを部 品 としてEDIシ ステ ム(パ ッケージ)

に組み込 んできた。

当 プロジ ェク トは、以上の ことを考慮 し、平成7年 度でパ ッケージ化 ア プローチを打 ち

切 る ことに した。パ ッケージ化か らの脱却で あ る。 とは言 って も、今後 は、 システム構成

部品の開発 に力 を入れ るとい うこ とであ る。 ようす るに、既製品 の部 品のみの活用 か ら、

積極的 なシステム部品 の開発 にシ フ トす るとい うこ とであ る。
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尚、 この3年 間 に開発 されたEDIシ ス テムをベース に して、百 を越 えるシ ステムが開発

され 中小企業 に導入 されてい る。但 し、それ らは この3年 間 に開発 され たEDIシ ステ ムを

パ ッケージ化 した ものではな く、仕様書 あるいは運用時 に得 られ た ノウハ ウな どを活用 し

て専門 メーカーで、別途 開発 された ものであ る。

2.5EDIベ ー ス システ ム

当 プロジ ェク トは、平成7年 度 でパ ッケージ化 アプローチ を打切 り、平成8年 度 か ら新

た な手法 による中小企業 向けEDIシ ステムの開発 に着手 した。

システム開発 コス トを逓減す る有力な手 法 として、パ ッケージ化 アプローチの他 に部品

化 アプローチがあ る。 当プロジェク トでは、後者 の部品化 アプローチ を実現 すべ く、平成

8年 度 か ら作業 を開始 した。

ソフ トウェアの効率 的開発手法 として、部品化 開発が あ る。部 品化 開発 とは、ソフ トウェ

アを部 品の集合体 として構成 し、個 々の部品 を他 の ソフ トウェアで再 利用 す るこ とで、相

対 的な コス トを下 げ よ うとす るものである。一度確立 した部品 を再 利用 す るので、開発 コ

ス ト削減だ けで な く、 ソフ トウェア信頼性の向上 にも寄与 す るので、多 くのパ ッケー ジ も、

部 品化開発が行 われ てい る。

現状での部品 の再利用 は、 同一 の ソフ トウェアメーカー内に止 まってい るが、 この部品

をコンピュー タ業界共通 の部 品にすれ ば、 さらに低価格 の ソフ トウェア開発 が可能 にな る。

システム構成 部品 といって も、① 全産 業界のEDIシ ステムに共通 な部 品、②特定 業界の

EDIシ ステ ムに共通 な部品、③ 共通化で きない部 品があ る。① に相 当す る部 品をEDIベ ー

スシステム と呼ぶ こ とにす る。

2.6EDIシ ス テム と共 通 化

2.6.1現 状

業務処 理 システムを部 品化 して開発す る手法 は、以前か ら知 られてお り、今 日で は、

ほ とん ど全部の シス テム開発 で採用 されて いる。但 し、通常のシステム開発 で使 われ る

部品 は、個 々の シス テム固有の部 品で あ り、再利用 されない ものが ほ とん どで あ る。

当 プロジ ェク トで い う部 品 とは、再利用 を前提 とした共通部 品であ る。 この共通部品
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を使用 す るこ とで、理論 的には、個 々のユーザ ーに最適 な個 別の システムを、最低 の価

格で実現で きる。パ ッケージ導入 に伴 う様 々な問題 をすべて解決で き、開発期間 も大幅

に短縮で きる。

に もかかわ らず、現実 には共通部 品 は流通 していない。共通部品 の開発 が難 しいか ら

であ る。第一 に、共通部 品 とは具体 的 には何 かが知 られ ていない。共通部 品を設計 す る

理論 もない。

ここで情報処理業界 以外 の製造業 界 を見 る と、多種 ・多様 な共通部 品が製造 され、流

通 し、様々 な ところで使用 されてい る。 この共通部 品が どの ように成 立 したのか につい

て考察 す ると、 ほ とん どの共通 部品 は、経験 的に成 立 して きた こ とが分 か る。

そ こで、部品化 アプローチで は、か な りの試行錯誤 を覚悟 す る必要が ある とい うこと

にな る。 当プロジェク トで は、試行錯誤 を避 けるた め、全面 的な部品化 アプローチで は

な く、部分 的な部品化 アプローチに よる検討 を行 うこ ととした。

EDIシ ステムの開発 が本格化 したの は昭和60年 頃で あ り、既 に10年 を越 え る歴史 があ

るが、 その経験か ら、共通部 品に成 り得 る部分がか な り明確 になって きてい る。 それは、

通信 シ ステム及 び トランス レー ター の部 分で あ り、 こ こで はそれ らをEDIシ ステ ムの

ベ ース部分 と呼ぶ ことにす る。

EDIシ ステムのベース部分 の特徴 は、

① 業種 ・業態に よらず共通化 可能。

② 無視で きない費用 が掛 か る。

③ このベース部分 は、 さ らに小規模 な部品の寄せ 集 めで構 成 され てい る。

な どであ る。 このベース部分 を見直す と、今後のEDIシ ステムの開発 に とって有用 な共

通部 品に仕立て上 げるこ とが可能で あ る。

2.6.2マ ルチプロ トコル化の問題 と対策

現在 多数 の業界で実行 され てい るEDI標 準化 は、一つ の標準 に収敏 させ るこ とを 目標

に して いる。事務手続処理 を事務 手続 ルール と処理 とに分 離 して検 討す る と、少な くと

も処理上 は、一つ の標準 に集約 されていた方が効率 的だか らで ある。 しか し、事務手続

ル ールが一種類 しか許 され な くな る と、不便 なケース も多数発生 して くる。事務手続 ルー

ル は、複数(多 数)あ った方 がむ しろ効率的 にな る。 こ こに、標準化 の難 しさが あ る。

事務手続ルール側 の要求(多 種類 を必要 とす る)と 処理側 の要求(一 種類 を必要 とす
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る)と は矛盾 してい るので、標準 は、 それ らの妥協 の結果 と して作成 されてい る。

通常、処理側 のパ ワーが弱体 とい う状況で標 準化が始 まるので、標準化初期 には処 理

側の要求が多 く取 り入れ られ、標準 は一種類 にな る。 しか し、次第 に処理側 のパ ワーが

強化 され、事務手続 ルール側 の要求が多 く取 り入れ られ た標 準 に変化 す る。 この段 階の

標 準 を、柔軟 な標準 とい うことが あ る。 さ らに、事務手続 ルール側 の要 求が多 く取 り入

れ られ る と、標準の種類が複数 にな る。

この よ うに、業界 の標準 は必然 的に複 数化(マ ルチプロ トコル化)し てい く。長期 的

には、数種類 の標準が運用 され るよ うにな ることは、間違 いない と思 われ る。例 えば、

現在 で も古 い標準 と新 しい標準が並行運用 されている。 あ る日、突然、 すべての古 い標

準が一瞬の間 に、新 しい標 準 に切 り替わ ることはあ り得 ないので、新 旧二 つの標準が並

行運用 されて いるの は普通で ある。

現在 の ところ、多 くの業界が既 に柔軟 な標準 を運用 す る段 階になってお り、近 い将来 、

複数 の標 準(3種 類 以上)を 運用 す る時代 になる と考 え られ る。

中小企業 といえ ども、 この ような業界 の動 向 と無縁 で はい られ ない。標 準が一種 類 で

もEDIの 導入が難 しいのに、複数 になれば、 さ らに難 し くな る。 この対策 に有効 なのが、

EDIシ ステ ムのベ ース部分 の見 直 しであ る。 この見 直 しに よって、複数 の標準 に対応 し

なが ら、現在 の構築価格 よ り安価 なEDIシ ステムを提供 で きる可能性 があ る。

2.6.3ハ ー ドウェアの大容量高速化 と低価格化

これ までEDIシ ステムのベー ス部分の見 直 しが行われ なか ったのは、主 にハー ドウェ

アの問題 で あった。 マルチプロ トコル化 や共通化 を行 ったベースは、シ ングル プロ トコ

ルを前提 に した個別対応の構 築 に比べて、ハー ドウェア資源 を多 く必要 とす るこ とが、

一般 的 に知 られて い る
。 そのた め、共通 的EDIベ ースで は、数 ランク上位 のハ ー ドウェ

アを必要 とし、結果的 に高 コス トに成 って しまう。

しか し、近年 のハー ドウェアの大 容量高速化 と低価 格化 に よって、 この条件 は大 き く

変 わって きた。 少 な くとも、メモ リーの容量 な どは気 に しないで設計で きるようになっ

た。 さ らに、 メモ リー容量に余裕 が発生 したため、マシ ン(CPU)の 速度 を最大限 に生

かす ことがで き、そのマシ ンの速度 自体 も高速 になったため、結果的 に、か な り大胆 な

設計が可能 になってい る。

すなわ ち、従来 は超大型 のメイ ンフレー ムだ けにゆ るされた設 計方法が、パ ソコンで
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可能 になったのであ る。 この よ うな条件で発想 された のが、EDIベ ー スシステム構 想で

ある。

2.7EDIベ ー ス システム構 想

2.7.1EDIベ ースシステムのイ メー ジ

EDI標 準 を用 いるEDIシ ステムでは、通常、下記のサ ブシステムが必要 で ある。

① 通信 システム

業務処理 メ ッセージを送受信す るために必要 なサ ブシステムで、J手順及び全銀手

順 な どが よ く使用 され るが、 その他 の手順 も使用 され る。

② トランス レー ター

社 内システム と業界標準 のメ ッセ ージでは、 フォー マ ッ トが一般的 に異 なってい

るため、相互 の変換 を行 う必要 があ る。 この変換 を行 うのが、 トランス レーターで

あ る。

③ 業務処理 システム

社 内の業務処理 のためのシステムであ る。

④ 自動化機構

上記の① 、②及 び③ のサ ブシステムを、必要 に応 じて 自動的 に起動 あ るいは終 了

させ、オペ レーシ ョンを 自動化 す るシステムであ る。

したが って、典型的なEDIシ ステムは図2-4の よ うな構成 にな る。 図2-4は 、業界全体

のEDIが 一つの規格 で運用 され てい る場合 の形 態あ る。しか し実 際に は、業界全体 のEDI

が一つ の規格 で運用 され てい るこ とは稀 であ り、 その場合 、図2-5の ように必要 に応 じ

てサ ブシステムの種類 を増や す方 法が一般 的で ある。

図2-5の 方式 は、大 手企業 で よ く見 られ る方式であ るが、EDIシ ステム全体の処理件 数

が多 い場合、 それぞれの規格 に対応 す るシステ ムもほ どほ どの規模 にな るため、全体 と

して見 れば無駄 では あるものの、容認 し難 いほ どの ものではない。 ただ し、一つの規格

に対 して一つの処理系が必要 にな るた め、 あま りにEDI規 格 の種類 が多 くな ると、 シス

テム コス トア ップの大 きな要素 にな る。 そ こで、EDI規 格 の標準化が各 業界で鋭意進 め

られて い るわけであ る。
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図2-5業 界 に複数EDI規 格が存在 し、取引先 に合 わせ る必要 があ る時
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ところで中小企業 には、複 数の大 手の取 引先が あ るこ とが よ くあ る。 それ らの取 引先

が皆 同 じEDI規 格 を使用 して いれば問題が少 ないが、異 なってい ることが しば しばあ る。

この場合、中小企業 では、 それぞれの取 引先 に合 わせ てEDIシ ステ ムを組む必要 が あ り、

図2-5の 形態 にな る。大手企業 と違 い、それぞれの取 引先 ご との処理件 数 は少ないので、図

2-5の 形 態では大 きな無駄が発生 して しま う。この問題 を解 消す る方法 は二 つあ る。一つ

は、業界全体 を一つのEDI規 格 に統一 す る方法(理 想 的な標 準化)で あ る。 もう一つ は、

システム構築の工夫 によって安価 に図2-5を 実現す る方法 であ る。

理想的 な標 準化 はす ぐにはで きないので、中小企業 へのEDI導 入 を促進 す るため には、

何 らかの方法 に よ り、図2-5の 形 態 を安価 に実現 しなけれ ばな らな い。 この解 決 のた め

に検討 され たのが、EDIベ ース システムであ る。EDIシ ステム全体 の基 本的 な構成 は、

図2-6の ようになる。図2-6の 網 か け部分 がEDIベ ースシステムで あ る。
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図2-6EDIベ ースシステムを用 いたEDIシ ステムの全体構成

272EDIベ ース システムの特徴

EDIベ ースシステムで は、複 数のEDI規 格 への対応 を部 品化 の思想 を取 り入 れて実現

す るため、安価 に構 築で きるこ とが最大 の特徴 で あ る。 図2-6に お け る 「通信 システ ム
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1」 や 「通信 システム2」 は、具体的 にはJ手 順や全銀手順パ ッケージで あ る。 また、 「ト

ランス レー タ1」 や 「トランス レー ター2」 は、CIIト ランス レーターやEDIEACTト ラン

ス レー ターであ る。す なわち、図2-6に お ける構成要素 の大 部分 は、既 にパ ッケー ジ と

して市販 されて い るものであ り、EDIベ ースシステム は、 これ らのパ ッケージを組 み込

め るよ うに した、正 にベース となるシステムである。

この結果、特 定 のEDIシ ステ ムを構築 す る場合 には、必要 なパ ッケージのみを組 み込

めば よいので、安価 にで きる。例 えば、全銀手順 とSNAを 通信 システム として用 い、CII

標 準 をビジネス プロ トコル として用 いるEDIシ ステムは、図2-7の ように構 成す る。

さ らに、 シス テム構築後 に、別 のEDI規 格 に対応 す る必要が発生 した時 には、 その規

格 に必要 なパ ッケージのみを追加 すれ ばよいので、簡 単で ある。す なわち、 メンテナ ン

ス ビ リティに優れ てい る。 また、図2-6及 び図2-7の 網か けの部分 は、一般 的 に業種業態

によ らず共通 なので、EDIベ ースシステムは、すべて の業界 に摘要 で き る標 準パ ッケ ー

ジ として、開発可能 であ る。
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図2-7EDIベ ー ス シス テ ム の応 用
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2.7.3EDIベ ース システムの機 能要 件

EDIベ ースシステムは、以下 の ような機能 を備 えている必要が ある。

① 部 品の組み込 みが簡単 でな けれ ばな らな い。た とえば、全銀パ ッケー ジやCIIト ラ

ンス レーターを組 み込むの に必要 なインタフェースを、 あ らか じめ用意 しておかなけ

ればな らない。

② 共通 イ ンタフェースは、EDIベ ースシステ ム と業務処理 シ ステムを結ぶ重要 な部分

であ り、様々 な業務 処理 と連 動で きるよ うになっていなけれ ばな らない。

③ 自動化機構1は 、取引先 ご とに異 なる運用 や規格 に左右 されない、統一 的なオペ レー

シ ョンを行 うた めに、必要 な重要部分 で ある。 一般 的に規格 や運用 は取 引先 ご とに異

な るので、取引先 を指定すれば、必要な規格 との相互変換や 指定 された送 受信 が 自動

的に実行 され るよ うにな って いる必要 が ある。

④ 組 み込 んだ部品 は、運用 時 に適切な メンテナ ンスが必要 であ る。 このメ ンテナ ンス

機能 も自動化機構1に ふ くまれ ていなけれ ばな らない。

⑤EDIベ ースシステムで障害 が発生す る と、通信 系等 を含ん でい るため、 その対策 は

一般 的に厄介 になる
。 自動 リカバ リー等の対策が理想 的であ るが、中小企 業用 のため、

パ ソコン等 に実装 す るこ とを前提 にすれ ば、 自動 リカバ リーの組み込 みは困難で ある。

そ こで、何 らかの適切な対策が必要であ る。

⑥ 上記の問題 とも関連 して、各種 ログの取得 が重要であ る。 ファイルの送 受信 、 トラ

ンス レー ターの稼働 状況な どの ロギ ングが必須 と思われ る。

⑦EDIベ ースシステム も、何 らかのOS上 で稼働 す る。 この場合、 どの うよ うなOS上

で稼働 させ るこ とを前提 とす るか は、大 きな問題 にな る。最 小のシステム を指向す る

場合、パ ソ コンへの実装 とな るが、最 近 はサーバー用 のOSが 実装 で きるパ ソコンも

あ る。将来 的な発展 を考 えれ ば、例 えパ ソコンで あって も、サーバ ー用 のOS上 に展

開す る方がベ ターで はないか と考 えられ る。なぜ な ら、 自動 化機構 を実装 す る場合、

通常 のパ ソコンOS(ク ライ アン ト用のOS)よ り、サ ーバ ー用OSの 方が適 して い るか

らで ある。
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2.8EDIベ ー ス システム の試 作 と運用 実験

EDIベ ースシステムは新 しい構 想であ る。 この ような構 想 に したが って メイ ンフレー ム

上に実 際の システムを構築 す るの は、 それ程難 しい作業 で はない。 しか し、パ ソコン上で

構築可能 か どうか は、最近 のパ ソコンの発展 を考慮 して も、机上で可能 とは言 えない。 そ

こで、実 際 に試 作 を行 って運用実験 を行 い、実現可能性 を実証す ることが必要 であ る。

そ こで、当 プロジェク トで は実物 に よる運用実験を行 うことに した。 しか し、EDIベ ー

スシステムの機 能は、 まだそれ程 明確化 していないので、暫 定的 な仕様 で試作 を行 わな け

れ ばな らない。平成8年 度 に暫定仕様 の決定方法 も含 め、 当 プロジェ ク トで は以下 に述 べ

る要領 で技術 的実現可能性 に関す る運用実験 を実施 した。

(1)中 小企業EDI研 究委員会の設置

EDIベ ースシステ ムの技術的実現可能性 に関す る運用実験 プロジェ ク ト全体 を とりま

とめ るた め、業界有識者で構成 され る 「中小企業EDI研 究委員会」 を設 置 した(報 告書

冒頭の委員名簿参照)。

(2)運 用 実験 の実施 方法

運用 実験 につ いて は、 それ に必要 なシステ ムの開発 も含 めて、専門 メーカー3社 へ の

再委託実施 とした。

(3)EDIベ ース システムの仕様

もっ とも重要 であ るEDIベ ース システ ムの具体 的 な機 能構成 は、再 委託先 専 門 メー

カー3社 か ら提案 され た ものは、それ ぞれ微妙 に異な るた め、 中小企 業EDI研 究委員会

で審議 し、一本化 す る予定 であ った。 しか し審議の過程 で、EDIベ ースシステ ムは新 し

い提案 で あ り実績が な く、机上で検討す るの は困難で あ るとい う意見 が強 く出たた め、

3社 それ ぞれ の提案 をすべ て実験 し、 その結果 に基づ いて、改 めて最適 なEDIベ ース シ

ステムの具体 的仕様 を定 め るこ とになった。

(4)平 成8年 度の運用 実験 の実施場 所

EDIベ ースシステムの技術 的実現可能性 は、実験 室内の実験 で も可能 であ る。 しか し、

よ り実際的 な実験結果 を得 るため、実験室で はな く、実際 の中小企 業ユーザ ーへ実験 シ

ステム を持 ち込んで実験 を行 った。実験ユ ーザーは、再委託先専 門メーカーの推薦 に基

づ いて、 中小企 業EDI研 究委員会 が選 定 した。表2-3に 、具体 的 な実験 場所 を示す。 ま

た、表2-3内 の東洋電子工業㈱ の導入 システム概要 を図2-8に 示 す。
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表2-3平 成8年 度EDIベ ースシステム評価実験 実施先企 業

モ デ ル 企 業 企 業 規 模
コン ピュータ

利 用 経 験
適用 業 務 パ ー トナ ー 企 業

東 洋 電 子 工 業 ㈱

(受注者)

4500万

240名
経験有

受注処理

納入処理

日 本 ビ ュ ー レ ッ ト ・

パ ッ カ ー ド

(発 注 者)

流 通 卸A社

(受注者) = 経験有 受注処理
関 東 地 区 ス ー パ ー

(発注者)

ア ス テ ィ ㈱

(受注者)

115,600万

660名
経験有 受注処理

松 下 電 器 産 業 ㈱

(発注者)

日本 ビ ュー レ ッ ト ・

パ ッ カ ー ド㈱

自

東陽電子工業㈱
(神奈川工場)

シ ス テ ム

セ ン タ ー VAN

DOS-V

パ ソ コ ン

唯 , 鴫 ,

　 :{叢

二∵ …
図2-8東 洋電子工業㈱ の導入 システム概要

(5)平 成9年 度の運用 実験

平 成8年 度 の運用 実験で、EDIべ ・一・一ス システムの実現可能性 は実証で きた。 そ こで、

平成9年 度 は、このEDIベ ースシ ステムを本 格的 に組 み込 ん だ中小企業 向 けEDIシ ステム

を構築 し、運 用実験 を行 って、総合的 に評価 を行 うことに した。

運用実験 は、専 門 メーカー3社 の協 力(再 委託)を 得 て、中小企 業3社(モ デル ユー

ザ ー)の 場 を借 りて実施 しとした。 それ を、表2-4に 示す。
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表2-4平 成9年 度 の運用実験

モ デ ル 企 業 企 業 規 模
コンピュータ

利 用 経 験
適 用 業 務 パ ー トナ ー 企 業

第 一 機 工 ㈱

(受注者)

約1000万

約100名
経験有

受注処理

納入処理

日 本 電 気 ㈱

(発注者)

武 富 家 具 ㈱

(依頼者)

4500万

188名
経験有

運送依頼他

(物 流)

久 留 米 運 送 ㈱

(受託者)

㈱ ア イ セ コ

(受注者)

5000万

34名
経験有

受注処理

納入処理

㈱ リ コ ー

(発注者)

この運用実験 で使用す るEDIベ ースシステムは、平成8年 度 に提案 され た3種 の仕様 を

同年 度 に実施 した運用実験 結果 に基づ いて修正 した もの にす る予定 であった。 しか し、

EDIベ ースシステムの仕様 は、固定す るよ りもメニ ュー的に機 能仕様 を用意 して おき、

実 際の構 築時 に、必 要 な機 能 をピ ックアップ して組み合 わせ た方が よい とい う結 論 に基

づ き、平成8年 度 の仕様 は修正 せず にその まま とし、 その リス ト内か ら必 要 な機 能仕 様

を ピックアップ して、モデルユーザーそれ ぞれ に導入 す るEDIベ ースを構築 してい る。

(6)平 成10年 度 の運用実験

平成10ま での運用実験 で、EDIベ ースシステムの実現 可能性 と実用 性 は実証 で きた。さ

らに徹底 した評価 を行 うため、平成10年 度に も運用実験 を実施 した。

運用実験 は、専 門 メーカー2社 の協 力(再 委託)を 得 て、中小企業2社(モ デルユ ー

ザー)の 場 を借 りて実施 した。 それ を、表2-5に 示す。

表2-5平 成10年 度の運用実験実施先企業

モ デ ル 企 業 企 業 規 模
コンピュー タ

利 用 経 験
適 用 業務 パ ー トナ ー企 業

シー ・エ フ・デ ー 販 売 ㈱

(発 注 者)

50000万

55名
経験有 発注処理他

マ イ ク ロ ソ フ ト㈱

(受注者)

工事材料販売店

(受注者) = 経験有 受注処理他
電 力 会 社

(発注者)
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2.9オ ブ ジ ェク ト指 向

EDIベ ースシステム による共 通部品化 は、一定の効果が ある ことが確 認で きた。 さらに

効果的な部品化 開発 を しよ うとす るのであれば、EDIベ ー スシステ ム部分以外 の業務処理

システム部分 の部品化が必要で ある。 この部 品は、全業界 共通部 品であ る必要 はな く、特

定業界対応 の共通部品 で十分で ある。

しか し実際 に特定業界対応の共通部品 を開発 しよ うとす る と、様 々な困難 にぶつか る。

流通業界 のPOSレ ジ用 の ソフ トウェアは代表的 な具体例 であ るが、この ような成功例 は稀

で ある。一般 的には、特定業界対応 とい うよ うに応用 場面 を限定 して も、 その仕様 開発は

難 しい と言われて い る。

この方式 に挑戦 して い る我が国 の民間の グルー プ として、 ビジネスオ ブジ ェク ト推進協

議会(CBOP)が あ る。CBOPは 共通部品の仕様 作成 にオ ブジェク ト指向技術 を用 いて いる

のが、最 大の特徴で あ る。 そ こで、 それ ぞれの部 品は共通 オブジェク トとい う。現在、実

際のシステム開発 をモ デルに して検討 して い るが、 ビジネ ス ・プロセスの どの部分 を共通

オ ブジェク トとして定義 す るかで、難 しい問題 にぶつか ってい る。

共通オ ブジェク トが定 義で きな ければ、 すべ てが始 まらない。共通 オブジェ ク トが定義

で きて も、実装時のイ ンタフェースを どの ようにす るか、共通部 品の流通(価 格)な ど難

しい問題が多数あ る。

しか し、現在 もっ とも期待 されてい るア プローチであ り、他 に有効 な手法が見 当た らな

いこともあ り、国際的 にも注 目されてい る。
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第3章 事業実施結果の まとめ

本事業 は、平成5年 度 か ら10年 度 まで6年 間に渡 って事業 を実施 して きたが、中小企業 の情

報化 とEDI導 入 を自営のシ ステ ムで実現す る問題 にっいて、基礎 的検 討が ほぼ終 わったので、

この事業 を完了 させ る ことになった。 そ こで、以下に6年 間の事業成果 について、総括 を行 う。

3.1運 用 実験 の ま とめ

本事業で は、 自営 の コンピュータ ・システムを中小企業 に導入 す る とい う前提 にた ち、

実際 に中小企 業向 けのシステムを構築 し、運用実験 を行 って評価 を して きた。 この評価結

果 につ いて は、第4章2節 を参照 されたい。本節で は、運用 実験 の概 略 を示す。

実際 に構 築 した システムの構 築手法 は、前半3年 間(平 成5年 度 ～7年 度)と 後 半前半3

年 間(平 成8年 度～10年 度)で は異 な り、前半 はパ ッケージ化 に よる開発 コス ト削減、後

半 は部品化 による開発 コス ト削減 を試みた。 どち らの手法 によるシステム も、実現 された

業務処理機能 は同一の レベル にあ り、 どち らの手法の方が安価 になったか は結局 はっ き り

しなかった と言 え る。 さ らに開発 コス トを下 げ るため には、両 方の手法 を組 み合わせ る必

要 があ るか もしれない。

この6年 間で15の モデルユーザー に実験 システムを導入 し、運用 実験 を行 った。 その一

覧 を表3-1に 示す。不明 の1社 を除 きすべ て実用稼 働中であ り、本 事業 の最大 の成果 であ る。

これ らの実験 シス テムをベ ースに した業務処理 システ ム(EDI対 応)が 、正確 な数字 は

不 明であ るが、100シ ステム程度 は中小企業 に導入 され業務 効率化 に貢献 して い る。

モデルユ ーザ ーの業種 は、ほ とん ど製造業で ある。 この理 由は、流 通業界で従来標準 に

代 わ る新標準の検討が 活発 に行 われたため、多 くの企業 が新標準 が リリース され るまで新

規 のシステム導入 を敬遠 したか らであ る。本事業 のモデ ルユーザ ーの大部分 にはCII標 準が

導入 されたが、多 くの製造業界の標 準化が、CIIシ ンタックスルールベー スで実施 され てい

た のが影 響 して い る。特 に電子機器業界の標準化が進 んでいたため、 この業界 に導入 され

た システムが最 もスマー トに構築 され ているの は明 白であ り、中小企 業情報 化EDI化 の大

きな鍵 が業界標 準化で あ ることを証明 して いるように思 われ る。

幸 い にも、近年 、多 くの業界 で業界標準化が積極的 に推進 され てお り、今後 の中小企業

の情報化 やEDI化 の大 きな推進要素 にな るこ とが期待 され る。
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表3-1平 成5年 度～10年 度 までの運用実験 の一覧

年
度 モ デ ル 企 業 企業規模

コ ン ピ ュー タ

経 験
適用業務 パ ー トナー企業 99/3現 在

5

・

6

年

度

和 光 化 学 ㈱

(受注者)

2700万

43名
経験有 受注処理

太 陽 誘 電 ㈱

㈱ 日 立 製 作 所

(発注者)

稼働中

パ ー フ ェ ク トン㈱

(受注者)

1000万

70名
経験無 受注処理

富士通アイソテック㈱

(発注者)
稼働中

ユニオ ンマシナ リ㈱

(受注者)

8200万

200名
経験有 受注処理

松 下 電 池 工 業 ㈱

(発注者)
不 明

7

年

度

㈱ 竹 田精機製 作所

(受注者)

560万

45名
経験有 受注処理

東京エ レク トロ ン㈱

(発注者)
稼働中

杉 本 印 刷 ㈱

(受注者)

1000万

数 名
経験無 受注処理

京 セ ラ ㈱

(発注者)
稼働中

ス ズ モ ト ㈱

(受注者)

3000万

100名
経験有 受注処理

TDK㈱

(発注者)
稼働中

A社

(受注者)

4800万

55名
経験無 受注処理

オ ス ラ ム メ ル コ㈱

(発注者)
稼働中

8

年

度

東 洋 電 子 工 業 ㈱

(受注者)

4500万

240名
経験有

受注処理

納入処理

日本 ビ ュ ー レ ッ ト ・

パ ツ カ ー ド

(発 注 者)

稼働中

流 通 卸A社

(受注者) 二 経験有 受注処理
関 東 地 区 ス ーパ ー

(発注者)
稼働中

ア ス テ ィ ㈱

(受注者)

115,600万

660名
経験有 受注処理

松 下 電 器 産 業 ㈱

(発注者)
稼働中

9

年

度

第 一 機 工 ㈱

(受注者)

約1000万

約100名
経験有

受注処理

納入処理

日 本 電 気 ㈱

(発注者)
稼働中

武 富 家 具 ㈱

(依頼者)

4500万

188名
経験有

運送依頼他

(物 流)

久 留 米 運 送 ㈱

(受託者)
稼働中

㈱ ア イ セ コ

(受注者)

5000万

34名
経験有

受注処理

納入処理

㈱ リ コ ー

(発注者)
稼働中

10

年

度

シ ー ・エ フ ・デー 販 売 ㈱

(発 注 者)

50000万

55名
経験有 発注処理他

マ イ ク ロ ソ フ ト㈱

(受注者)
稼働中

工 事 材 料 販 売 店

(受注者)
= 経験有 受注処理他

電 力 会 社

(発注者)
稼働中
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図3-1和 光 化 学㈱ の導 入 シ ステ ム概 要
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図3-2ス ズモ ト㈱ の導 入システム概 要
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日本 ビ ュ ー レ ッ ト ・

パ ッカ ー ド㈱
東陽電子工業㈱
(神奈川工場)

シ ス テ ム

セ ン タ ー

DOS-V

パ ソ コ ン

∈ 》

∩
1`

u
,

'…噸{叢

i∵(SN)
図3-3東 洋電 子工業㈱ の導入 システム概要

3.2中 小 企業EDIア プ ロー チの ま とめ

6年 間の事業の結果、 以下 の結論 に達 した。

① 中小企業へ 自営のシステムを導入可能

パ ソコンベースのEDI対 応業務処理 システムを中小企業へ導入 す るこ とが可能 であ る

こ とが明確 になった。

② 中小企業でのEDI対 応業務処理 システムの運用可能性

中 小企業でのEDI対 応業務処理 システムの運用 が可能 であ るこ とが明確 にな った。但

しこれ は平常時の こ とで あ り、 シス テム障害時の対応 に問題 があ る他 、製 造業で は対応

力が大 き く、流通業で は対応 力が小 さい とい う問題 も明確 にな った。

例外対応 も含 めれ ば製造業で も流通業で も、 コンピュー タ ・ベ ンダーの支援が なけれ

ばシステムの導入や維持が困難 とい うことにはか わ りはな く、多 くの 中小企業 を効率的

に支援で き る体制が、 コンピュータ ・ベ ンダー側 に必要であ る。

③ 効率 的な普及方法

大手企業 を中心 とした企業 グルー プ全体 を情報化 ・EDI化 す るのが、現状で は最 も効

率的な普及策で ある こともはっき りした。 この方法 は、従来望 ま し くない手法 とされて

いた。か っては、大手企業が提案 しグループ企業(下 請企業が多 い)へ 導入 す るシステ
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ムが、必 ず しも導 入先企 業の実情 に合 ったシステムで はなか った り、大手企業独特 の業

務 処理形 態 に基 づ くプライベ ー ト ・フォーマ ッ トのEDIで あ るケ ースが多か ったか らで

あ る。 そのた め、複 数の大手企業 グルー プへ属 してい る受入企業 では、複数種類 のシス

テムを導入 しなけれ ばな らず、効率化 とは逆 の コス トア ップ要因 になって しまうこ とも

あった。 これ らの問題点 を回避で きる手法を確率 し、積極的 に活用 す るこ とが求 め られ

る。業界標準化 は、有力 な対策 であ る。

④ モデル企業で のEDI導 入満足度

少な くとも、不満 なモデルユーザ ーはない。 しか し、正確 には不明で ある。モ デル企

業 では、実質 的に補助金 で導 入 された結果 になって い るので、全 額 自費で導入 した場合

の満足度 を得 る方法 がない。

⑤ システム導入 コス ト

この事業が実施 された6年 間の間 に、コンピュータ・シ ステムの価格(特 にハ ー ドウェ

ア)は 、激変 した。 以前に比べて圧倒 的に安価 になったハー ドウェア出現 の結果、本事

業 は大成功 した と言 えな くもない。

しか し、ソフ トウェア構築 コス トは未だ解決 してい ない。本 事業で は一定 の成 果が あっ

たが、当初予測 した程 ではなか った。

今後 は、画 期的 なアイデアを導入す ることで、 ソフ トウ ェア構 築 コス トを1桁 下 げ る

努力が必要 であ ろ う。 そのた めには、部 品化 とパ ッケージ化 を巧 みに組 み合 わせ る必要

が ある と考 え る。

⑥ 業界標 準化

EDIに つ いて言 えば、第一 に標 準化 が必要 な ことは既 に常識 で ある。理想論か ら言 え

ば産業界全体 の標 準化が理 想的で あるが、現実的には難 しい ことが よ く知 られてい る。

最近、・多 くの業界 で業界標 準化が推進 されている。業界標 準化 は全体標準化 への第一歩

とい う理屈を付 けるが、 そ うい う建前 とは別 に、業界標 準化 とい う場面 を限定 した標 準

化が、思 った以上 に有効で ある ことに留意す る必要 が あ る。本事業 で も実証 されて い る。

業界標 準化 が進展 して いる業界で は、前述③ の問題 点 を解消 で きる。中小企業 向 けの

ソフ トウェアの価格 逓減 にも大 き く寄与 す る。 中小企 業 に とっては必須 の事項 と考 え る。

尚、業界標 準化 は中小企 業 の業務効率化や情報化 に寄与す るだ けで はな く、大 手企業

の業務 効率化 や情報 化 の高度化 に も寄与す る。
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⑦ 中小企業 の情報化 やEDI化 に対す る意識

本事業 を通 じて はっき りして きた ことは、中小企業 では、情報 化やEDI化 に対す る意

識がそれ程大 き くない とい うこ とであ る。 以前か ら言 われて い るこ とであ るが、意識 の

高い中小企業 は少数 なのが実 態で ある。 そ こで、大手企業 を中心 と した強制導入が有効

とい う結論 にな るが、 この方式 の暗い側面 が表面化 しないよ うに、業界標準化 を積極的

に推進すべ きであ る。

本事業の実施 は、何社 かを情報化 やEDI化 に対す る意識の高 い中小企業 に変革で きた

と考 える。

た だ この6年 間の間 に、EDI化 とい う言葉 が急速 に広 ま り、 「EDI」 とい う言葉 を聞 い

た ことがあ る中小企 業 はか な り増 えた と思 う。 しか し、正 しい理解 に到達 した 中小企業

はほんの僅 か と思われ る。

中小企業 の情報 化やEDI化 が進むた めには、最初 に、中小企 業 の意識の高揚が必要で

ある。 コンピュー タ ・ベ ンダーが どんなに安価 で機 能 に富んだEDI対 応業務 処理 システ

ムを持 ち込 んで も、中小企業側 の意識の高揚がな ければ、 自費で導入す る とは思 えない

か らであ る。中小企 業側 の意識の高揚が なければ、 いつ までた って も、中小企 業の情報

化やEDI化 は補助金 で実施 す る、 とい う状況か ら脱却 で きないであ ろう。

いかに して、中小 企業側 の意識の高揚 を図 るか、 それが今後 の最大の課題 で あろ う。

本事業 では、モデル企業で運用実験 す るこ とによって、現実の情報化 ・EDI化 の状況 を

実像 を見せ るこ とによ り、い くば くかの中小企業(モ デル企 業の仲 間企業)め 意識 の高

揚に貢献 した と考 え る。
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シ ン タ ッ ク ス ル ー ル のJIS化第V部





第1章 目 的

1.1背 景

EDI(ElectronicDataInterchange)は 、1970年 代 に、 米 国 の 運 輸 関 係(陸 運)の 団 体 で

あ るTDCC(TradeDataCoordinateCommittee)に よっ た提 案 され た デ ー タ交 換 シ ス テ ム を

ル ー ツ に して い る。 以 下 に、 そ の提 案 か ら現 在 に至 るEDIの 歴 史 的 経 過 を簡 単 に述 べ る。

1A.1TDCCのEDI(米 国=1970年 代後半)

TDCCの 提 案 した システム は、今 日で い う電子メール に酷似 した もので あ り、EDIと

名付 け られ た。 テ レックスを拡 張発展 させた もので、共通 のデ ータ交換 システム(ネ ッ

トワー ク)と それ に接続 した端 末 とで構成 され る。 このシステ ムは、米 国内の陸上輸 送

に関 わ る伝票 の電子 的交換 に適用 す ることが 目的であった。 当時の陸上輸送 に用 い られ

た伝票 は、複雑 な運賃体系 の影響 で、輸送各社 ごとに異 な り、標 準化 は不可能 であった。

しか し、ネ ッ トワー ク上 の電文 を共通 フォーマ ッ トに し、 かつ多様 なニ ーズに応 え るた

めに、独特 の工夫が あった。 それは、ANSIX12(以 下 、Xl2と 略す。)やEDIFACTの 基

礎 となったセ グメン ト構造 とデー タエ レメン トの可変長化 であ る。

この フォーマ ッ トは、本来、人 間が直接処理 す ることを前提 に してお り、 プ リンター

で出力可能 な文字 のみで構成 されていた。

1.1.2EDIの 実用化 とX12の 制定(米 国:1980年 代前半)

TDCCの 提案 すなわちEDIは 、1970年 代 に実用化 実験 が行 われ、有効で あ るこ とが実

証 された。運輸 業界(陸 運)は 、GE社 な どの協 力を得 て、実用 システ ムを構 築 した。

この システム は、輸 送業者間 の輸送 データ(輸 送 に関わ る事務処理 デ ータ)交 換用 に使

用 され、後 に、TDCCフ ォー マ ッ トあるいはTDCCシ ンタ ックスル ール と呼 ばれ るよう

にな った。当時の米国 内で は郵便事情が悪 く、電子的 な伝票交換 は非常 に効果が あった

と言 う。

一 方
、TDCCシ ンタックスルール に基 づ く電 文は、 コンピュー タで解析 可能で あ る と

い う研究報 告が相次 ぎ、今 日でい うEDI(コ ンピュー タ間 のEDI:自 動処理 のEDI)が

実現 可能 であ るこ とが明確 になった。 その結果、急速 に標準化機 運が盛 り上が り、ANS

X12委 員会 が組織 され、1983年 に米 国標準 として、X12第1バ ー ジ ョンが成 立 した。

一101一



表1-1EDI標 準化 の年表

年 代 日 本 米 国 欧 州

1970年

・鉄鋼業界の項目標準化
・全銀為替交換システムの構築 ・TDCCシ ンタックスルール の 提 案

・TDI規 格の開発

・UN/ECEでTDI規 格 の 正 式

採用
1980年 ・ECで のTEDISプ ロジェクト

・1982年JCA手 順 及 び チェーン

ストア 統 一 フォーマット制 定 ・1983年ANSI .X12

(第1版)制 定

EDI-TDI論 争

1985年 UN/JEDI結 成

・業界VANの 構築活発化 ・1986年ANSI .X12

(第2版)制 定

・1987年EIAJ標 準 の 開 発

・1988年EIAJ標 準 普 及 ・1988年ISO9735(EDIFACT)第1版 発 行

・1988年 米 国 ・欧 州EDIFACTボ ー ド設 置

1990年 ・1990年 日本JRT正 式 参 加 ・1990年JRT開 始

アジアEDIFACTボ ー ド設 置
一(EDIFACT標 準 メ ッセ ー ジ本 格 開 発 開 始(UN/ECE-WP

.4)一

1

・1991年CIIシ ンタ7クスルール 開 発

・1992年CII標 準 確 立 ・1992年EDIFACT移 行 案

・1994年EDIFACT移 行 否 決

,EDIFACT融 合 案

・1996年UN/ECE組 織 変更(WP4か らUN/CEFACTへ)

1・1997年JEDICOS開 発

(EDIFACTベ ー ス,
・1997年 ・1997年

流 通 システム開 発 センター)

・1998年
UN/CEFACTへ の組織変更 と同期 して、UN/EDIFACTメ

ンテナ ンスの合理化を図 るため、地域 ごとのEDIFACTボ ー ドを解 散

し、国 ごとのUN/CEFACTへ の直接参加に変更 された。

・1998年CIIシ ンタックスルール ・1998年 コマースネット・X12ジ ェイ ・1998年XML/EDIグ ル ー プ

aoO開 発 ントグルーブXML/EDI 規格案発表
規格案発表

・1998年UN/CEFACTXML/EDI検 討開始 を決定

ll
・1998年EDIFACT-V4((新)ISO9735第1版 発 行)

・1998年 産 業情報化推進 ・1998年X12/コ マースネット・ジョ ・1998年CENXML/EDIへ の

センター(CII)CII イントグルーブX12ベ ース 要求仕様発表
CIIペ ースXML/EDI XML/EDI提 案発表

規格案発表
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X12は 、TDCCシ ンタ ックスルールの基本構造 を引 き継 いで はい るが、細部 で異 な る

部分が あ り、TDCCシ ンタ ックスルール との互換1生はない。 この規格化で 、シ ンタ ック

スルール と標準 メ ッセ ージを分離 す るとい う画 期的手法が確立 したが、X12第1バ ージ ョ

ンでは標準 メ ッセー ジの開発 が間に合 わず、必 ず しも実用規格 とは言 えない状況で あっ

た。 しか し、標準 メ ッセー ジの開発 は絶え間 な く続 け られ、1986年 には、標 準 メ ッセ ー

ジが充実 したX12第2バ ージ ョンが成立 し、実用規格 として評価 された。X12第2バ 一一ジ ョ

ンが成立 以後、標 準 として採用 す る業界が急速 に増加 し、米 国産業界 はEDI化 時代 を迎

え るとともに、国 内標準化 が急速 に進展 した。

1.1.3欧 州 のTDI規 格(欧 州:1970年 代 後 半 か ら1980年 代 前 半)

1970年 代 後 半 の 米 国 のEDIの 成 功 に刺 激 され た欧 州 で は、 イ ギ リス のSITPRO(Sim-

plificationoflnternationalT亡adePROcedures)が 中 心 に な っ て 、TDI(TradeDatelnter-

change)を 開 発 した 。TDIはTDIシ ン タ ッ クス ル ー ル を ベ ー ス とす るEDIシ ス テ ム の 名

前 で あ り、 そ の ベ ー ス はTDIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル で あ る。TDIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル は

TDCCシ ン タ ッ クス ル ール に酷 似 した規格 で あ るが 、細 部 で は異 な って い る。 また 、X12

とも異 な る規 格 で あ る。

この規 格 は、 イ ギ リスで 普及 し、現 在 で もTRADACOMと して使 用 され て い る。

1.1.4JCA手 順 とJCAの フォー マ ッ ト(日 本:1970年 代 ～1980年 代前半)

我が 国では、1970年 代 に帳票(伝 票)フ ォーマ ッ トの標準化検討 が様 々 な業界 で行 わ

れ たが、 中で も有名 なのは、鉄鋼業界 の帳票項 目標準化 であ る。鉄鋼業界 の標準帳票項

目は、 ただちに高炉 メーカー と商社 間の取引に応用 され た。

一方
、JCA(日 本 チ ェー ンス トア協 会)で は、チェー ンス トア と納 入業者間 の取 引 の

オ ンライ ン化 につ いて検討 し、 これ に必要な共通通信 手順 と共通 データ フォーマ ッ トを、

1982年 に開発 した。 この共通通信 手順 がJCA手1頂(後 にJ手 順 と呼ばれ るよ うになった)

であ り、共通 デー タ フォーマ ッ トがJCAの フォーマ ッ トであ る。現在 で も発注 デー タの

交換 に使用 されてい る。 この時、 チェー ンス トア標準伝 票 も開発 され、以後 、流通 業界

の標準伝票 に発展 して いる。 これ らの業界標準 を用いたシステム は、流通情報 オ ンライ

ンデータ交換 システム と呼ばれ、大手のチェー ンス トアが積極 的 に導入 した。

一103一



1.1.5業 界標準化の進展(日 本:1980年 代 中期)

1985年 の通信 回線 自由化拡大 を契機 に、流通情報 オ ンライ ンデ ータ交換 システ ムは、

チ ェー ンス トア以外 の流通 各業 界 の取 引 に も導 入 され る ようにな り、JCA手 順 とJCA

フォーマ ッ トは、事 実上の 日本の標準(デ ファク トス タンダー ド)に な るかに見 えた。

しか し、チ ェー ンス トア以外 の流通各業界 では、JCA手 順 はその まま用 いた もの のJCA

フォーマ ッ トは、 それ ぞれの システムの事情 に合 わせ て改造 した もの を導 入 したた め、

我が国では、その後暫 くの間 は、個別システム毎 の標準(あ るいはVAN標 準)中 心の世

界 になった。 これ らのシステム は、複数 のユニザー企 業が共 同で構築 した ため、業界VAN

と呼ばれ るようにな り、 その アプ リケーシ ョンの総称 を、オ ンライ ン取引ネ ッ トワーク

あるい は単純 にオンライ ン取 引 と呼ぶ ようになった。現在で は、 これ らも含 めてEDIと

呼んでい る。

これ らのオ ンライ ン取 引ネ ッ トワー クでは、個別 ネ ッ トワー ク(業 界VAN)毎 に規格

が異 なるため、早 くも1980年 代末 には、拡張 に よるネ ッ トワー ク間接続 の問題が発 生 し

た。業界VANは 、一つの業界 に一つ構 築 されたので はな く複数構 築 されたため、それ ら

の相互接続ニーズは大 きかった ものの、 それ らの規格 はそれ ぞれ微妙 に違 っていたので、

そのネ ッ トワー ク間接 続 は通常困難で あった。その結果大 手企 業(特 に、供給側 の企業)

は、ネ ッ トワー ク間接 続の代 わ りに、複数 のネ ッ トワー クに加 盟 しなけれ ばな らない状

況 になった。

1.1.6EIAJ標 準の開発(日 本:1980年 代後 半)

この問題 の解 決 の た め に、一 つ の業 界 に一 つ の標 準 を 目標 と した オ ン ライ ン取 引

(EDI)の 標準化 検討 が、様 々 な業界 で実施 され た。 その代表例 は、1987年 か らEIAJ

(社 日本電子機械工業会)が 検 討 を始 めた電子機器業界の業界標準化で あ る。EIAJで は、

具体 的な方式 として、X12の 導入等 も検 討 した。X12は 、デー タエ レメ ン トの デー タ長

が可変長で あ り、長 さがゼ ロ(す なわ ち省略)も 可能で あるので、柔軟 な標 準 を設計で

きる点 と、 フォーマ ッ トを、デ ータ交換上 の物理的形態 にマ ッピングす るシンタ ックス

ルール と、論理 フォーマ ッ トで あ る標準 メ ッセー ジに分離 されて い る点で、固定 フォー

マ ッ トもよ り革新的で あった。 いわゆ るEDI方 式で ある。

しか し、以下 の理 由で我が国 の情報処理 の実情 には適合 しない との結論 に達 した。

①X12は 、非構 造化 ファイル に適合す るようになってい るが、我が国 の一般 的な通
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信 システ ム(J手 順/全 銀手順)は 構造化 ファイル(レ コー ド型 ファイル)用 で ある。

②X12の デ リミター によるデー タ分離 は、我が 国で は一般 的で はない。将来 のバ イ

ナ リーデー タの活用 を考 え ると、 デー タ長 方式(レ ングス タグ方 式)が 望 ま しい。

少 な くとも、漢字 デー タを考慮 した場合、『*』 はデ リミター として使 えない。

③X12の トランス レーターが入手で きない。

④X12の メ ッセ ージ は、我が国の ビジネス に適合 しなV・ので、別途 、標準 メ ッセ ー

ジを作成 しなければな らない。X12は セ グメ ン ト方式 なので 、手数 がかか る。

そこで、EDI方 式 の新 しい業界標 準 として、働 日本情報処理開発協会 産 業情報 化推進

セ ンター(以 下、推進 セ ンター)と 共 同で、1988年 にEIAJ標 準 を開発 した。EIAJec準

の開発で は、シ ンタックスルール として新た にEIAJシ ンタックスルール(X12.6に 相 当)

を開発 し、電子業界 専用 の標 準メ ッセージ として、EIAJ標 準メ ッセ ージを開発 した。EIAJ

標 準 は1988年 に トライアルが実施 され、1989年 か ら電子機 器業界 に普及 した。

1.1.7国 際標 準化 とEDIFACT(欧 米=1980年 代後半)

米国で のX12制 定後(1983年)、 欧米 では新 たな標 準化 の動 きが活発化 した。米 国で

はX12、 欧州で はTDIと い う規格分裂状態 を解消 し、新 たに統一 国際規格 を制定 し、将

来の取 引の グローバル化 に寄与 しよ うとす るのが、主 な動機 で ある。 この呼 びか けは、

長 年国際貿易 の効 率化 について検 討 して きた国連欧州経済委員会 一貿易拡大 委員会 の貿

易手続簡 素化作 業部会(UN/ECE-WP4:1997年4月 にCEFACTに 改称、以下、CEFACT

と略す。)か ら米 国のX12グ ルー プ対 して行 われ、何 回かの論争 の後 に合意 に達 し、UN-

JEDI(国 連Joint-EDI)が 組織 され た(1985年 頃)。

この プロジ ェク トの最大 の問題点 は、国際標準 としてX12を 採 用す るのかTDIを 採用

す るのか とい う点で あった。結論 として、新 しいシンタ ックスルール を開発 す るこ とで

解 決が図 られ、 開発 グルー プ としてUN-JEDI(UNJointEDI)を 組織 した。

UN-JEDIで は、ただ ちに新 しいシ ンタックスルールの開発 を行 い、これ に 『EDIFACT』

とい う名 を付 けた。EDIFACTは 、1987年 にISOの ファース トトラ ック投票 にか け られ、

賛成多数 でISOの シンタ ックスル ールの規格(ISO9735)と して発行 す る ことが承認 され

た。規格が正式 に発行 したのは、1988年 であ る。

新規格 は、X12と 同様 に、シ ンタ ックスルール と標 準 メ ッセー ジを分 離 した規格 であ

る。標 準 メ ッセ ー ジの開発 には、EDIを 適用す る業務 の知識が必要 なため、情報 処理技
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術者集団であ るUN-JEDIで はで きない。 そ こで、標 準メ ッセージ については、 インボイ

スを欧州の業界 グルー プが、注 文書(パ ーチ ャスオーダー)を 米 国の業界 グル ープが、

それぞれ開発す るこ とにな り、1987年 頃か ら作業が開始 された。

1.1.8UNIEDIFACT標 準 メ ッセ ージ開発 の遅れ とナ ショナル標 準の発展(1990年 ～今 日)

1987年 頃か ら作業 が開始 された標 準メ ッセージ(イ ンボイ ス及び注文書)の 開発 は、

なかなか進 まず、状 況打 開のため1990年4月 に標準 メ ッセージの国際的開発組織 と して

JRT(JointRapPorteurTeam)が 設 置 され、UN-JEDIは 解散 した。 この頃か ら、標準 メ ッ

セージや関連 データコー ドな ど、シ ンタックスルール を除 く規格全体 を、デ ィレク トリー

と呼ぶ ようになった。 さ らに、1990年9月 のJRT(ジ ュネー ブ)で 、CEFACTで 決定 し

推奨す るデ ィレク トリー とISO9735と の組 み合わせ によるEDIを 、UN/EDIFACTと 呼ぶ

ことが決定 され た。以後、EDIFACTはISO9735(シ ンタ ックスルール)だ けを意味す る

ことになった。

JRT設 置 以後、UN/EDIFACT標 準 メ ッセー ジ(UNSM)開 発作 業が精力 的に行 われた

が、作業 は当初の 目標 よ り大 幅 に遅れ、最初 の実用バ ージ ョン とされ る1992年 版が一般

的に入手可能 にな ったの は、1993年 になってか らであ る。 その後 も毎年2回 新バ ージ ョ

ンが発行 されてい る。

このよ うな遅 れ と次 々に出て くる新バー ジ ョンは、実際 にEDIを 導入 しようとしてい

る企業 に とって大 きな負担 とな り、国際的標準化 と切 り離 した国内標準化 が一般化 して

きた。 これ には2つ の流れがあ る。

①EDIFACT,UN,/EDIFACTと は異な る規格 で国 内標準化

米国、 日本な ど

② シ ンタ ックスルールのみEDIFACTを 使 う国 内標準化

欧州、豪州、 アジア諸国 な ど

例 えば、我 が国で は後述す るよ うに、働 日本 情報 処理開発協 会 産 業情報化推進 セ ン

ター(以 下、 当セ ンター)が 、1991年 に国内EDI用 に、EIAJ標 準 を拡張 したCII標 準 を

開発 し1992年 に実用化 した。現在 、表1-2に 示 す ような普及状況 にな ってお り、米 国で

はX12が 広 く普及 している。

欧州では、業界や企 業 ご とのデ ィ レク トリー とEDIFACT(シ ンタックスルール)を 組

み合わせ たEDIが 普及 し始 めて お り、一部 のアジアの地域 で も、独 自のデ ィレク トリー
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とEDIFACTの 組合せ が普及 して い る。

その結 果国際的 には、異 な る規格 を用 いて いる米国、 日本 をは じめ、EDIFACT(シ ン

タックス ルール)を 使 い はじめた欧州、豪州、 アジア諸国間 で も、EDIの 互換性 はな く

なって いる。

1.1.9Cll標 準 の開発 とわが国の公 的標 準化(1990年 ～今 日)

1988年 以後 のUNSM開 発の遅 れ、増大す る業界EDI標 準化ニ ーズを考慮 し、当セ ンター

で は、1991年 に国 内EDI用 として、EIAJ標 準 を拡張 したCII標 準 を開発 した。CII標 準 は、

EIAJ標 準 のEIAJシ ンタックスルールを拡張 したCIIシ ンタ ックスルール を開発 し、業界

ご との標準 メ ッセ ージ と組 み合 わせ て用 いる標 準であ る。例 えば、電子機器業界 では、

既 に開発 され てい るEIAJ標 準 のEIAJ標 準メ ッセージ と組み合 わせ る。現在 までに表1-1

に示す業界 の業界標準 として採用 され、標準 メ ッセージが開発 され てい る。 そ して、1992

年か ら実用使用が始 ま り、わが国のデ ェファク ト標準 として、15以 上 の業界で、実用使

用 されて い る。

1995年 時点で、我が 国に はEDIの 公 的標準 はな く、暗黙 の了解でCII標 準 の活用 が増

加 して いた。 これ に対 し、欧米、 アジア、豪 州各 国で は、 シ ンタックスルールの みな ど

程度の差 はあ るとい うものの、公 的標準 による国内標 準化が推進 されていた。主 な先進

国の なかで、公的標準 とい う拠 り所が一切 ない とい うのは、我 が国だ けであった。

公的標準が なけれ ば標準化 は不可能 ということにはな らないが、合理 的な公 的標準 は、

当然、 ないよ りもあ る方が よい。我が国で も リーズナブル な公 的標 準 を決め るこ とが、

今以上のEDI普 及 に役立つので はないか と考 え られた。
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表1-2CII標 準 の普及状況(平 成11年3月 現在)

西 暦
(和暦)

1992年

(4年)

1993年

(5年)

1994年

(6年)

1995年

(7年)

1996年

(8年)

1997年

(9年)

1998年

(10年) 備考

電子機器

石油化学

鉄 鋼

アルミ業界

建 設

住宅産業

電 力

ガ ス

電 線

電機機器

総合商社

自 動 車

新聞広告

一般広告

ホームセンター

繊 維

パソコン販売

その他流通

物 流

その他業際

注2

注3

注3

`● ● ● ● ● ● ● ●1

,….・.・ ・.

1

`

1

・ ・ ….・ ・ ●

注1)

注2)

注3)

……… 検討 中(検 討) ,
1993年 以後CII標 準へ移行
1992年 まで はEIAJ標 準

トラ イ ア ル, 実用稼働
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1.2目 的

本 プ ロ ジ ェ ク トの 目的 は、EDI用 シ ン タ ックス ル ー ル のJIS化 で あ る。 以 下 に、EDIに 関

わ る規 格 の概 要 、 シ ン タ ッ ク ス ル ー ル をJIS化 す る こ とが 妥 当 な理 由 、及 び 、 そ の 候 補 が

EDIFACT(ISO9735)とCIIシ ン タ ックス ル ー ル に な った 経 緯 等 に つ い て述 べ る。

1.2.1EDIの 規 格

今 日で は、企 業間 でデータ交換 す る場合 に必要 とな る取 決 め(プ ロ トコル)は 、想像

以上 に多 くある ことが認識 され てい る。

それ らを大 き く2つ に分類 した場合、先ず、技術 的取決 め と業務的取決 めに別 れ る。

さ らに、技術的取決 めは、情報 を物理的 に運 ぶ通信上 の取 決 め(情 報 伝達規 約)と 情報

を電子的 に表す方法 の取決 め(情 報表現規約)に 分 ける ことがで き、業務 的取決 め はEDI

化業務処理手順(業 務運用規約)とEDI取 引の基本原則(業 務 モデル:取 引基 本規約)

に分 け るこ とがで きる。 これ らは表1-3の ような階層 と して表 す こ とがで き るこ とは、

今 日、一般的 に知 られ ることになってい る。

(1)情 報 伝達規 約

これ は、通信 シ ステ ムの規 格で あ り、通信 プロ トコル とも言 われ る。 コ ンピ ュー

タ ・レベルで、ユ ーザ ー情報 を単純な ビッ ト列 と見 な して、物理 的伝送 を行 うた めに

必要 な規格 であ る。我が国で は、J手 順 ・全銀手順が、 デ ファク ト標 準 として普 及 して

い る。 イ ンターネ ッ トな どで使用 され る電子 メールや ファイル転送 手順(FTP)も こ

れ に該 当す る。

表1-3EDI規 格の構造

運用上の規格

取引基本規約

業務運用規約

技術 的規格

情報 表現規約

(ビ ジネス プロ トコル)

情報伝達規約

(通信 プロ トコル)
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(2)情 報表現規約

一般的 にビジネス プロ トコル と呼ばれてい る
。業務処理上、取 引相手 と交換 す る書

類 を電子的 に表 す場合 の規格 であ る。書類 は、文字 だけの場合 もあれば、 図形等 の場

合 もあ る。典型例 は業務処理伝 票であ るが、書類=伝 票 とい う認識 は誤解 であ る。伝

票 は、 ここで言 う書類 の一部 の要素 に過 ぎない。

(3)業 務運用規約

EDI化 業務で は、従来 のカス タマー、サ プライヤー等の取 引担当者 に、 システム運

用担 当者が加 わって実施 され る。 双方 が連携 して業務処理 を行 うことが必須条件 であ

り、 これ に関す る取決 めであ る。 したがって、 システム担 当者用 のシステム運用 と取

引担 当者用 の業務処理運用 が存在 す る。

システム運用 に関す る具体例 は、 システムの運転時 間(営 業 時間)、 土 日等 の休 日

の扱 い、事故 時(障 害発生 時)の 処置 、その他 の例外運用等 であ る。業務処理運用 の

具体例 は、取 引担当者用 の具体 的な注文 の仕方や受注処理 の仕 方等で あ る(EDI化 業

務処理手順 は、書類 に よる業務 処理 手順 とは異な る)。

(4)取 引基本規約

EDI化 業務処理 の原則論 に関す る取決 めで ある。具体的 な要素 として、 ビジネスモ

デル、関係法制度 な どがあ る。

ビジネ スモデル はビジネス シナ リオ とも言われ、取 引の流 れをモデル化 した もので

あ る。実際の取 引は、その時々の状況 によって千変万化 す るので、すべて を具体 的 に

取決 め るの は困難 であ り、 抽象化(モ デル化)し た流 れで取 決め るのが一般的で ある。

抽象化 した流 れは、すなわち商慣行で ある。

取 引基本規約 の要 素 は、EDI化 の範 囲、EDI化 業務 の流れ、回線 費用 な どEDIに 必

要 な費用 の負担方法、事故時 の責任範 囲、損害発 生時の賠償責任等 があ り、EDI契 約

として、EDI当 事者間で具体化 す る。

1.2.2標 準化 の現状

EDIを 実施す るため には、取 引当事者 間で、先 に述 べた4分 野 の取 決めが必要であ る。そ

れ らの取決 めが標 準化 されていれ ば、便利で ある ことは疑 う余地が な く、 これ まで長 年

に渡 って、標準化の努力が成 されて きてい る。 その過程で、EDI規 格 の標準化 を主 な 目

的 とす る組織 も誕生 し、今 日で は組織 的検討が 中心的 になってい る。 以下 では、それ ら
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の組織 を 『EDI標 準化 グルー プ』 と呼ぶ ことにす る。

通信 プロ トコル(情 報伝達規約)の 標 準規格 は、公的規格 ・業界規格 な どが多数存在

す る他 、現在で も新 しい標準規格の検 討が行 われて お り、 これ に関係 す る組織 も非常 に

多 い。EDI標 準化 グルー プで は、 これ らの検討結果 の採用 を前 提 にす るのが一般 的なの

で、 これ以上触れ ない ことにす る。

ビジネス プロ トコル(情 報表現規約)は 、EDI標 準化 グルー プでの標 準化検討 の主 な

目的であ り、通常EDI標 準 と言 えば、 この分野 を指 して いる。1980年 代 には、 この分野

の技術 的革新 が あ り、現代 のEDI標 準のベースになってい る。 それ は、可変長 フォーマ ッ

トの開発 であ り、その体系 をベースに具現化 した標準 の一つがANSIX12やUN/EDIFACT

であ り、いつれ も公 的標準 になっている。CII標 準 は、それ らの可変長 フォーマ ッ トを発

展 させ る とともに単純化 した体 系 と位置づ け られ るが、 まだ、公的標準 にはなっていな

い 。

業務運用規約 にっいては、我 が国のある業界 か らガイ ドライ ンが発行 されて い るが、

国際的 には未知 の分野 であ り、標準化 の対象 としては考 え られ て いない。 また標 準化 す

るに して も、概略標準 にな ることが予想 され、 その ような ものが、 どれほ どの実用 的価

値 を持つか疑問 の残 る分野 で もあ る。

取 引基 本規約 にっ いて も同様で、 ビジネスモデルその もので はな く、記述 方法の標 準

化 が指 向 されて いる ようで あ る。

以上 の ように、実用的価値が期待 で きる標準化分野 は、通信 プ ロ トコル とビジネス プ

ロ トコルであ り、EDI標 準化 グループの興 味の中心 はビジネス プロ トコル になる。

1.2.3ビ ジネ スプロ トコル(情 報表現規 約)

この分野 では、1980年 代 に技術 的革新が あ り、基本 ベースが変 わってい る。 ここでは、

それ以前 の方式 を従来 方式、新 しい方式 をEDI方 式 と呼ぶ ことにす る。

(1)ビ ジネ スプ ロ トコルの要素(従 来方式)

か って、 ビジネ ス プロ トコルの要素 はコー ド・フォーマ ッ トで ある と言 われ た。具

体 的 には、 コー ドとはデー タコー ドの ことであ り、 フォーマ ッ トとは、 レコー ドレイ

ア ウ トの こ とで あった。 日本 チェーンス トア協会や全銀協 の標 準 はこの方式で構 築 さ

れてい る。
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(2)デ ータエ レメン トとデー タ コー ドの分離

あ るデータエ レメン トの値 が コー ドで ある とすれば、専用 のデー タコー ド表が ある

とい うのが常識的で あるが、実際 にはデータエ レメン トは標 準化 で きて もデー タコー

ド表 は標準化で きないケー ス も多 い。 データエ レメン トの値 が コー ドでな けれ ば専用

のデー タコー ドは存在 しない こ とになる。 「企業 コー ド」等 の標準 デー タ コー ドは、

「発注者」 とい うデ ータエ レメン トに も 「受注者」 とい うデー タエ レメン トに も使 え

る。 すなわち、デー タエ レメン トとデータコー ドは、互 い に独立 した要素で あ るとい

うこ とにな る。

今 日では、 データエ レメン トとデータ コー ドは別の要素 として認識 され てい る。

(3)可 変長 データエ レメ ン ト

従 来方式 では、デー タエ レメ ン トは固定長 であ り、その長 さを決定す る ことは、EDI

標 準化 グループの最大 の悩 みで あった。 これが可変長で あれ ば、広範 囲の標準化が可

能 になるこ とは明 らかであ り、 これを最初 に実現 したのはTDCCフ ォーマ ッ トであ る。

その発展 型であ るANSIX12で 完成 した。可変長形 式で の技術 的課題 は、デ ータエ レ

メ ン トの長 さを どの よ うに表 すか とい うことで ある。X12で は、分離記号 を用 いて実

現 して いる。EDIEACTも 同様 であ る。

分離記号方式の欠点は、バ イナ リデー タや暗号化 されたデー タな ど、分 離記号 自体

をデータエ レメン トの値 として用 い る時 に特別 な工夫 がい るこ とで ある。 この欠点 を

解消す るために、CIIシ ンタ ックスルールで は、長 さを表す タ グ(レ ングスタグ)を 用

いて可変長 を実現 して いる。

(4)可 変 レイアウ ト

EDIで は、業務 上の意 味があ るま とまった交換単位 をメ ッセージ と呼ぶ。直観的 に

は、1枚 の伝票 に対応 す るもので あ る。 メ ッセ ージを電子 デー タで表す場合、通常 は、

1メ ッセージを1レ コー ド(構 造化 フ ァイル におけるレコー ド)に 対応 させ るが、複数

の レコー ドで1メ ッセージを表 す こ ともあ る。

従 来方式では レコー ド長 は固定 であ り、デー タエ レメン トの位置 は、 レコー ド内 に

お いて固定 していた。 その結 果、EDI標 準化 グルー プは、あ るメ ッセ ージ をレコー ド

にマ ッピングす る場合、 レコー ドの中 に、 どの ようなデー タエ レメン トを何処 に並べ

るかで、いつ も悩 んで いた。 これが解 消 されれば、広範 囲の標 準化 が可能 になる こと

は明 らかであ り、部分 的ではあ るが、 これ も最初 に実現 したの はTDCCフ ォー マ ッ ト
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であ り、 その発展 型であ るX12で 洗練 され た。

X12で は、 デー タセ グメン トとい う構 造 を導入 し、一つ のメ ッセージ を複数 のデー

タセ グメ ン トで構成 した。米国で は、 ファイルをデー タセ ッ トと呼ぶ ので、デー タセ

グメ ン トは レコー ドに対応 す る。す なわち、1メ ッセ ージ を複数 レコー ドで構成 す る

ように したのであ る。デー タエ レメン トは可変長 に したた め、 このデー タセ グメ ン ト

も可変長 にな り、 さ らに、セ グメン トタグ と呼ばれ る標 識 を付 け ることで、省 略 をも

可能 に した。 この結果、必要 なデー タセグメン トを集 めて メ ッセ ージを構成 す る とい

う方式 が完成 した(EDIEACTも 同様)。 この ようにすれ ば、標 準 メ ッセ ージは多 くの

データエ レメ ン トを持 った長 大な もので も、必要 なデー タエ レメ ン トだけを使 えば よ

いので、実 際のメ ッセー ジは十分実用 的な短 いもの になる。標準 メ ッセ ージに多 くの

データエ レメ ン トを持たせれば、 それだけ標準のカバ ー範 囲を広 す ることがで きる。

この構造 を もっ と発展 させたのがCIIシ ンタックスルールで、業務処理 がメ ッセー ジ

に要 求す る機能 を極 限 まで抽象化 すれば、 メッセージ はデ ータエ レメン トの単純 な集

合で あ るべ き とい う発想 に基づ き、個々のデー タエ レメ ン トにタグ(デ ータタグ)を

付 け るこ とで、必 要なデー タエ レメ ン トを集 めてメ ッセー ジを構成 す る構 造 になって

いる。

(5)EDI方 式規格 の表現方法(シ ンタックス ルール(構 文規則)と 標準 メ ッセー ジの分

離)

可変長 ・可変 レイア ウ トの フォーマ ッ トは、あ る特定 の交換時の特定 の レコー ドは、

固定的 に フォーマ ッ トが決 まるものの、 その瞬間 しか その フォーマ ッ トは存在 しない。

そ こで、可 変長 デー タエ レメ ン トは、COBOL言 語 にお け る変数定 義 と似 た記述 法が

導入 され た(CIIシ ンタックスルールで は、COBOL記 述 とほぼ同 じ)。

一方
、可変 レイア ウ トは同言語 の構造体 の ような記述法 を用 いて も、実体 と同 じ記

述 はで きない。 そ こで、標準 メ ッセー ジ とい う記述 法が採用 された。可変 レイ アウ ト

では、必要 な構成要素 を集 めて メ ッセージを構成 す る ようになってい るが、逆 に、 あ

る特定 の メ ッセー ジに含 め ることがで きる構成要素 を ことご とく記述 したのが、標 準

メ ッセー ジで ある。

標準 メ ッセー ジは、実 際のデー タ交換で用 いるメ ッセ ー ジ構造で はない。実際のデー

タ交換 で は、多数 の構成 要素が省略 され るか らであ る。 この結果 、標 準メ ッセー ジは

論理 的 に しか存在 しないフォー マ ッ トとな り、従来方 式 の 「レコー ドレイ アウ ト=物
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理的実体」 とい う常識が成立 しな くなった。

シ ンタックスル ール は、 この論理的 フォーマ ッ トを物理的実体 に写像す るた めの規

則 として独立 した。

(6)ビ ジネスプロ トコルの要素(EDI方 式)

CII標 準では、下記 の4種 を ビジネス プロ トコルの要素 としてい る。

① シ ンタックスルール

② 標準 メ ッセ ージ

③ デー タエ レメ ン ト

④ デー タコー ド

X12やEDIFACTで は、この他 に、デー タセ グメ ン ト(EDIFACTで はセ グメン トグルー

プやセ クシ ョンもある)や 複 合デー タエ レメン トもあ るが、

・データセ グメン トはシ ンタ ックスル ールのサ ブ構 造であ る。

・複合 データエ レメン トはデータエ レメン トの変形 で ある。

と考 えられ、上記4種 が ビジネスプ ロ トコルの基本要素 と考 え られ る。

EDI方 式の標 準は、 これ らの要素 の記述 で構成 されてい る。

1.2.4標 準化の対象 となる規格

以上述べた ように、EDI標 準化 グルー プの興味の中心 は、 ビジネス プロ トコルで あ り、

それ はまたユーザ ーの要望 で もあ る。

既 に、米国で は、X12と い う公 的規格 に ま とめ られ てお り、国際規格 として もISO9735

(EDIFACT:シ ンタックスルール)が ま とめ られてい る。我が国で も、 ビジネ スプロ ト

コルの公 的規格化 は、歓迎 され るもの と確信 す る。

ただ し、X12の ように、 ビジネ スプ ロ トコル の4つ の要素のすべ ての公 的規格化 が求

め られてい るのか と言 えば、必ず しもそ うとは言 えない。シ ンタ ックスル ールを除 く標

準 メッセージや デー タエ レメン トな どは、業界特性 の反映が大 きい上 に、 ビジネスの変

化 に伴 って頻繁 に変化 す る特性が あ り、産業界全体 で固定的 に標準化 す るの は難 しいか

らで ある。 さらに、我が国のJIS化 の手続 き と米 国のX12化 の手続 きはかな り異な ってお

り、X12で 可能 なのだか らJIS化 も可能 とい う論理 は成 り立たない。

その一方で、シ ンタックスルール はコンピュー タ技術(ソ フ トウェア)の 規格で あ り、

その変更 は皆無 ではない ものの、他 に比べれ ば圧倒的 に少ない。 また、業界特性 の影響
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も僅 かであ り、JIS化 に向いてい る。

以上の理 由で、以前か らシンタ ックスルールのJIS化 は、多 くの産業界か ら要望 されて

いた もので ある。

次 に、具体的 に どの規格 をJIS化 す るか とい う問題で ある。JIS化 で取 り上 げる規格 は、

一般 的 には以下 になる
。

① 国際標 準(ISO)も しくは国際的に普及が進 んでい る規格

② 我が国国 内にお いて広 く普及 してお り、業界がJIS化 を望 む規格

③ これか ら普及が期待で き、JIS化 がそれ に役立つ規格

当 プロジェク トで は、最初 にEDIFACT(ISO9735)をJIS化 の対象 として取 り上 げた。

今 回JIS化 の対象 とす るの は、EDIFACTの バ ージ ョン4で あ る。EDIFACTバ ージ ョン4

は、16bit文 字へ の対応 を始 め、バ イナ リーデ ータのサ ポー トな ど、JIS規 格 に相応 しい

規格 にな ったか らで ある。 また、国際EDIへ の適用が始 まってお り、この面か らもJIS化

す る必要 があ る。但 し、バージ ョン4へ の改定 は難航 し、予定 よ り2年 遅れ た。 したが っ

て、本 プロジ ェク トも2年 遅れ の作業 を行 い、1998年 末 までに、JIS原 案 を完成 させ た。

次 に、CIIシ ンタ ックスルールのJIS化 を取 り上げた。最近 の普及拡大 が急速で、既 に

多 くの業界 の業界標 準 として採用 され、導入企業 も多 く、以前か ら、産業界 がJIS化 を望

む規格 であったか らであ る。致命 的な技術的欠陥 も特 に無 く、効率 が よ く操作性がす ぐ

れ てい るのが評価 された と、考 え ることがで きる。 これ につ いて も、1998年 末 まで に、

JIS原 案 を完成 させ た。CIIシ ンタ ックスルール のJIS化 は、産業界 か ら歓迎 され ると考 え

る。

この ように、2つ のシ ンタックスルールのJIS化 を提案 す るこ とにつ いては、か な り異

論 もあ る。規格 は一 つでなけれ ば運用で混乱す るとい う考 え方 があ るた めだが、理想的

な規格が開発で きれ るのであれ ば、規格 を一つ に絞 り、無用 な混乱 を避 けなけれ ばな ら

ないこ とは、 当然で あ る。

しか し現実 には、 われわれ の持 ち合わせてい る技術 で は、完全 な規格 を開発で きない。

どの規 格 も妥協 の結果 として開発 されてお り、 それぞれ問題 点 を抱 えてい る。 この よ う

な状況 で は、一つの規格で全体 をカバーす るのは困難 と言 わ ざ るを得 ない。無理 に一つ

の規格 で全体 をカバ ー しようとすれ ば、無用 な摩擦が発 生 し、か えって混 乱す る。む し

ろ、必要最小 限の範 囲で複数の規格 を定 めて、カバーで きる範 囲 を広 げ る方が、合理 的

であ る。
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今年度 は、これ ら2つ の原案 をJIS化 す るのが、最大 の課題 であ った。 さ らに、関係各

方面 に対 して、2つ の原案 をJIS化 す る理 由について十分 な説 明 を行 い理解 を得 るこ とや、

合理 的 に使 う方法 を明確 に して い く必要 があった。

図1-2は 、複数 のEDI規 格 を用 い るときに合 理的なシス テムの構 築方法 で あ る。 この

ようなシステム は実際 に構 築 されてお り実績 もあるので、規格 の複数化が起 きて も致命

的な障害 にな るわけで はない。但 し、規格 がn種 類 になった ら、 これで も対応 で きない。

標 準化 に とって重要 なのは、規格 の種類 を対応可能 な範 囲 に絞 り込 む ことであ る。

(一

存 のED1体 系

ペート・フォーマパn種)

送 受 信

ファイル

既存 ネ ッ トn種

11標

用VA卜

ユ

ー

ザ

ー

業

務

処

理

シ

ス

テ

ム

現在の
編集シ
ステム

送 受 信

ファイル

n種

EDl

|

n=Max100程 度

フラヲトファイル

Cll

対応編

集シス弘

《,

(
)

く,

)

う

Cl1

トランスレー

ター

鴫,

∈ 〉

用 ネ ッ

インターネット)

/EDIFAT

用VA

e,

〈 〉

変換 デ
ーブル

EDIFAC

T対 応

編集 シ
ステム

(
)

∈
)
EDl

EDIFAC

Tト ランス

レーター

送 受 信

ファイル変換デ
ーブル

フラットファイル

図1-2複 数EDI規 格対応システム例

一117一



第2章 実施体制及 び実施経過

本章で は、今年度(1998年 度)の 実施体制及 び主 な作業項 目であ る 「シンタ ックスル ールの

JIS化 手続 き」の経過 について述べ る。 同 じ く、今年度 に実施 したEDIの セ キュ リティ機能 の検

討結果 について は、第3章 に示 す。

2.11998年 度 の実施体 制

今年度 も昨年度 に引き続 き、学識者、業界有識者及 び情報 処理専門家で構成 され る電子

データ交換標準化調査研究 委員会 を設置 して、検 討 を行 った。 尚、具体 的 な作業 は、2つ

の分科会 を設 置 して行 った。

図2-1委 員会体制

2.21998年 度 の実施 経過

(1)委 員会 ・分科会開催経過

今年度 は、下記 に示す ように委 員会 ・分科会 を開催 し、必 要な検 討 を行 った。 また、

EDIの セキ ュリティ機 能 につい ては、第2分 科会(EDIネ ッ トワー ク研究分科会)メ ンバ ー

の持 ち帰 りで、検討 を行 った。

1998年6月5日

7月3日

7月30日

10月2日

1999年 度 第1回 電子データ交換標準化調査研究委員会

第2回 電子データ交換標準化調査研究委員会

第1回 交換 フォーマット研究分科会

第3回 電子データ交換標準化調査研究委員会

一118一



10月16日

12月4日

12月15日

12月16日

1999年1月19日

1月27日

2月5日

2月17日

2月24日

3月17日

3月18日

(2)実 施 内容

第2回 交換 フォーマ ッ ト研 究分科会

第4回 電子 データ交換標 準化調査研 究委員会

第1回EDIネ ッ トワー ク研究分科会

第3回 交換 フォーマ ッ ト研究分科会

第2回EDIネ ッ トワー ク研 究分科会

第4回 交換 フォーマ ッ ト研究分科会

第5回 電子 データ交換 標準化調査研 究委員会

第3回EDIネ ッ トワー ク研究分科会

第5回 交換 フォーマ ッ ト研究分科会

第4回EDIネ ッ トワー ク研究分科会

第6回 電子 データ交換 標準化調査研 究委員会

今年度 は、昨年度(1997年 度)末 まで に作成 したEDI用 シ ンタ ックスル ール のJIS原

案 であ るEDIFACT-V4(パ ー ト1～3及 びパ ー ト8)及 びCIIシ ンタ ックスル ール(パ ー

ト1～3)をJIS化 す るための手続 きを行 った。

すなわち、これ らの2つ の原案 を1998年9月 のJIS用 語委 員会 に提 出 して審査 を受 けた。

その結果指摘 のあった一部用語 の修正 を行 い、1998年12月 の 日本工業標準調 査会情報部

会 にJIS原 案 として提 出 した。審議の結 果、JIS化 す るこ とが承認 され、1999年4月 に、

正式 にJIS化 す るこ とが決定 した。

2.3EDIFACT及 びCIIシ ンタ ックス ルール 採択理 由

1995年 か らEDI用 シ ンタックスルールのJIS化 を目標 とした工業技術院の 「電 子デ ータ交

換標 準化調 査研 究(以 下、本検討)」 が実施 された。 この検 討 は、わが国のEDIの 公 的標準

を明確化 し、海外へ も広 く告知す ることや、相互運用性が最優先 の課題 であ るEDIに 関 わ

る規格 を、長期 的 に安 定 させ るのが 目標 であ る。

本検討 では、JIS化 の候補 として、

①ANSI-X12(バ ー ジ ョン3)

②EDIFACT(ISO9735-V4)

③CIIシ ンタ ックスルール(3.00)
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を取 り上 げたが、② と③ に絞 って詳 細 に検 討 した結果、この両規格 をJIS化 す る ことに決定

し、1998年3月 にJIS原 案 を作成 した。 その理 由は次 に よる。

①ANSI-X12、EDIFACT及 びCIIシ ンタ ックスルールのすべて に対応で きるスーパ ー ト

ランス レー タも販売 されて い る。 したが って、複数の規格 を定 める ことに よる実害が

ないこ と。

② 本 検討 は、新規 にEDI用 シ ンタ ックスルール を開発す るので はな く、既 に普及 して

いるEDI用 シンタ ックスルール をJIS化 す ることで ある。 この とき、複数 の規格が普及

してい る場合 は、 どれ を候 補 にす るかが大 きな問題 になる。

しか し、EDIFACTとCIIシ ンタ ックスルールを厳 密に比較 して も、候 補 を決 め るの

に必要 な決定 的優劣 を見つ け ることがで きない。 甲乙つ け難 い複数の規格 の中か ら強

引 に一つ を選 び他 を排除 して も、結果 と して排除 された規格 の利用者 を、救済 す るこ

とがで きない。

③ 標 準 を絞 るよ りも、複数 の規格 を定 め、利用者 の選択の幅 を広 げ るように した方が、

より合理的な規格 の普及 に貢献 す るこ と。

尚、本検討で は、ANSI-x12のJIS化 も真剣 に検 討 したが、我 が国での使用が極 めて少な

い ことと、今後 の利用拡大計画 も見 当た らない ことか ら、対象外 とした。

(1)EDIFACT(ISO9735)採 択 理 由

①EDIFACT(ISO9735)は 国際標準 であ り、既 に利用者 が存在 し、普及過程 にあ るこ

と。

② 国際協調の観点か ら、EDIFACTのJIS化 が必要 な こ と。海外企 業か ら我 が国企 業 に

対 してEDIFACTベ ースのEDIが 要求 され るこ とがあ り、それ は尊重 しな けれ ばな らな

い こと。

③ 日本国税関では、2000年 にUN/EDIFACTベ ースのEDIの 導入 を予定 してお り、又、

(肋流 通 シ ス テ ム 開 発 セ ン タ ー で は1995年 か ら、流 通EDI標 準 と してJEDICOS

(UN/EDIFACT-EANCOMベ ー ス)の 開発 ・普及 を行 って いるこ と。

④1994年 以後、ISO9735の 抜 本見直 しが本格的 に開始 され、 その中 にマル チバ イ ト文

字 の拡張仕様 も盛 り込 まれた こ と(1998.10に 今 回のJIS化 対 象が発行)。

(2)CIIシ ンタ ックスルール採択理 由

① 海外 でCIIシ ンタ ックスル ールを評価 す る声 も多 く、既 に国際的規格 になってい るこ

と。既 に国際的な普及 も始 まって いる。例 えば、1998年12月 か ら稼働開始 した。 日本
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一タイ国間 の国際EDIに 導入 されて いる他
、韓国 内のローカルEDIへ の導 入例 が あ る。

将来 のISO化 も視野 に入れ る必要があ る。

② 仮 に国内使用 に留 まる として も、国際的 な認知 が必 要な こ と。

③ 他 のISO規 格(例 、DIS15434)で 、CIIシ ンタックスルールがANSLXI2等 と並列 し

て 引用 され てい るこ と。

④ 本検討 に参加 した多 くのEDI利 用者業界の代表が、業界 の総 意 として、EDIFACTの

JIS化 とともにCIIシ ンタ ックスルールのJIS化 を要望 してい るこ と。

⑤CIIベ ースのEDI標 準 は、既 に20に 近 い業界で多 くの資産 が あ り、 これ を生 かす こ

とは、我が 国の産 業界の情報化促進 に とって必須 事項 で ある こと。

⑥CIIト ランス レー タは、既 に、 内外 の14社 以上の専 門メーカか ら販売 され てお り、

一部 の中小 ソフ トハ ウスに とっては
、 メイ ンの製品 にな って いる こと。

⑦CIIベ ースのEDIは 、我が国 の主 な汎用VANの サポー ト・サ ー ビス(CII-EDIサ ー ビ

ス)品 目になってい ること。

⑧ 仮 に、CIIシ ンタ ックスルール をJIS化 の対象外 にす る と、CII標 準 導入業界で は既 に

使用 して いるCII標 準が使 えな くな るので、新 しいJIS規 格(EDIFACT)に 移 行 しな け

れば な らない とい う誤解が発生す る可能性があ る。CII標準 を導入 したため に解 決 に手

間の掛か る問題 を抱 え込 んだ ので あれば、新標準への移 行 も妥当で あるが、単 にJIS化

されたか され なか ったか の違 いで、新規 の大投資が必要 にな る とい うので あれ ば、 こ

れは無駄 で ある。

CIIシ ンタ ックスルールをJIS化 す ることで、以上の よ うな混乱 を回避 す る こ とが で

きる。

参1)JIS化 は、ISO9735(V4)及 びCIIシ ンタックスルール300を 対象 とす るが、それ ぞれ の

規格 の安全保護機 能 は除 いて いる。

ISO9735(V4)の 安全保護機能 は、 まだ、最終規格 として発行 して いない こ とと、CII

シンタ ックスルール300の 安全保護機能 は、使用実績 がない こ とが理 由で あ る。

尚、EDIの 安全保 護 を、通信 レベルで行 うか、EDIシ ンタ ックス レベルで行 うか、 あ

るいはア プ リケー シ ョン レベルで行 うかは、議論 のあ る部分 であ る。

参2)米 国で は、X12移 行 グルー プが結成 され、1993年 に、X12か らEDIFACTへ の移行計画

案が発表 され た。 この提案 は、1994年10月 に業界投票(DISA)に か け られ否決 された。

1997年 に再投 票の予定 であったが投票 は行われず、EDIFACTへ 移行す るか ど うか及 び移
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行方法 は、企業 それ ぞれ の裁量 に任 された。X12移 行 グルー プは初期 の 目的を達成 した

として、解散 す るか どうか検 討 されてい る。

参3)現 在、XML/EDIへ の期待感 が国際的に高 まってお り、欧米 で は活発 な検討が続 いてい

る。我 が国で も、当セ ンターで、XML/EDIの 規格案 を発表 して い る。 この案 をCIIベ ー

スXML/EDIと 言 う。XML/EDIは 、CII標 準 との類似性 が非常 に大 きいため、CII標 準 の

資産(標 準 メ ッセージ,ス ペシ フィックデー タ要素)を 、ほ とん ど無駄 な く転用 で き る。

参4)欧 州で はUN/EDIFACTベ ースXML/EDI、 米 国ではX12ベ ースXML/EDIが 検討 されてい

る。UN/EDIEACT及 びANSI-X12は 、XML/EDIと の相性 が悪 いた め、難 しい検討 が行 わ

れて いる。

どち らの プロジェク トで も、現行EDIの 資産(標 準 メ ッセ ージ)を 生かす とい う意味

で、○○ベース とい う名称 を用 いて いる。

参5)欧 州(CEN)で は、1996年 に、UN/EDIFACTは 難 しす ぎて中小企業 のEDIに は適用 困

難 とい う結論 に達 し、簡易化 を念 頭 に、Light-EDIの 開発 を開始 した。イ ギ リスで は、

UN/EDIFACTベ ースのシンプルEDIの 提案 を発表 した。

Light-EDIは 、現在、XML/EDIの 開発 に変 わってい る。 シンプルEDIは 、UN/CEFACT

のプロジェク トにな り、UN/EDIFACTベ ースXML/EDI開 発 に変化 して い る。

参6)我 が国で は、中小企業 に もCIIベ ースEDIが 普及 してい る。 ただ し、CIIト ランス レー

タの価格(パ ソコン用 で10万 円程 度)は 、さ らに引 き下 げ る必要 があ る と産 業界か ら指

摘 されてい る。勘 日本情報 処理 開発協会 産 業情報化 推進 セ ンターで は、供給 メー カの

努力 を促す、CIIシ ンタ ックスル ールの規格 バージ ョンア ップを今後 は止 め る、小規模企

業 以下 には、CIIベ ースXML/EDIの 導入を進 めるな どの対応策 を検 討 してい る。

参7)CIIベ ース鉄鋼標 準が、 日本 一 タイ国間 の国際EDIに 初導入 され、1998年12月 か ら実

用稼働 してい る。1998年11月 に はタイ国政府 に、このプロジェ ク ト内容 について説 明が

行われた。 タイ国では、始 めて の本格 的EDIの 導入 として、政府 関係者 もその成 果 に注

目 して いる。

鉄鋼業界で は、現在、 日本 一韓 国間の国際EDIへ の導入 も検討 してい る。
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2.4EDIFACTとCllシ ンタ ック スルー ル との相 違点

以下 に、EDIFACTとCIIシ ンタ ックスルール との主 な違 いを示 す。

(1)ス ペ シフィ ックデ ータ要素 とジェネ リックデータ要 素

CIIシ ンタ ックスルール(以 下、CII)は スペシフィックデー タ要素 を構成の基本 と し、

ISO9735(以 下、EDIEACT)は ジェネ リックデー タ要素 を構成 の基本 として いる。

スペシ フィックデー タ要素 とは、ISO11179で 定義 され るデ ータ要素で あ り、通 常の シ

ステム設計 で用 い るデー タ要素 であ る。

ジェネ リックデー タ要 素 は、EDIFACT独 特 のデータ要 素で、EDIEACTメ ッセー ジ設

計ガ イ ドライ ンで も明確 な定義 はな く、経験的 に設計 されて いる。外観的 には、 スペ シ

フィックデー タ要素 を抽象的な複 数のデータ要素に分解 し、抽象的 なデ ータ要素 の組 み

合 わせ でスペシ フィックデー タ要 素を表現す る。例 えば、注文番号 は注文 を とい う機能

を表 す 「機 能デー タ要素」 と番号 を表 す 「名詞」デー タ要素 とに分解 し、二つ のデー タ

要素 の組 み合わせ で、注文番号 を表現 す る。前者のデー タ要素 を通常修飾詞 とい う。

どち らの シンタックスルールで も、最終 的には、スペシ フィ ックデ ータ要素 を表現 す

る。

ジ ェネ リックデー タ要素 を設計す る ときには、最初 にスペ シフィ ックデー タ要素 を設

計 し、次 に、 これ を分解 して ジェネ リックデータ要素 を設計す る。 したが って、一般 的

に、CIIよ りもEDIFACTの 方が、 メ ッセー ジ設 計に時間が掛 か る。

(2)タ グ方式デ ータ要素構造 とセ グメン ト構造

CIIで は、一 つ一 つのデー タ要素 に必要 なタグを追加 して、シ ンタ ックスルール上の基

本要 素の構造 に して い る(図2-2を 参照)。

EDIFACTで は、複数 のデータ要素 を格納で きるセ グメ ン トに必要 な タグを付 けて、シ

ンタックスル ール上 の基本要素の構造 に してい る(図2-2を 参照)。 セ グメ ン ト内 に複 数

のデー タ要素 を格納 で きるが、 それ らのデー タ要素 を一意 に識別 で きるように、順 番 は

固定 され る。 この順番 は、セ グメン ト ・デ ィレク トリー(規 格書)に よって規定 され る。

(3)メ ッセ ージの全体構造

CIIは 、タグ付 きデー タ要素 を単純 に並べた フラッ ト構造 であ る。繰 り返 しのネ ステ ィ

ングによ る階層構造 も必要 に応 じて実現で きる。

EDIFACTは 、複数 のセ グメ ン トを含 むセ グメン ト・グルー プ、 さらに複数のセ グメン

ト ・グル ープを含 むセ クシ ョンで、 メ ッセージ を構成す る。セ グメ ン ト ・グルー プ及 び
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セ クシ ョンは、 それぞれ省 略可能であ る。

メ ッセ ージ内での一意識別のた めに、CIIで は、一つのメ ッセージ内に同一 の タグを持

つデータ要素 を複数含めて はな らない規定 にな って いる。 同一 の タグを持 つデー タ要素

を繰 り返す ときは、繰 り返 し構造 にす る。 この ときは、一 つのメ ッセージ内 に同一の タ

グを持つ データ要素が複数あ って もよい。

EDIFACTは 、一つのメ ッセー ジ内に同一 の タグを持つセ グメ ン トが複数 あ って もよい。

但 し、一意識別のために順 番 は固定 され る。 この順番は、標準 メ ッセージ(規 格 書)で

規定 され る。標 準メ ッセージで規定 されてい るセ グメ ン トの一部 を省略 して実際の メ ッ

セージを作成す るこ とが許 されてい る。 しか し、セ グメ ン トは順番 固定 で認 識す るの に

もかか わ らず、セ グメン トを省 略 した時 に省 略 を表す機能 がないので、セ グメ ン ト誤認

識が起 きないよ うに、注意 しなければな らない。 これ を防 ぐために、オ プシ ョン機 能で

あ るセ グメン ト誤認 識回避 処置 を使 用す る方が よい。

データタグ 長さタグ デ ー タ

CIIシ ンタ ックスルールのタグ付 きデータ要素の構造

、

一 データ要素分離記号 セグメント分離記号

' ↓

セグメントタグ デ ー タ デ ー タ デ ー タ

爪 ノ、

三種類ある
デー タ要素分離記号

{部品データ要素分離記号
繰り返 し分離記号

図2-2基 本 要素の構造
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表2-1CIIシ ン タ ッ クス ル ー ル ・ISO9735比 較 表(そ の1)

項 目 CHシ ン タ ッ ク ス ル ー ル ISO9735

名 前 CHシ ン タ ッ クス ル ー ル EDIFACT(略 称)

(現)産 業情報化推進センター ISO-TC154/UN-ECE-CEFACT

管 理 機 関
(シンタックスルール検討委員会)

(JIS化後)産 業情報化推進センター

ジ ョイ ン ト ・グ ル ー プ

(電子データ交換標準化研究委員会)

JIS化 対 象 現CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル3.00(1998年4月) 1998年 版(バ ー ジ ョ ンIV)

バ ー ジ ョ ン 相当
シ

デ ー タ 長 データ項目単位の可変長 同 左

文 字(X)(32767byte以 下), 文字(x),小 数点明示十進数(n)

ン

データ要素の型

(データ長)

小 数 点 明 示 十 進 数(N)(30桁 以 下),

小 数 点 暗 示 十 進 数(9)(30桁 以 下),

年 月 日(Y)(60r8桁),

ダ ブ ル バ イ ト:漢 字(K)(32767byte以 下)

浮動小数点十進数(e)

(データ長制限な し)

注)マ ルチバイ ト文字 は、ISO2022を 用いて

表現

夕
バ イ ナ リー(B),

長 大 バ イ ナ リー(0～ ∞byte)

マ ル チ バ イ ト 標準メ ッセージ上で、データ要素単位 にマ ISO2022を 使用 して表現

文 字導 入方 式 ルチバイ ト文字を明示
ツ

32767byte以 下 の 時 、デ ー タ 要 素 と して 定 義 長大バイナ リは、 ファイル として定義

バ イ ナ リデ ー タ 可 能 。

導 入 方 式 長大バ イナ リは、 ファイルとして定義(ト

ク ラ ン ス レー タ ー の イ ン タ フ ェー ス に よ る)。

データ要素、または、複数のデータ要素を データ要素単位の暗示方式,セ グメン ト単

ス

繰 り返 し方 式
セ ットに した明示方式(規 格上はデータ要

素単位 の暗示方式 もあるが、通常使わない)。

位の暗示方式,繰 返 しセパ レー タによる明

示方式,誤 認識防止 セグメン トによるセ グ

メン トセ ッ トの繰返 し

繰 り 返 し の
制限なし

セグメン ト単位で特 に制限な し(暗 示方式

ル
ネ ス ト を使 うとセグメン ト誤認識が起 きやすい)

1

デ ー タ 要 素

特 定 方 式

デー タ要素 に付 け られ たデータタグ番号

(バイナ リ表現)に よ り特定

セグメン トに付けられたセグメン トタグと

セグメン ト内のデー タ要素の位置によって

特定

データ要素特定方式で特定されたそれぞれ 独立データ要素は、データ要素特定方式で

のデータ要素が特定の意味を持つ 特定されたそれぞれのデータ要素が特定の

意味 を持つ。
ル デ ー タ要 素 の 複合データ要素は、データ要素特定方式で

意 味 の 特 定 特定された部品データ要素の組み合わせで

特定。修飾子 となる部品データ要素の値で、

ターゲ ットの部品データ要素の意味が特定

され る。

データ要素に付け られた長 さタグ(バ イナ 3種 類 のセパ レータによって把握(デ ー タ

データ長の特定 リ表現)に よって明示 要素セパ レータ,部 品データ要 素セパ レー

タ,繰 返 しセ パ レ ー タ)
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表2-1CIIシ ン タ ックス ル ー ル ・ISO9735比 較 表(そ の2)

項 目 CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル ISO9735

シ

ン

タ

ッ

ク

ス

ル

ー

ル

セグメ ン トの特定
セグメン ト無 し セ グメン トに付 けられたセ グメン トタグで

特定

セグメント長の

特定
ノノ

セ グ メ ン ト ・セ パ レ 一 夕 で 把 握

メ ッセー ジの構 造

メ ッセ ー ジ ・ヘ ッ ダ ー 、TFDエ リ ア(デ ー

タ項 目 の並 び)、メ ッセ ー ジ ト レー ラ で 構 成

メ ッ セ ー ジ ・ヘ ッダ ー ・セ グ メ ン ト、 セ グ

メ ン トの 並 び 、 メ ッセ ー ジ ・ トレ ー ラ ・セ

グ メ ン ドで 構 成

機能 グループの

構造

機能 グループ無 し 機 能 グ ル ー プ ・ヘ ー ダ ー ・セ グ メ ン ト、 メ ッ

セ ー ジ の 並 、 機 能 グ ル ー プ ・ トレ ー ラ ・セ

グ メ ン トで 構 成

メ ッセ ー ジ ・グ

ル ー プの 構 造

メ ッセ ー ジ ・グ ル ー プ ・ヘ ー ダ ー 、 メ ッ セ ー

ジ の 並 び 、 メ ッセ ー ジ ・グル ー プ ・ トレー

ラ で 構 成(通 常 型)、 メ ッセ ー ジ ・グ ル ー

プ ・ヘ ー ダ ー 、 メ ッ セ ー ジ(短 縮 型)

メ ッセ ー ジ ・グ ル ー プ ・へ ー ダ ー ・セ グ メ

ン ト、 機 能 グ ル ー プ の 並 び 又 は メ ッセ ー ジ

の 並 び 、 メ ッ セ ー ジ ・グ ル ー プ ・ ト レ ー

ラ ・セ グ メ ン トで構 成

交換ベース フ ァイ ル 転 送,メ ッ セ ー ジ 転 送 同 左

ファイル転送時の

ファイルの形式

レコー ド型(固 定長、可変長),

非構造型(不 定長)
規定無 し

EDIサ ー ビ ス
メ ッセ ー ジ ・グ ル ー プ ・へ ー ダ ー で 経 路 選

択 、VAN間 接 続 指 定 可 。

規定無 し

シ ン タ ッ ク ス

ル ー ル ・バ ー

ジ ョン管 理

メ ッセ ー ジ ・グ ル ー プ ・ヘ ー ダ ー で 明 確 に

表 示 同 左

ト

ラ

ン

ス

レ

ー

タ

ー

名前,製 造メー

カー等

(価 格)

CHト ランス レーター,各 種メーカーが発売

中、仕様適合性が良好な ものに対 してCII推

奨制度有 り。(単 体:10万 ～100万)

EDIEACTト ランスレーター,複 数メーカが

発売 中、推奨制度等 は特 にない。(単 体:

40万 ～(数 百万:機 能によって価格は大 き

く異な る。))

デ ー タ 項 目

属 性変換機 能

文字 コー ド、漢字 コー ドの標準 とローカル

の変換 は標準装備、日付の6桁 一8桁 変換 も

装備(2000年 対策済)

文字 コー ド変換機能あ り(標 準の文字 コー

ドの採用 は義務化 されていない)

修 飾 子 処 理 CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル に は 修 飾 子 無 し 変換テーブルで対応

そ の 他
その他、EDIフ ラッ ト・ファイル と標準 と

を相互に変換す る機能 を持っ

同 左

メ

ッ

セ

ー

ジ

全 体 体 系

BPIDと データタグは全体管理,メ ッセージ

の内容 は業界 ご との開発 ・管理

全世界 で一つ を開発 ・管理,そ の中か ら

国あ るいは業界単位 にサ ブセ ッ トを開発

し、管理

管 理 機 関
全体管理は産業情報化推進センター,業 界

毎の開発 ・管理は業界標準化組織

UN/ECE-CEFACT、 各国標準化団体及び業

界団体

デ ー タ 要 素 ス ペ シ フ ィ ッ クデ ー タ要 素 ジェネ リックデータ要素

表 現 形 式
データ要素の集合(並 び)で 表現 セグメ ントの集合(並 び)お よびデータ要

素の集合(並 び)で 表現
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表2-1CIIシ ン タ ッ クス ル ー ル ・ISO9735比 較 表(そ の3)

項 目 CHシ ン タ ッ ク ス ル ー ル ISO9735

EDIフ ラ ッ ト フ 標 準 メ ッセ ー ジ が そ の ま まEDIフ ラ ッ ト 標 準 メ ッセ ー ジ は 特 にEDIフ ラ ッ トフ ァの

アイルのモデル フ ァ イ ル の モ デ ル と な る。 モデル とは関係ない。

規 格 書
業界標準化組織が、標準メッセージ集や関

連ガイ ドラインを発行

UN/ECE-CEEACT定 期会合資料 として配布

メ メ ッ セ ー ジ の 業界標準化組織が、発行するガイ ドライン 未 整 備

運 用方 法 な ど などで説明。

セ グメン トがないので、必要なデータ要素 必要なデータ要素 を抽 出 し、既に作成 され

を抽出 し、並べ るだけで、容易 に作成可能。ているセ グメン トとのマッチングを考 えな

ツ もっ とも、繰 り返 し構造な どを、安直に決 が ら、 か つ 、 既 に あ る標 準 メ ッセ ー ジ へ の

めてはな らない。既にあるデータ要素(他 影響が少な くなるように考慮 し、慎重にセ

業界で開発 した ものを含む)は そのまま使 グメン トを設計 し、セグメン トの並びを作

標準 メッセージ 用 し、新規のデータ要素については、新規 る 。

の 作 成 方 法 にデータタグ番号 を付ける。 新規の標準メッセ ージを作 ると、他の既存

セ 新規 の標準 メ ッセージが既存の標 準メ ッ の標準メッセージに影響が出 る場合が多い。

セ ー ジ に 影 響 す る こ と は な い。 したがって、標準 メッセージの作成 は難 し

いので、国際標 準 として開発 された標 準

メ ッセ ー ジ を ベ ー ス と して 、 業 界 用 等 の サ

ブセッ トを作成 することで対応する。

|
標準メッセージ作成時に、標準化を進めな 様々な標準 コー ドが用意 されている。但 し、

デ ー タ コ ー ド け れ ば な らな い 。 幾 つ か の デ ー タ コー ドに 業界内のサブセ ット作成時に適合性な どを

つ い て は 標 準 コ ー ドが あ る。 チ ェックする必要がある。

ジ
既存 の デー タ

要 素 の 変 更

データ型やデータ長の変更などは、通常、

影響が太き過ぎて不可。

同 左

既存のメッセー

ジへのデー タ要

素の削除 ・追加

対象メッセージへの影響のみ。一般的に追

加は容易。

データ要素の削除 ・追加 は必 ずデータセ グ

メン トの変更 を伴 うので、一般的に他 の多

くのメッセージへ影響が及ぶ,し たがって

慎重に実施 しなければな らない。

標準メッセージ

利 用 方 法

2社 間個別取決め
同 左

E
メ ッ セ ー ジ の

バ ー ジ ョ ン 管 理

トランス レーターのバージ ョン管理機能で

対応
同 左

D
EDIフ ラ ッ ト フ 標準メッセージをモデル として設計。 特 にモデルはない。

1
ア イ ル の設 計

交換 メッセージ JISxo201,Xo208に 義 務 化 され て い る(特 業界あるいは2社 間個 別取決 め(推 奨 コ一

通 文 字 コ ー ド 別の調整不要)。 ドはあるが義務化 されていない)。

全 銀 手 順 、F手 順 、H手 順 、FTP、HTTP、 非構造化 ファイルが送れない手順の場合、
用 交 換 用 SMTPな どの透過モー ドの手順な らばどれ 構造化に関する送受信著聞の個別取決め

通 信 ツ ー ル で も使用可能。J手 順(透 過モー ドでない) が必要。EDI関 連データを含 む場合、透過

は使用で きない。 モー ドの手順が必要。
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表2-1CIIシ ン タ ッ クス ル ー ル ・ISO9735比 較 表(そ の4)

項 目 cnシ ン タ ッ ク ス ル ー ル ISO9735

E

D

I

運

用

EDIネ ッ トワ ー ク
CH-EDIサ ー ビ ス が 整 備 さ れ て い る 。 国 際 的 に は 、EDIFACT-EDIサ ー ビ ス が 整 備

さ れ て い る 。

そ の 他

製 造 業 の 大 手 業 界 団 体 や コ ン ピ ュ ー タ ベ ン

ダ ー で 導 入 に 関 す る 相 談 が 可 能 。

XML/EDIへ の マ ッ ピ ン グ は 、 極 め て 容 易 。

JIS-X7001(ISO乃EC14662)準 拠

一 部 の コ ン ピ ュ ー タ ベ ン ダ ー で
、 導 入 に関

す る相 談 が 可 能 。

XML/EDIへ の マ ッ ピ ン グ は 、一 般 的 に 難 し

い 。

JIS-X7001(ISOπEC14662)準 拠
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第3章 今 後 の 課 題

3.1残 された部 分 のJIS化(Cllシ ンタ ック スルール及 びEDIFACT)

今年度 まで に、下記の規格 がJIS化 された。

●ISO9735(EDIFACT)

・ 〃(〃)

・ 〃(〃)

・ 〃(〃)

・CIIシ ンタックスルール(通 常 形)

・CIIシ ンタックスルール(短 縮 形)

こ こで 、JIS-X7011とJIS-X7012の 関係 を 示 す と、 次 の よ うにな る。

・JIS-X7012-1は 、JIS-X7011-1、JIS-X7011-4及 びJIS-X7011-8を 合 わせ た機 能 に相 当 す

る。

・JIS-X7012-2は 、JIS-X7011-2の 機 能 に相 当 す る。

・JIS-X7012-3は 、JIS-X7011-3の 機 能 に相 当 す る。

但 し、JIぎ－X7011-4は まだJIS化 され て い な い。 これ は 、原 国際 規 格 で あ るISO9735-4の 整

備 が 遅 れ た か らで 、 既 にISO9735-4はIS規 格 と して 発行 済 で あ るた め(1999年3月 現 在)、

1999年 中 にJIS化 す る予 定 で あ る。

1999年 度 中 のJIS化 が 可 能 な部 分 は、セ キ ュ リテ ィ機 能 で あ る。ISO9735(EDIFACT)で

は、パ ー ト5,6,7,9の4っ の規 格 が あ り、近 々IS規 格 と して発 行 す る予 定 で あ る。CIIシ ン

タ ック スル ー ル で はセ キ ュ リテ ィ機 能 が パ ー ト4で あ り、 こち らの 方 は、CIIシ ン タ ッ クス

ル ー ル3.00と して働 日本 情 報 処 理 開発 協 会 産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー か ら リ リー ス され て

い るが 、 使 用 実 績 が ほ とん どな い とい う点 は考 慮 す る必 要 が あ ろ う。

セ キ ュ リテ ィ機 能 のJIS化 に つ いて は、来 年度 に必 要 性 及 びス ケ ジ ュー ル つ い て 、十 分 検

討 す る必 要 が あ る。

一 パ ー ト1(JIS -X7011-1)

一 パ ・・一ーート2(JIS -X7011-2)

一 パ ー ト3(JIS -X7011-3)

一 パ ー ト8(JIS -X7011-8)

一 パ ー ト1(JIs -x7012-1)

一 パ ー ト2(JIS -X7012-2)

一 パ ー ト3(JIS -X7012-3)
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3.2新 技術 への対 応

最近、EDIに 関係 す る新 技術 として脚光 を浴 びてい るの は、 「XML」 で あ る。XMLを 適

用 したEDIを 、XML/EDIと い う。XML/EDIは 、インターネ ッ トや ウェブ(ウ ェブサ ーバ ー)

な ど、最新のオー プン化 された体系 を活用 す るのに有利 と見 られてお り、安価 なEDI構 築

技術 として注 目されて いる。

XMLは 、HTMLを 拡 張 した文書 フォーマ ッ ト(シ ンタ ・zクスル ール とも言 え る)で 、

ユーザーが 自由に活用 で きるタグを追加 したのが、最大の特徴 であ る。 しか し、EDIに 応

用す る場合、 この タグを標準的 に活用す る必要が ある。 そ こで、 その標 準的活用 に関す る

提案が、米国、欧州 そ して我 が国(働 日本情報処 理開発協 会 産業情報化 推進 セ ンター)

か ら出てい る。

これ らの提 案の特徴 は、現行 のEDI(X12、UN/EDIFACT、CII)と の互換性 を重視 して

いるこ とであ る。

一方
、これ らはXML応 用規格の 開発 と見 ることもで き る。 そ こで、来年度 にXMLのEDI

へ の応用 方法につ いて検討 し、速やか に規格 化 を図 り、JIS-TR(JIS標 準情報)化 す ること

が必要でないか と考 え る。

■
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附属資料 企 業 コ ー ド の 現 状

1.運 用 中 の企業 コー ド

現在、わが国に は、『企業 コー ド』が多種類存在す るが、一般産業界 のEDIで 実用的 に使用

され ている主要 な コー ドは、2つ であ る。

『標 準 企 業 コー ド』

『共通 取引先 コー ド』

登録数:約5000社(製 造業 中心)

管理者:産 業情報化推進 セ ンター

登 録数:約45000社(流 通業 中心)

管理者:流 通 コー ドセ ンター

この2つ の コー ドは、現在 、産 業界全体でのユニー ク性 を損なわず に,,共 通 に使 う方法が

実用化 してい る。 その方 法 を図 附一1に示す。現状 で、実用 的に使 える コー ドであ る。

標準企業 コー ド

共通取引先 コー ド

企業識別 コー ド 枝番(支 店 ・部門番号等)

1 1 1 1 1 11 1 1 1

1＼ 3 4 5

0を 除 く英数字

6 7 8

(現 在 、

9 10

1～9を 使用)

i1 12

企業識別 コー ド

曇

チ ェックデ ジッ ト

枝番

∠4
1101010ll 1 1 1 liii……………、,1

1 23 4 5

共通取 引先 コー

6 7 891011

ドで あ る こ と を 示 す 。

12

図 附一1標 準企業 コー ド/共 通取 引先 コー ド共通 マ ッピング法

〔現状での使用業界〕

① 流通業界

② 製造業界

③ 建設業界

④ 運送業界

⑤ サービス

全般(共 通取 引先 コー ド)

電子機器、電力、電線、重電、総合商社、鉄鋼、石油化学

自動車、通信(標 準企業 コー ド)

全般(標 準企業 コー ド)

全般(標 準企業 コー ド)

全般(標 準企業 コー ド)
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2.ロ ケー シ ョンナ ンバー

以下 に、勘流通システ ム開発 セ ンターのロケーシ ョンナ ンバ ー について紹介す る。

(1)ロ ケーシ ョンナ ンバーの概要

「ロケー シ ョンナンバ ー」 とは取 引
、物流、金流 な ど、流通企業間情報 システム ・EDI情

報 の中で、企業 とそれ らの企業 内の特定 の事業所、物理 的な場所(ロ ケー シ ョン)等 を唯

一 に識別 す るた めの共通 コー ドであ る。国際EAN協 会{注)は、1987年 か らEDIや 物流の シス

テムな どのキーコー ドとして、13桁 の国際的 に共通 なEANロ ケー シ ョンナンバ ーの使用 を

推奨 してい る(図 附一2参照)。

わが国の流通1青報 シ ステ ムで は、従来 か ら 「共通取 引先 コー ド」が ロケーシ ョンナンバ ー

の一部 の機能 をはた してきた。今 後 の流通EDIの 進展 を予想 し、従来の共通取 引先 コー ド

の機能 と適用 と既 に付番 された コー ドを継続 し、EANロ ケーシ ョンナ ンバ ー との互換性 を

考慮 して、新 たにわが国 のロケー シ ョンナ ンバ ーの体系 を制定す る。

EANロ ケーシ ョンナンバ ーは13桁 の識別 コー ドで物理的な場所(ビ ルの中の特定 の部屋 、

倉庫の ドア等)や 機能(企 業 の会計部 門、 コンピュータアプ リケーシ ョン等)や 法人(登

録の企 業)を 表 す ものであ る。

EANロ ケーシ ョンナ ンバ ー はEDIデ ー タの中や、 コー ド128の 物流バ ー コー ドラベルの

中で、識別 コー ドとして使 われ る。

F1 F2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XO CD

↑

国 フラグ

日本の場合
490r45

↑

各国の コー ドセ ンターが付番

す るロケー シ ョンナ ンバー
(10桁)

↑

チェックデジット

モジュラス10

重 み3,1

図 附一2EANロ ケ ー シ ョンナ ンバ ー(EAN協 会 で の定 款 よ り)

(注)国 際EAN協 会(EANInternational):国 際EAN協 会 は 本 部 が ベ ル ギ ー に あ り、 日 本 のJANOapaneseArticle

Number)や ア ジ ア 、 太 平 洋 各 国 お よび ヨ ー ロ ッパ を 中 心 に 世 界 中 で 使 わ れ て い るEAN(EuropeanArticle

Number)な どの 国 際 的 な商 品 コ ー ドの 管 理 気 候 と して 設 置 さ れ て い る。 日本 で は(肋流 通 シ ス テ ム 開 発 セ ン

タ ー が 国 際EAN協 会 の メ ンバ ー で あ る 。 尚 、 ア メ リカ 、 カ ナ ダ で 使 用 さ れ て い るUPC(UniversalProduct

Code)バ ー コ ー ドの ア プ リ ケ ー シ ョ ン仕 様 を拡 張 した もの がEANバ ー コ ー ドで あ る。
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(2)ロ ケーシ ョンナンバー設定 にあた っての基本的考 え方

ロケー シ ョンナンバーの コー ド体系設定 に当た り、従来のわが 国の類似 コー ドの体系 と

の関係 も含 め、次の よ うな基本的考 え方 に基づ いて定 める。

① 適用 対象企業

小売業、卸売業 を営 む企業 を中心 に、 これ らの企業 と密接 な取 引関係 にあ る製造業 、

物流業、 その他 の企業 を含 む。

②EANロ ケーシ ョンナ ンバ ー との互換性 と、国内的運用 の利便性 の整 合 を図 る。

③ 現行 の 「共通取 引先 コー ド」 は、今後の コー ド設定 ニーズの拡大 に対応 す るため、共

通取引先 コー ドの桁数 を拡張 し、 また既 に付番済 の コー ドはその まま継続使用 で きる体

系 とす る。

④ 企業 コー ドとして関連 の あ る現存 の 「JAN商 品メーカー コー ド」 を共通企業 コー ド」

として一環 した体系 で管理 す る。

⑤EDI、 物流 システ ムを考慮 して、企業 コー ドと事業所 コー ドを分離及 び統合 した何 れ

の使 い方 も出来 るようにす る。

共通企業 コー ド+事 業所 コー ド

⑥ 国内 ・他業界 の企業 コー ド体系(産 業情報化推進セ ンターの標 準企業 コー ドな ど)と

の互換 性 に も配慮す る。

(3)ロ ケー シ ョンナ ンバ ーの体系

わが国の ロケーシ ョンナンバ ーの体系 を次の ような体系 で定 め る(図 附一3)。

基 本
ロケー ションナ ンバー

(13桁)

4 9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 L1 L2 L3 CD

国コード 共通企業 コー ド 事業所コード チェックデジフト

(2桁)(7桁)(3桁)(1桁)

図 附 一3ロ ケ ー シ ョンナ ンバ ー の体 系

① 国 コー ド(2桁)は 、"49"を 使用 す る

② 共通 企 業 コ ー ド(7桁)

a.JAN商 品 メー カ ー コー ドを持 つ企 業 商 品 メ ー カ ー コ ー ド(7桁)を 使 用

45× × × × × 又 は49× × ×× ×
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b.JAN商 品メーカー コー ドを持 たない企業

・共通取引先 コー ド(6桁)を 流通 コー ドセ ンター よ り取得 し、右1桁 に0を 追加 し7

桁 で使用

0× ×××××

・既 に共通取 引先 コー ドを持つ企業 はそれ を使用可、使 用方法 は上記 と同 じ

③ 事業所 コー ド(3桁)

既 に共通取 引先 コー ドを もつ企業が、 自社の事業所 、 その他 物理 的 な場所等 に任意 に

付香 して使用す る。

④ チ ェックデジ ッ ト(1桁)は 、モ ジュラス10と し、重 み3、1と す る。

(4)国 内の運用 ルール

ロケーシ ョンナンバ ーを国内のみで利用 す る場合、便 宜上、次の よ うな運用 ルール を定

める。

① 国内取 引用 ロケー シ ョンナンバ ー(11桁)

共通企業 コー ド(7桁)と 事業所 コー ドを4桁 として合 わせ、国 コー ド及 びチェ ックデ

ジ ッ トを使用 しないで11桁 とし、国内取 引用 ロケーシ ョンナ ンバー として使用 す る。

② 海外取 引(EANロ ケー シ ョンナンバ ー対応)

海外 との取 引の場合 は、EAN協 会 の規定 に基づ いて、基本 ロケー シ ョンナ ンバ ーを使

用 す る。

(5)ロ ケーシ ョンナンバ ーの適用分野

ロケーシ ョンナ ンバ ーは、EDI及 びその他 の企業間 デー タ交換 システムや物流 のシステ

ムで、オ ンライン、磁気媒体、伝票、 ラベル、値札等で文字やバ ーコー ドの形 でデータ と

して使用 す る。

(6)産 業情報化推進セ ンターの標 準企業 コー ドとの共通運用

13桁 の基本 ロケーシ ョンナ ンバ ーの先頭 の 『4』を外 して12桁 で運用 す る(図 附一4参

照)。

9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 L1 L2 L3 L4

(国内用(11桁)の ロケーシ ョンナ ンバ ー)

図 附一4ロ ケ ー シ ョ ンナ ンバ ー を標 準企 業 コー ド と して使 用 す る時 の 体 系
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